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令和７年１０月１６日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和６年（ワ）第７０２８１号 不当利得返還請求事件 

口頭弁論終結日 令和７年８月２５日 

判       決 

      原       告        株 式 会 社 サ ピ エ ン ス 5 

                （以下「原告サピエンス」という。） 

      原       告        プラグインフリー・パテント・ホールディング株式会社  

               （以下「原告プラグインフリー」という。） 

      被       告        Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ ヤ フ ー 株 式 会 社 

      同訴訟代理人弁護士        大   野   聖   二 10 

      同                小   林   英   了 

      同                木   村   広   行 

      同                亀   山   和   輝 

      同訴訟代理人弁理士        松   野   知   紘 

主       文 15 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 被告は、原告サピエンスに対し、３２１８万６０００円及びこれに対する令20 

和６年７月１２日から支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。 

２ 被告は、原告プラグインフリーに対し、１億９７７１万４０００円及びこれ

に対する令和６年７月１２日から支払済みまで年３分の割合による金員を支

払え。 

第２ 事案の概要 25 

   本件は、発明の名称を「画像表示方法および画像表示用プログラム」とする
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発明に係る特許（特許第５４７５８５６号。以下「本件特許」といい、本件特

許に係る特許権を「本件特許権」という。）の特許権者であった原告サピエン

ス及び本件特許の特許権者である原告プラグインフリーが、被告が配信するＨ

ＴＭＬ及びJavaScriptのソースプログラム及び地図画像のデータ等（以下、こ

れらを総称して「被告地図プログラム」という。）によりＷｅｂブラウザに地5 

図を表示させる方法（以下「被告地図表示方法」という。）が本件特許に係る

発明の技術的範囲に属するものであり、被告による被告地図プログラムの配信

は、本件特許権の直接侵害又は間接侵害を構成すると主張して、被告に対し、

不当利得（民法７０３条及び７０４条）に基づき、原告サピエンスにあっては

３２１８万６０００円（特許法１０２条３項による損害金２９億２６００万円10 

に係る不当利得金の一部２９２６万円及び弁護士費用２９２万６０００円の

合計額）、原告プラグインフリーにあっては１億９７７１万４０００円（同項

による損害金１７９億７４００万円に係る不当利得の一部１億７９７４万円

及び弁護士費用１７９７万４０００円の合計額）及びこれらに対する訴状送達

の日である令和６年７月１２日から支払済みまで民法所定の年３分の割合に15 

よる遅延損害金の支払（当初、原告らは、本件特許の登録日である平成２６年

２月１４日から本件特許の消滅日である令和５年４月１７日までに係る不当

利得金の返還を求めていたものの、その後、令和２年１２月２日から令和５年

４月１７日までの分の不当利得金の請求を放棄した（原告準備書面（４）、第

４回弁論準備手続調書参照）。）を求める事案である。 20 

   なお、当裁判所は、本件事案に鑑み、画像表示方法及び画像表示用プログラ

ムに関する専門的知見を有する専門委員２名を選任の上、民訴法９２条の２に

基づき、技術説明会において上記専門的知見に基づく説明を口頭でさせている。 

 １ 前提事実（証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実をいう〔証拠

等の記載のないものは当事者間に争いがなく、証拠を摘示する場合には、特に25 

記載のない限り、枝番を含むものとする。〕。） 
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(1) 当事者 

   ア 原告サピエンスは、情報処理装置、電子電気機器及びこれに付随するソ

フトウェアの研究開発並びに製造販売等を目的とする株式会社である（弁

論の全趣旨）。 

   イ 原告プラグインフリーは、特許権の保有、利用、使用許諾及びこれに関5 

連する業務並びに電子通信分野における研究開発等を目的とする株式会社

である（弁論の全趣旨）。 

   ウ 被告は、インターネット上の広告事業、イーコマース事業及び会員サー

ビス事業等を目的とする株式会社である（弁論の全趣旨）。 

(2) 本件特許権 10 

ア 原告サピエンスは、平成２６年２月１４日、本件特許の設定登録を受け

た（以下、本件特許の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」

という。甲１、２）。 

   発明の名称：画像表示方法及び画像表示用プログラム 

特許番号：特許第５４７５８５６号 15 

出願日：平成２４年１１月２６日（特願２０１２－２５７１０１） 

 イ 原告プラグインフリーは、平成２７年２月９日、原告サピエンスから本

件特許権を取得しその移転の登録を受けた（甲１）。 

 ウ 本件特許権は、令和５年４月１７日に存続期間満了により消滅したとこ

ろ、同年１２月２０日に訂正審判請求がされ（訂正２０２３－３９０１４20 

３）、令和６年４月１５日に訂正審判審決がされ、同審決はその後確定し

た（甲１、８）。 

(3) 本件特許に係る特許請求の範囲 

  本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、以下のとおりである（甲２）。 

 ア 請求項１（以下「本件発明１」という。） 25 

   「Ｗｅｂブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像を分割し
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該Ｗｅｂブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像を該Ｗｅ

ｂブラウザの表示領域に表示する画像表示方法において、 

    該方法は、Ｗｅｂブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像

を含む、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対し所定の位置関係にある、画像全

体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる分割画像を、個々に当て5 

はめて表示する表示領域に相当する複数の枠要素の配列をＷｅｂブラウ

ザに設定し、該各枠要素に、該当する位置の分割画像をそれぞれ当てはめ

て表示しまたは表示できる状態にし、かつ、Ｗｅｂブラウザの表示領域に

対する画像の相対移動が指示された時に、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対

する枠要素の移動すべき位置を演算して該位置に枠要素を移動する方法10 

であり、 

    該方法は、前記複数の枠要素全体でブロックを構成し、画像の相対移動

が指示された時に、Ｗｅｂブラウザは、該Ｗｅｂブラウザの表示領域の原

点に対する該ブロックの原点の移動すべき座標を演算し、該演算により求

められたブロックの原点の座標に基づき、前記各枠要素の原点の移動すべ15 

き座標をそれぞれ演算し、該演算により求められた座標に各枠要素の原点

をそれぞれ移動することにより、前記画像の相対移動を実現する方法であ

り、 

    該方法において、ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述されている

JavaScript（登録商標）により、Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対す20 

るブロックの原点の座標と、該ブロックの原点に対する各枠要素の原点の

座標を演算して初期表示を行い、 

    該初期表示後に、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する画像の相対移動が

指示された時に、ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述されているJa

vaScriptによりＷｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原25 

点の移動すべき座標を演算し、Ｗｅｂブラウザは該ブロックの原点の移動
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すべき座標と前記ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標とに基

づき各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算により求

められた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動することにより、前記画像

の相対移動を実現する画像表示方法。」 

 イ 訂正請求項２（以下「本件発明２」という。） 5 

   「Ｗｅｂブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像を分割し

該Ｗｅｂブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像をサーバ

から優先的にダウンロードして該Ｗｅｂブラウザの表示領域に表示する

画像表示方法において、 

該方法は、Ｗｅｂブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像10 

を含む、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対し所定の位置関係にある、画像全

体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる分割画像を、個々に当て

はめて表示する表示領域に相当する複数の枠要素の配列をＷｅｂブラウザ

に設定し、該各枠要素に、該当する位置の分割画像をそれぞれ当てはめて

表示しまたは表示できる状態にし、かつ、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対15 

する画像の相対移動が指示された時に、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対す

る枠要素の移動すべき位置を演算して該位置に枠要素を移動する方法であ

り、 

該方法は、前記複数の枠要素全体でブロックを構成し、画像の相対移動

が指示された時に、Ｗｅｂブラウザは、該Ｗｅｂブラウザの表示領域の原20 

点に対する該ブロックの原点の移動すべき座標を演算し、該演算により求

められたブロックの原点の座標に基づき、前記各枠要素の原点の移動すべ

き座標をそれぞれ演算し、該演算により求められた座標に各枠要素の原点

をそれぞれ移動することにより、前記画像の相対移動を実現する方法であ

り、 25 

該方法において、 
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閲覧者が前記Ｗｅｂブラウザから前記サーバに対して画像の閲覧指示を

すると、前記Ｗｅｂブラウザは、前記サーバに対して前記閲覧指示に対応

するＨＴＭＬを要求する指示を送信し、 

前記サーバは、前記Ｗｅｂブラウザからの要求に従い、画像表示に必要

な演算を実行するJavaScript（登録商標）を記述した前記ＨＴＭＬを前記5 

Ｗｅｂブラウザに送信し、 

前記Ｗｅｂブラウザは、前記ＨＴＭＬ及び前記ＨＴＭＬに記述された前

記JavaScriptを受信するより前の状態においては、前記Ｗｅｂブラウザの

画像を表示する表示領域内に表示する前記分割画像を特定する演算を行う

ことがなく、 10 

前記Ｗｅｂブラウザは、前記サーバから送信された前記ＨＴＭＬ及び前

記ＨＴＭＬに記述された前記JavaScriptを受信した後の状態において、 

前記サーバから送信された前記ＨＴＭＬに記述された前記JavaScriptに

より、 

Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の座標と、該15 

ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標を演算して初期表示を行い、 

該初期表示後に、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する画像の相対移動が

指示された時に、ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述されているJa

vaScriptによりＷｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原点

の移動すべき座標を演算し、Ｗｅｂブラウザは該ブロックの原点の移動す20 

べき座標と前記ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標とに基づき

各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算により求めら

れた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動することにより、前記画像の相

対移動を実現し、 

前記画像の相対移動に伴い前記Ｗｅｂブラウザの表示領域から離れる前25 

記分割画像に該当する位置から前記枠要素を削除し、前記Ｗｅｂブラウザ
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の表示領域に近づく前記分割画像に該当する位置に前記枠要素を追加して

画像に対する前記枠要素の配列の位置を変更し、追加する前記枠要素に、

該当する位置の前記分割画像を当てはめて表示しまたは表示できる状態に

し、 

前記ブロックがＨＴＭＬの文法で定義される＜ＤＩＶ＞タグを使用して5 

設定されている画像表示方法。」 

 ウ 請求項４（以下「本件発明４」という。） 

   「請求項１から３のいずれか１つに記載の画像表示方法を処理装置に実

行させることを特徴とする画像表示用プログラム。」 

(4) 本件各発明の構成要件 10 

本件各発明を構成要件に分説すると、以下のとおりである。 

ア 本件発明１ 

 １Ａ Ｗｅｂブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像を分割

し該Ｗｅｂブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像を該

Ｗｅｂブラウザの表示領域に表示する画像表示方法において、 15 

 １Ｂ 該方法は、Ｗｅｂブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割

画像を含む、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対し所定の位置関係にある、

画像全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる分割画像を、

個々に当てはめて表示する表示領域に相当する複数の枠要素の配列を

Ｗｅｂブラウザに設定し、該各枠要素に、該当する位置の分割画像を20 

それぞれ当てはめて表示しまたは表示できる状態にし、 

    かつ、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する画像の相対移動が指示さ

れた時に、 

    Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する枠要素の移動すべき位置を演算

して該位置に枠要素を移動する方法であり、 25 

 １Ｃ 該方法は、前記複数の枠要素全体でブロックを構成し、 
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    画像の相対移動が指示された時に、 

    Ｗｅｂブラウザは、該Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対する該

ブロックの原点の移動すべき座標を演算し、 

    該演算により求められたブロックの原点の座標に基づき、前記各枠

要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算により求めら5 

れた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動することにより、前記画像

の相対移動を実現する方法であり、 

 １Ｄ 該方法において、 

 １Ｅ ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述されているJavaScript

（登録商標）により、 10 

Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の座標

と、 

該ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標を演算して初期

表示を行い、 

 １Ｆ 該初期表示後に、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する画像の相対移15 

動が指示された時に、 

    ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述されているJavaScriptに

よりＷｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の移動

すべき座標を演算し、 

    Ｗｅｂブラウザは該ブロックの原点の移動すべき座標と前記ブロッ20 

クの原点に対する各枠要素の原点の座標とに基づき各枠要素の原点の

移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算により求められた座標に各

枠要素の原点をそれぞれ移動することにより、前記画像の相対移動を

実現する 

 １Ｇ 画像表示方法。 25 

イ 本件発明２ 
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 ２Ａ Ｗｅｂブラウザの画像を表示する表示領域よりも大きい画像を分割

し該Ｗｅｂブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像をサ

ーバから優先的にダウンロードして該Ｗｅｂブラウザの表示領域に表

示する画像表示方法において、 

 ２Ｂ 該方法は、Ｗｅｂブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割5 

画像を含む、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対し所定の位置関係にある、

画像全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる分割画像を、

個々に当てはめて表示する表示領域に相当する複数の枠要素の配列を

Ｗｅｂブラウザに設定し、該各枠要素に、該当する位置の分割画像を

それぞれ当てはめて表示しまたは表示できる状態にし、 10 

    かつ、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する画像の相対移動が指示さ

れた時に、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する枠要素の移動すべき位

置を演算して該位置に枠要素を移動する方法であり、 

 ２Ｃ 該方法は、前記複数の枠要素全体でブロックを構成し、画像の相対

移動が指示された時に、Ｗｅｂブラウザは、該Ｗｅｂブラウザの表示15 

領域の原点に対する該ブロックの原点の移動すべき座標を演算し、該

演算により求められたブロックの原点の座標に基づき、前記各枠要素

の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算により求められた

座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動することにより、前記画像の相

対移動を実現する方法であり、 20 

 ２Ｄ 該方法において、 

 ２Ｄ１ 閲覧者が前記Ｗｅｂブラウザから前記サーバに対して画像の閲覧

指示をすると、前記Ｗｅｂブラウザは、前記サーバに対して前記閲覧

指示に対応するＨＴＭＬを要求する指示を送信し、 

 ２Ｄ２ 前記サーバは、前記Ｗｅｂブラウザからの要求に従い、画像表示25 

に必要な演算を実行するJavaScript（登録商標）を記述した前記ＨＴ
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ＭＬを前記Ｗｅｂブラウザに送信し、 

 ２Ｄ３ 前記Ｗｅｂブラウザは、前記ＨＴＭＬ及び前記ＨＴＭＬに記述さ

れた前記JavaScriptを受信するより前の状態においては、前記Ｗｅｂ

ブラウザの画像を表示する表示領域内に表示する前記分割画像を特定

する演算を行うことがなく、 5 

 ２Ｄ４ 前記Ｗｅｂブラウザは、前記サーバから送信された前記ＨＴＭＬ

及び前記ＨＴＭＬに記述された前記JavaScriptを受信した後の状態に

おいて、 

 ２Ｅ 前記サーバから送信された前記ＨＴＭＬに記述された前記JavaScri

ptにより、 10 

Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の座標

と、該ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標を演算して初期

表示を行い、 

 ２Ｆ 該初期表示後に、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する画像の相対移

動が指示された時に、ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述され15 

ているJavaScriptによりＷｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブ

ロックの原点の移動すべき座標を演算し、Ｗｅｂブラウザは該ブロッ

クの原点の移動すべき座標と前記ブロックの原点に対する各枠要素の

原点の座標とに基づき各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演

算し、該演算により求められた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動20 

することにより、前記画像の相対移動を実現する 

 ２Ｆ１ 前記画像の相対移動は、前記Ｗｅｂブラウザの表示領域から離れ

る前記分割画像に該当する位置から前記枠要素を削除し、前記Ｗｅｂ

ブラウザの表示領域に近づく前記分割画像に該当する位置に前記枠要

素を追加して画像に対する前記枠要素の配列の位置を変更し、追加す25 

る前記枠要素に、該当する位置の前記分割画像を当てはめて表示しま
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たは表示できる状態にし 

 ２Ｆ２ 前記ブロックがＨＴＭＬの文法で定義される＜ＤＩＶ＞タグを使

用して設定されている 

 ２Ｇ 画像表示方法。 

ウ 本件発明４ 5 

 ４Ａ 請求項１から３のいずれか１つに記載の画像表示方法を処理装置に

実行させることを特徴とする 

 ４Ｂ 画像表示用プログラム。 

(5) 被告地図プログラムの配信 

被告地図表示方法及び被告地図プログラムは何度か改修が行われていると10 

ころ、以下、平成２６年２月１４日（本件特許登録日）から令和元年１０月

３１日までのシステムを「旧被告地図表示方法」と、令和元年１１月１日か

ら令和２年１２月１日までのシステムを「新被告地図表示方法」と、それぞ

れいう（ただし、旧被告地図表示方法と新被告地図表示方法の各構成の差異

は、本件争点の判断との関係では基本的には問題とならないため、両方法を15 

併せて「被告地図表示方法」といい、改修の前後を通じて「被告地図プログ

ラム」ということもある。）。 

被告は、平成２２年３月頃から令和元年１１月６日頃まで、被告管理に係

るウェブページ（（ＵＲＬは省略））及びＷｅｂＡＰＩ「Yahoo! JavaScript 

マップＡＰＩ」を利用したウェブページにＷｅｂブラウザを通じてアクセス20 

したユーザの利用端末に、被告管理に係るサーバから、ＨＴＭＬ及び 

JavaScript のソースプログラム及び地図画像のデータ等（被告地図プログ

ラム）を配信し、地図情報（被告管理に係るウェブサイトでの名称は、「Yahoo!

地図」という。）を提供していた（乙１、３、弁論の全趣旨）。 

(6) 旧被告地図表示方法の構成 25 

旧被告地図表示方法の構成は、以下のとおりである（甲９から１６まで、
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甲５４、乙３、弁論の全趣旨）。 

 ア 地図画像のダウンロード 

旧被告地図表示方法では、以下の９通りの方法により、被告管理のサー

バから複数の地図画像がダウンロードされ、Ｗｅｂブラウザに地図として

表示される（乙３）。 5 

(ｱ) 地図（標準地図） 

(ｲ) 鉄道路線（鉄道路線図） 

(ｳ) 地形図 

(ｴ) モノトーン 

(ｵ) OpenStreetMap（以下(ｱ)から(ｵ)までを併せて「標準地図等」という。） 10 

(ｶ) 地下街１ 

(ｷ) 航空写真＋注記（１）及び（２） 

(ｸ) 航空写真 

(ｹ) 地下街２ 

イ 標準地図等、航空写真＋注記（１）、航空写真、地下街２について 15 

(ｱ) 初期表示 

被告地図プログラムを受信したユーザ端末のＷｅｂブラウザは、被告

地図プログラムのJavaScriptにより、ユーザが表示しようとする地図の

位置に係る情報等を用いて、少なくとも表示領域をカバーするのに必要

な複数の区域地図画像●（省略）●の識別子及びその表示位置に係るパ20 

ラメータを特定し、この特定された複数の識別子それぞれについて、「ｉ

ｍｇ」タグ（画像を表示させるためのタグ）を生成する。 

具体的には、被告地図プログラムのJavaScriptにより、特定された複

数の識別子それぞれについて、「ｓｒｃ」属性（対象となる画像を指定

するための属性）の値として、各識別子に対応する各区域地図画像に対25 

応するＵＲＬを指定し、「style」属性（スタイルを指定するための属
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性）の「visibility」の値として「hidden」を指定し、「height」「wi

dth」（高さ、幅）の値として適宜の値を指定し、各区域地図画像の表示

位置に関して「style」属性の「left」「top」の値（表示画像の基準点

の位置）を指定するなどした「ｉｍｇ」タグをＨＴＭＬソースコードと

して生成し、区域地図画像に係る前記各「ｉｍｇ」タグは、「＜div cl5 

ass=”yolp-tilelayer”･･･＞」タグの１つ下層に記述される。  

なお、前記「＜div class=”yolp-tilelayer”･･･＞」タグは、「＜d

iv style=”position･･･＞」タグの１つ下層に記述される。 

ユーザ端末のＷｅｂブラウザは、上記「ｉｍｇ」タグの「ｓｒｃ」属

性として指定されたＵＲＬにアクセスし、アクセスを受けたサーバは、10 

各ＵＲＬに対応する各区域地図画像をユーザ端末に送信し、ユーザ端末

はこれを受信する。 

ユーザ端末のＷｅｂブラウザは、表示領域に、この受信した各区域地

図画像の全部又は一部を、各区域地図画像に対応する「ｉｍｇ」タグの

「style」属性の「visibility」の値を「hidden」から「visible」に変15 

更し（この変更は、被告地図プログラムのJavaScriptによるものであ

る。）、「style」属性を含むＨＴＭＬソースコードに基づき表示する。 

なお、Ｗｅｂブラウザは、通常、既に受信している画像については、

再度「ｉｍｇ」タグの「ｓｒｃ」属性として指定されたＵＲＬにアクセ

スせずに、キャッシュされた画像を用いる機能を有する（以下同じ。）。 20 

(ｲ) ドラッグ操作 

旧被告地図表示方法においては、標準地図等、航空写真＋注記（１）、

航空写真、地下街２につき、Ｗｅｂブラウザの表示領域に表示される地

図に対してドラッグ操作が行われた場合、次の処理によりＨＴＭＬソー

スコードが変更される。 25 

前記のとおり、前記各「ｉｍｇ」タグは、「＜div class=”yolp-til
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elayer”･･･＞」タグの１つ下層に記述される。 

前記「＜div class=”yolp-tilelayer”･･･＞」タグは、「＜div sty

le=”position･･･＞」タグの１つ下層に記述される。 

そして、旧被告地図表示方法においては、表示領域にドラッグ操作に

応じた地図が表示されるように、被告地図プログラムのJavaScriptによ5 

り、前記「＜div style=”position･･･＞」タグにおける「style」属性

の「left」及び「top」の値が算出され、当該「style」属性の「left」

及び「top」の値が変更されるが、「ｉｍｇ」タグの「style」属性の「l

eft」及び「top」の値は変更されない。 

また、被告地図表示方法においては 、所定の条件に応じて、 10 

（Ⅰ）被告地図プログラムのJavaScriptにより、「img」タグを追加、

削除することなく、ドラッグ操作によりユーザが表示しようとする地図

の位置に係る情報等を用いて、少なくとも表示領域をカバーするのに必

要な複数の区域地図画像の識別子及びその表示位置に係るパラメータ

を改めて特定し、当該特定により新たに含まれることになった区域地図15 

画像がある場合、当該特定に含まれない区域地図画像に対応する「ｉｍ

ｇ」タグの「ｓｒｃ」属性の値（ＵＲＬ）並びに「style」属性の「lef

t」及び／又は「top」の値を、当該特定により新たに含まれることにな

った区域地図画像に対応する「ｓｒｃ」属性の値（ＵＲＬ）並びに「st

yle」属性の「left」及び／又は「top」の値に変更するか、 20 

又は、 

（Ⅱ）被告地図プログラムのJavaScriptにより、 

（ⅰ）「img」タグを追加し、ドラッグ操作によりユーザが表示しよう

とする地図の位置に係る情報等を用いて、少なくとも表示領域をカバー

するのに必要な複数の区域地図画像の識別子及びその表示位置に係る25 

パラメータを改めて特定し、当該特定により新たに含まれることになっ
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た区域地図画像については、追加された「img」タグの「src」属性の値

（ＵＲＬ）並びに「style」属性の「left」及び／又は「top」の値を、

当該特定により新たに含まれることになった区域地図画像に対応する

「src」属性の値（ＵＲＬ）並びに「style」属性の「left」及び／又は

「top」の値に設定するか、 5 

若しくは、 

（ⅱ）「img」タグを削除し（ただし、表示領域に含まれている「img」

タグであるか否かにかかわらず、所定の数の「img」タグが削除される。）、

ドラッグ操作によりユーザが表示しようとする地図の位置に係る情報

等を用いて、少なくとも表示領域をカバーするのに必要な複数の区域地10 

図画像の識別子及びその表示位置に係るパラメータを改めて特定し、当

該特定に含まれる区域地図画像のうち対応する「img」タグが削除され

てしまった区域地図画像については、当該特定に含まれてない区域地図

画像に対応する「img」タグの「src」属性の値（ＵＲＬ）並びに「styl

e」属性の「left」及び／又は「top」の値を、当該特定に含まれる区域15 

地図画像のうち対応する「img」タグが削除されて存在しない区域地図

画像に対応する「src」属性の値（ＵＲＬ）並びに「style」属性の「le

ft」及び／又は「top」の値に変更する。 

なお、ドラッグ操作が緩やかな場合は、表示領域が、ＨＴＭＬソース

コードにある各「ｉｍｇ」タグに対応する各区域地図画像から外れるよ20 

りも前のタイミングで、「ｉｍｇ」タグの「style」属性の「left」及び

／又は「top」の値が変更され、表示領域が、ＨＴＭＬソースコードに

ある各「ｉｍｇ」タグに対応する各区域地図画像から外れない。 

しかし、ドラッグ操作が急な場合は、表示領域が、ＨＴＭＬソースコ

ードにある各「ｉｍｇ」タグに対応する各区域地図画像から外れた後の25 

タイミングで、「ｉｍｇ」タグの「style」属性の「left」及び／又は「t
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op」の値が変更され、表示領域が、ＨＴＭＬソースコードにある各「ｉ

ｍｇ」タグに対応する各区域地図画像から一旦外れる状態になる。 

また、ユーザ端末のＷｅｂブラウザは、新たに含まれることになった

区域地図画像がある場合、上記変更に係る「ｉｍｇ」タグの「ｓｒｃ」

属性の値として指定されたＵＲＬにアクセスし、アクセスを受けたサー5 

バは、各ＵＲＬに対応する各区域地図画像をユーザ端末に送信し、ユー

ザ端末はこれを受信する。そして、ユーザ端末のＷｅｂブラウザは、当

該変更されたＨＴＭＬソースコードに基づき地図を表示する。 

ウ 地下街１、航空写真＋注記（２）について 

(ｱ) 初期表示 10 

被告地図プログラムを受信したユーザ端末のＷｅｂブラウザは、被告

地図プログラムのJavaScriptにより、ユーザが表示しようとする地図の

位置に係る情報等を用いて、少なくとも表示領域をカバーするのに必要

な複数の区域地図画像①●（省略）●の識別子及びその表示位置に係る

パラメータを特定し、この特定された複数の識別子それぞれについて、15 

「ｉｍｇ」タグ（画像を表示させるためのタグ）を生成する。 

また、被告地図プログラムのJavaScriptにより、ユーザが表示しよう

とする地図の位置に係る情報等を用いて、少なくとも表示領域をカバー

するのに必要な複数の区域地図画像②●（省略）●の識別子及びその表

示位置に係るパラメータを特定し、この特定された複数の識別子それぞ20 

れについて、「ｉｍｇ」タグ（画像を表示させるためのタグ）を生成す

る。 

具体的には、被告地図プログラムのJavaScriptにより、特定された複

数の識別子それぞれについて、「ｓｒｃ」属性（対象となる画像を指定

するための属性）の値として、各識別子に対応する各区域地図画像に対25 

応するＵＲＬを指定し、「style」属性（スタイルを指定するための属
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性）の「visibility」の値として「hidden」を指定し、「height」「wi

dth」（高さ、幅）の値として適宜の値を指定し、各区域地図画像の表示

位置に関して「style」属性の「left」「top」の値（表示画像の基準点

の位置）を指定するなどした「ｉｍｇ」タグをＨＴＭＬソースコードと

して生成し、区域地図画像①に係る前記各「ｉｍｇ」タグは、「＜div 5 

class=”yolp-tilelayer”･･･＞」タグの１つ下層に記述され、区域地

図画像②に係る前記各「ｉｍｇ」タグは、他の「div」タグの１つ下層に

記述される。 

ここで指定される「style」属性の「left」「top」の値により、各区

域地図画像①と、各区域地図画像②は、それぞれ重なる位置関係となる。 10 

なお、前記「＜div class=”yolp-tilelayer”･･･＞」タグ及び前記

他の「div」タグは、いずれも、「＜div style=”position･･･＞」タグ

の１つ下層に記述される。 

ユーザ端末のＷｅｂブラウザは、上記「ｉｍｇ」タグの「ｓｒｃ」属

性として指定されたＵＲＬにアクセスし、アクセスを受けたサーバは、15 

各ＵＲＬに対応する各区域地図画像をユーザ端末に送信し、ユーザ端末

はこれを受信する。 

ユーザ端末のＷｅｂブラウザは、表示領域に、この受信した各区域地

図画像の全部又は一部を、各区域地図画像に対応する「ｉｍｇ」タグの

「style」属性の「visibility」の値を「hidden」から「visible」に変20 

更し（この変更は、被告地図プログラムのJavaScriptによるものであ

る。）、「style」属性を含むＨＴＭＬソースコードに基づき表示する。

このとき、各区域地図画像①の上に各区域地図画像②が重なるように表

示される。なお、Ｗｅｂブラウザは、通常、既に受信している画像につ

いては、再度「ｉｍｇ」タグの「ｓｒｃ」属性として指定されたＵＲＬ25 

にアクセスせずに、キャッシュされた画像を用いる機能を有する（以下
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同じ。）。 

(ｲ) ドラッグ操作 

被告地図表示方法においては、地下街１、航空写真＋注記（２）につ

き、Ｗｅｂブラウザの表示領域に表示される地図に対してドラッグ操作

が行われた場合、次の処理によりＨＴＭＬソースコードが変更される。 5 

前記のとおり、区域地図画像①に係る前記各「ｉｍｇ」タグは、「＜

div class=”yolp-tilelayer”･･･＞」タグの１つ下層に記述され、区

域地図画像②に係る前記各「ｉｍｇ」タグは、他の「div」タグの１つ下

層に記述される。 

前記「＜div class=”yolp-tilelayer”･･･＞」タグ及び前記他の「d10 

iv」タグは、「＜div style=”position･･･＞」タグの１つ下層に記述

される。 

そして、旧被告地図表示方法においては、表示領域にドラッグ操作に

応じた地図が表示されるように、被告地図プログラムのJavaScriptによ

り、前記「＜div style=”position･･･＞」タグにおける「style」属性15 

の「left」及び「top」の値が算出され、当該「style」属性の「left」

及び「top」の値が変更されるが、「ｉｍｇ」タグの「style」属性の「l

eft」及び「top」の値は変更されない。 

また、旧被告地図表示方法においては、所定の条件に応じて 、 

（Ⅰ）被告地図プログラムのJavaScriptにより、「img」タグを追加、20 

削除することなく、ドラッグ操作によりユーザが表示しようとする地図

の位置に係る情報等を用いて、少なくとも表示領域をカバーするのに必

要な複数の区域地図画像①の識別子及びその表示位置に係るパラメー

タを改めて特定し、当該特定により新たに含まれることになった区域地

図画像①がある場合、当該特定に含まれない区域地図画像①に対応する25 

「ｉｍｇ」タグの「ＳＲＣ」属性の値（ＵＲＬ）並びに「style」属性の
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「left」及び／又は「top」の値を、当該特定により新たに含まれるこ

とになった区域地図画像①に対応する「ＳＲＣ」属性の値（ＵＲＬ）並

びに「style」属性の「left」及び／又は「top」の値に変更するか、 

又は、 

（Ⅱ）被告地図プログラムのJavaScriptにより、 5 

（ⅰ）「img」タグを追加し、ドラッグ操作によりユーザが表示しよう

とする地図の位置に係る情報等を用いて、少なくとも表示領域をカバー

するのに必要な複数の区域地図画像①の識別子及びその表示位置に係

るパラメータを改めて特定し、当該特定により新たに含まれることにな

った区域地図画像①については、追加された「img」タグの「src」属性10 

の値（ＵＲＬ）並びに「style」属性の「left」及び／又は「top」の値

を、当該特定により新たに含まれることになった区域地図画像①に対応

する「src」属性の値（ＵＲＬ）並びに「style」属性の「left」及び／

又は「top」の値に設定するか、 

若しくは、 15 

（ⅱ）「img」タグを削除し（ただし、表示領域に含まれている「img」

タグであるか否かにかかわらず、所定の数の「img」タグが削除される。）、

ドラッグ操作によりユーザが表示しようとする地図の位置に係る情報

等を用いて、少なくとも表示領域をカバーするのに必要な複数の区域地

図画像①の識別子及びその表示位置に係るパラメータを改めて特定し、20 

当該特定に含まれる区域地図画像①のうち対応する「img」タグが削除

されてしまった区域地図画像①については、当該特定に含まれてない区

域地図画像①に対応する「img」タグの「src」属性の値（ＵＲＬ）並び

に「style」属性の「left」及び／又は「top」の値を、当該特定に含ま

れる区域地図画像①のうち対応する「img」タグが削除されて存在しな25 

い区域地図画像①に対応する「src」属性の値（ＵＲＬ）並びに「styl
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e」属性の「left」及び／又は「top」の値に変更する。 

また、旧被告地図表示方法においては、所定の条件に応じて、 

（Ⅰ）被告地図プログラムのJavaScriptにより、「img」タグを追加、

削除することなく、ドラッグ操作によりユーザが表示しようとする地図

の位置に係る情報等を用いて、少なくとも表示領域をカバーするのに必5 

要な複数の区域地図画像②の識別子及びその表示位置に係るパラメー

タを改めて特定し、当該特定により新たに含まれることになった区域地

図画②がある場合、当該特定に含まれない区域地図画像②に対応する

「ｉｍｇ」タグの「ＳＲＣ」属性の値（ＵＲＬ）並びに「style」属性の

「left」及び／又は「top」の値を、当該特定により新たに含まれるこ10 

とになった区域地図画像②に対応する「ｓｒｃ」属性の値（ＵＲＬ）並

びに「style」属性の「left」及び／又は「top」の値に変更するか、 

若しくは、 

（ⅱ）「img」タグを削除し（ただし、表示領域に含まれている「img」

タグであるか否かにかかわらず、所定の数の「img」タグが削除される。）、15 

ドラッグ操作によりユーザが表示しようとする地図の位置に係る情報

等を用いて、少なくとも表示領域をカバーするのに必要な複数の区域地

図画像②の識別子及びその表示位置に係るパラメータを改めて特定し、

当該特定に含まれる区域地図画像②のうち対応する「img」タグが削除

されてしまった区域地図画像②については、当該特定に含まれてない区20 

域地図画像②に対応する「img」タグの「src」属性の値（ＵＲＬ）並び

に「style」属性の「left」及び／又は「top」の値を、当該特定に含ま

れる区域地図画像②のうち対応する「img」タグが削除されて存在しな

い区域地図画像②に対応する「src」属性の値（ＵＲＬ）並びに「styl

e」属性の「left」及び／又は「top」の値に変更する。 25 

なお、ドラッグ操作が緩やかな場合は、表示領域が、ＨＴＭＬソース
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コードにある各「ｉｍｇ」タグに対応する各区域地図画像（①、②）か

ら外れるよりも前のタイミングで、「ｉｍｇ」タグの「style」属性の

「left」及び／又は「top」の値が変更され、表示領域が、ＨＴＭＬソー

スコードにある各「ｉｍｇ」タグに対応する各区域地図画像から外れな

い。 5 

しかし、ドラッグ操作が急な場合は、表示領域が、ＨＴＭＬソースコ

ードにある各「ｉｍｇ」タグに対応する各区域地図画像（①、②）から

外れた後のタイミングで、「ｉｍｇ」タグの「style」属性の「left」及

び／又は「top」の値が変更され、表示領域が、ＨＴＭＬソースコード

にある各「ｉｍｇ」タグに対応する各区域地図画像から一旦外れる状態10 

になる。 

そして、ユーザ端末のＷｅｂブラウザは、新たに含まれることになっ

た区域地図画像（①、②）がある場合、上記変更に係る「ｉｍｇ」タグ

の「ｓｒｃ」属性の値として指定されたＵＲＬにアクセスし、アクセス

を受けたサーバは、各ＵＲＬに対応する各区域地図画像（①、②）をユ15 

ーザ端末に送信し、ユーザ端末はこれを受信する。 

その後、ユーザ端末のＷｅｂブラウザは、当該変更されたＨＴＭＬソ

ースコードに基づき地図を表示する。 

エ ＨＴＭＬソースコード 

旧被告地図表示方法のＨＴＭＬソースコード（以下「被告ソースコード」20 

という。）は、以下のように、①開始タグを<div style=”position…>と

するdiv要素（㋐の部分をいい、以下「div要素（position）」という。）、

②その一つ下の階層にある開始タグを<div class=”yolp-tilelayer”…>

とするdiv要素（㋑の部分をいい、以下「div要素（yolp-tilelayer）」とい

う。）③さらにその一つ下の階層にある複数のimg要素（㋓の部分をいう。）25 

などにより構成されている（乙３、２３、５７、５９、弁論の全趣旨）。 
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  (7) 新被告地図表示方法の構成 

被告は、令和元年１１月６日頃から、各区域地図画像に対応する各ｉｍｇ

タグのｓｒｃ属性で指定されるＵＲＬに「mapbox.com」の文字列が含まれ、

表示する画像の画素数が５１２×５１２となっている地図表示システム（新5 

被告地図表示方法）を配信していたところ、新被告地図表示方法においては、

Ｍａｐｂｏｘ社から提供された区域地図画像を用いているため、旧被告地図
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表示方法と対比すれば、各区域地図画像に対応する各ｉｍｇタグのｓｒｃ属

性で指定されるＵＲＬに「mapbox.com」の文字列が含まれ、表示する画像の

画素数が５１２×５１２となっている点が、旧被告表示方法の構成とは異な

る。しかし、新被告地図表示方法における「地図（標準地図）」、「鉄道路

線（鉄道路線図）」、「地形図」、「モノトーン」、「地下街」、「航空写5 

真＋注記」、「航空写真」という７種類の地図のうち、「地形図」に係る部

分については、Ｍａｐｂｏｘ社から提供された区域地図画像を用いておらず、

旧被告地図表示方法において用いられていた区域地図画像を用いているため、

各区域地図画像に対応する各ｉｍｇタグのｓｒｃ属性で指定されるＵＲＬに

「mapbox.com」の文字列は含まれず、表示する画像の画素数が２５６×２５10 

６となっているため、旧被告地図表示方法の構成と、新被告地図表示方法の

構成とは、本件発明との関係で特段の違いはない（甲３６及び３７、甲５４、

乙１、４１、弁論の全趣旨）。 

なお、新被告地図表示方法では、Ｍａｐｂｏｘ社から提供される区域地図

画像を用いているが、被告は、Ｍａｐｂｏｘ社から提供される各区域地図画15 

像がどのようにしてＭａｐｂｏｘ社により準備されたものかを知らない（弁

論の全趣旨）。 

(8) 先行文献等 

本件特許の出願日である平成２４年１１月２６日より前に、次に掲げる公

報等が存在した。 20 

ア 発明の名称を「地図表示制御システム」とする公開特許公報（特開平１

１－２３２４３３号公報、平成１１年８月２７日公開。乙１５。以下「乙

１５文献」という。） 

イ 平成１５年１月５日を最終更新日とするウェブページ「同じ画像を右か

ら左へ左から右へと続けて移動させたい。」（（ＵＲＬは省略））（乙２25 

９）。 
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ウ  発明の名称を「高精細画像表示装置及びそのプログラム記憶媒体」と

する公開特許公報（特開平１１－８８８６６号公報、平成１１年３月３

０日公開。乙１６。以下「乙１６文献」という。） 

エ 発明の名称を「画像情報提供システム、画像情報表示端末およびサー

バ装置」とする公開特許公報（特開２０００－２９４４８号公報、平成１5 

２年１月２８日公開。乙９。以下「乙９文献」という。） 

 ２ 争点 

(1) 被告地図表示方法の本件発明１の構成要件充足性（争点１） 

ア 構成要件１Ａの「表示領域よりも大きい画像を分割し…分割画像」の充

足性（争点１－１） 10 

イ 構成要件１Ｂの「画像全体」「画像全体に対して限定された範囲の画像

領域」「複数の枠要素の配列」「分割画像を、個々に当てはめて（表示す

る・・・枠要素）」「分割画像をそれぞれ当てはめて」「表示領域に相当

する複数の枠要素の配列をＷｅｂブラウザに設定し」の充足性（争点１－

２） 15 

ウ 構成要件１Ｂの「枠要素の移動すべき位置を演算して該位置に枠要素を

移動する」の充足性（争点１－３） 

エ 構成要件１Ｃの「複数の枠要素全体でブロックを構成し」「ブロック」

「該Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対する該ブロックの原点の移動す

べき座標を演算し」「該演算により求められたブロックの原点の座標に基20 

づき、前記各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算に

より求められた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動する」の充足性（争

点１－４） 

オ 構成要件１Ｅの「ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述されている

JavaScript（登録商標）により・・・演算して初期表示を行い」「Ｗｅｂ25 

ブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の座標・・・を演算し
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て初期表示を行い」「ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標を演

算して初期表示を行い」の充足性（争点１－５） 

カ 構成要件１Ｆの「ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述されている

JavaScriptにより・・・演算し、・・・演算し、・・・移動することによ

り」「Ｗｅｂブラウザは・・・JavaScriptによりＷｅｂブラウザの表示領5 

域の原点に対するブロックの原点の移動すべき座標を演算し、Ｗｅｂブラ

ウザは該ブロックの原点の移動すべき座標と前記ブロックの原点に対する

各枠要素の原点の座標とに基づき各枠要素の原点の移動すべき座標をそれ

ぞれ演算し、該演算により求められた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移

動する」「Ｗｅｂブラウザは該ブロックの原点の移動すべき座標と前記ブ10 

ロックの原点に対する各枠要素の原点の座標とに基づき各枠要素の原点の

移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算により求められた座標に各枠要

素の原点をそれぞれ移動する」「Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対す

るブロックの原点の移動すべき座標を演算し」の充足性（争点１－６） 

  (2) 被告地図表示方法の本件発明２の構成要件充足性（争点２） 15 

  ア 本件発明２の構成要件のうち本件発明１と同一構成部分の充足性（争点

２－１） 

  イ 構成要件２Ｄ１の「閲覧者が前記Ｗｅｂブラウザから前記サーバに対し

て画像の閲覧指示をすると、」の充足性（争点２－２） 

  ウ 構成要件２Ｄ１から２Ｄ４までの「JavaScript（登録商標）を記述した20 

前記ＨＴＭＬ」等の充足性（争点２－３） 

  エ 構成要件２Ｆ１の「枠要素を削除し、・・・枠要素を追加して」「画像

の相対移動は 、前記Ｗｅｂブラウザの表示領域から離れる前記分割画像に

該当する位置から前記枠要素を削除し、前記Ｗｅｂブラウザの表示領域に

近づく前記分割画像に該当する位置に前記枠要素を追加して」「Ｗｅｂブ25 

ラウザの表示領域に近づく前記分割画像に該当する位置に前記枠要素を追
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加して・・・追加する前記枠要素に、該当する位置の前記分割画像を当て

はめて表示しまたは表示できる状態にし」の充足性（争点２－４） 

  (3) 被告地図表示方法の本件発明４の構成要件４Ａの充足性（争点３） 

  (4) 本件各発明の無効理由の有無（争点４） 

当事者双方は、旧被告地図表示方法に係る無効論に関する主張立証を、新5 

被告地図表示方法に係る無効論に援用したため（第３回弁論準備手続調書参

照）、無効理由の争点は、次のとおりとなる。 

ア 明確性要件違反の有無（争点４－１） 

イ サポート要件違反及び実施可能要件違反の有無（争点４－２） 

ウ 乙１５文献を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－３） 10 

エ 乙１６文献を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－４） 

オ 乙９文献を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－５） 

  (5) 本件特許権の間接侵害の成否（争点５） 

(6) 損害額（争点６） 

(7) 消滅時効（争点７） 15 

第３ 争点に関する当事者の主張 

 １ 争点１－１（構成要件１Ａの「表示領域よりも大きい画像を分割し…分割画

像」の充足性）について 

 （原告らの主張） 

(1) 「表示領域よりも大きい画像を分割し…分割画像」（構成要件１Ａ）の意   20 

義 

本件各発明は、大きい画像をダウンロードしてＷｅｂブラウザに表示する

のに長い待ち時間を要するという技術的課題を解決するため、Ｗｅｂブラウ

ザの表示領域に一部が入る分割画像を（優先的に）ダウンロードしてＷｅｂ

ブラウザの表示領域に表示するという構成を採用して待ち時間の短縮を可能25 

にする発明である。そうすると、この技術思想に鑑みて本件各発明の効果を
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奏するためには、大きい画像を構成する分割画像●（省略）●がダウンロー

ドできれば足りるのであって、●（省略）●ことまでを必要とするものでは

ない。 

したがって、「表示領域よりも大きい画像の一部を構成し、●（省略）●

であれば、構成要件１Ａを十分に満たす。 5 

(2) 被告地図表示方法の構成要件充足性 

被告地図表示方法では、●（省略）●そして、観念としての分割後の区域

地図画像は、Ｗｅｂブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る形で送信さ

れ、表示されている。したがって、「表示領域よりも大きい画像を分割し、

該Ｗｅｂブラウザの表示領域に少なくとも一部が入る分割画像を表示する」10 

という要件、すなわち構成要件１Ａを充足している。より具体的には、以下

のとおりである。 

ア 地下街１について   

●（省略）●分割して●（省略）●ことに相当する。 また、区域地図画

像が重ねて表示される点は、複数の分割画像が表示領域に合う形で組み合15 

わされて表示されることを示しており、結果的に「表示領域よりも大きい

画像を分割して表示する」構成に該当する。  

イ 航空写真＋注記（１）及び航空写真＋注記（２）について  

 ●（省略）●という主張があるが、これは「分割が●（省略）●行われ

た」ことを意味し、「表示領域よりも大きい画像を分割して利用している」20 

状態に他ならない。 特に、●（省略）●に対して注記画像が重ねて表示さ

れる仕組みは、複数の分割画像が表示領域内で統合的に表示されるプロセ

スであり、これも「表示領域よりも大きい画像を分割し、Ｗｅｂブラウザ

の表示領域に表示する」構成に該当する。  

ウ 航空写真について  25 

●（省略）●分割したわけではないとしても、これは「分割が●（省略）
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●行われた」ことを意味し、「分割された画像を利用して表示する」行為

そのものが、構成要件１Ａの「分割」に該当する。すなわち、●（省略）

●にかかわらず、「表示領域よりも大きい画像●（省略）●を使用してい

る点で、構成要件を満たす。 

 （被告の主張） 5 

(1) 構成要件１Ａは、「表示領域よりも大きい画像を分割し…分割画像を…表

示する画像表示方法」と定め、大きい画像を分割した画像を表示し、もって

分割前の大きい画像の一部を表示することを明らかにしている。 

したがって、構成要件１Ａの「表示領域よりも大きい画像を分割し…分割

画像」とは、「表示領域よりも大きい画像を分割」するステップを含むもの10 

である。 

    (2) 被告地図表示方法の構成要件充足性  

    以下のとおり、被告地図表示方法でサーバからダウンロードする地図画像

１ないし４は、「表示領域よりも大きい画像を分割し…分割画像」に該当し

ない。 15 

   ア 標準地図等について 

●（省略）●「表示領域よりも大きい画像を分割し」を充足しない。 

   イ 地下街１について 

●（省略）●「表示領域よりも大きい画像を分割し」を充足しない。 

   ウ 航空写真＋注記（１）について 20 

●（省略）●「表示領域よりも大きい画像を分割し」を充足しない。 

   エ 航空写真について 

●（省略）●「表示領域よりも大きい画像を分割し」を充足しない。 

   オ 航空写真＋注記（２）について 

●（省略）●「表示領域よりも大きい画像を分割し」を充足しない。 25 

   カ 新被告地図表示方法について 
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新被告地図表示方法の標準地図等及び地下街については、各区域地図画

像が、Ｍａｐｂｏｘ社により提供されるものであるところ、Ｍａｐｂｏｘ

社によりどのようにして準備されたものか不明であって、分割の対象とな

る（分割前の）表示領域よりも大きい画像が予め準備されているものであ

るか不明であるし、表示領域よりも大きい画像を分割してＷｅｂブラウザ5 

側に送信するものとはいえないから、「表示領域よりも大きい画像を分割

し」「分割画像」を充足しない。 

新被告地図表示方法の地形図については、●（省略）●旧被告地図表示

方法における標準地図等について述べたと同様に、「表示領域よりも大き

い画像を分割し」「分割画像」を充足しない。 10 

 ２ 構成要件１Ｂの「画像全体」「画像全体に対して限定された範囲の画像領域」

「複数の枠要素の配列」「分割画像を、個々に当てはめて（表示する・・・枠

要素）」「分割画像をそれぞれ当てはめて」「表示領域に相当する複数の枠要

素の配列をＷｅｂブラウザに設定し」の充足性（争点１－２） 

（原告らの主張） 15 

  (1) 「画像全体」「画像全体に対して限定された範囲の画像領域」について 

構成要件１Ｂにおける「画像全体」とは、観念上のものであり、必ずしも

●（省略）●機能的に観念できる。 そうすると、●（省略）●各「区域地図

画像」は「画像全体に対して限定された範囲の画像領域」に該当する。●（省

略）●「画像全体」に対応し、●（省略）●ユーザ端末の所定領域（表示領20 

域）を少なくともカバーする区域地図画像の配列が占有する画像領域が「画

像全体に対して限定された範囲の画像領域」に対応し、サーバから送信され

る区域地図画像は、Ｗｅｂブラウザの表示領域に限定される範囲で表示され

る。これは「画像全体」に対して限定された「画像領域」として機能する。 

  (2) 「複数の枠要素の配列」「分割画像を、個々に当てはめて（表示する・・・25 

枠要素）」「分割画像をそれぞれ当てはめて」「表示領域に相当する複数の
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枠要素の配列をＷｅｂブラウザに設定し」について 

「枠要素」は分割画像を個々に当てはめて表示する表示領域に相当するも

のを意味しており、特定のＨＴＭＬタグや技術的な構造（例えばdivタグ）に

限定されるものではない。そして、本件明細書等には、特定の実施例として、

ＨＴＭＬのdivタグを使用して「枠要素」を設定する方法が記載されている。5 

この場合、「div」タグは領域をグループ化するコンテナとして用いられてい

る。このように、枠要素は、分割画像を個々に当てはめて表示する表示領域

に相当するものとしてその機能を定義しており、これは、他のＨＴＭＬタグ、

例えばspanタグ、imgタグ、svgタグなど、さまざまな技術的手段によっても

実現可能である。この点につき、特許請求の範囲では、「枠要素」は分割画10 

像を個々に当てはめて表示する表示領域に相当するものとして機能的に定義

されており、その実現方法が特定のＨＴＭＬ要素（例: コンテナ要素）に限

定されているとは記載されていない。特許請求の範囲の文言は「枠要素の配

列を設定し」という機能的な要件を示しており、「コンテナ要素」である必

要性や「空要素（非コンテナ要素）が該当しない」といった制限は明記され15 

ていない。したがって、「枠要素」がＨＴＭＬ要素の特定の種類（コンテナ

要素または空要素）に限定されると解釈するのは、特許の技術的範囲を不当

に狭めるものである。 

そして、被告地図表示方法の被告ソースコードのdiv要素（yolp-tilelayer）

（㋑の部分）の下層には、そこに画像を当てはめるとＷｅｂブラウザの表示20 

領域に画像を表示する枠要素に相当するimg要素（㋓の部分）が複数存在し、

その各img要素（㋓の部分）ごとに指定された位置により、それらは規則的に

配列されている。したがって、被告地図表示方法は、「複数の枠要素」が存

在し、これを充足する。 

さらに、「枠要素」は表示する準備はできているが表示はしていない状態25 

（つまり、表示できる状態）も許容する。したがって、仮に「img」タグの
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「visibility」プロパティの値が「hidden」で表示をしていなくても、また、

「枠要素」がＷｅｂブラウザの表示領域の外に位置して表示をしていなくて

も、それは「表示できる状態」として、その状態が許容されると請求項の記

載から解釈される。 

加えて、「Ｗｅｂブラウザの表示領域」と「複数の枠要素の配列に相当す5 

る表示領域」は等しいものではなく、構成要件１Ｂは「複数の枠要素の配列

に相当する表示領域」が「Ｗｅｂブラウザの表示領域」から外れるものを技

術的範囲に含むものであるから、被告の主張は失当である。 

 （被告の主張） 

  (1) 「画像全体」「画像全体に対して限定された範囲の画像領域」について 10 

標準地図等、地下街１、航空写真＋注記（１）、航空写真、航空写真＋注

記（２）は、いずれも、「表示領域よりも大きい画像を分割し」を充足しな

いから、「画像全体」というものを観念することができず、被告地図表示方

法において、標準地図等、地下街１、航空写真＋注記（１）、航空写真、航

空写真＋注記（２）は、「画像全体」、「画像全体に対して限定された範囲15 

の画像領域」を充足しない。 

  (2) 「複数の枠要素の配列」「分割画像を、個々に当てはめて（表示する・・・

枠要素）」「分割画像をそれぞれ当てはめて」「表示領域に相当する複数の

枠要素の配列をＷｅｂブラウザに設定し」について 

本件発明における「枠要素」とは、少なくとも、画像を当てはめることが20 

可能な要素であると理解でき、本件明細書等では「枠要素」は「セル」と同

義として用いられているものと思われるが、「枠要素」、「セル」のいずれ

についても、明確な定義規定は見当たらないところ、当業者の理解（技術常

識）も踏まえると、「枠要素」とは、「枠」と「要素」からなる造語であり、

「枠要素」における「要素」とは、ＨＴＭＬ文書における「要素」を意味す25 

るものであることが明白であるから、「枠要素」は、ＨＴＭＬにおける「<開
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始タグ＞要素内容＜終了タグ＞」から構成される要素内容を持つコンテナ要

素であるというべきである。 

被告地図表示方法においては、img要素（㋓の部分）の「style」属性で位

置と大きさを指定するとしても、img要素（㋓の部分）の「style」属性は、

単に画像の位置とサイズ等を指定するものにすぎないから、何か領域を設定5 

するものということはできず、「矩形領域・・・を設定」するものとはいえ

ないことに加え、img要素（㋓の部分）の「style」属性で位置と大きさを指

定するのは、単にimg要素（㋓の部分）で表示される画像の位置と大きさを指

定するものにすぎず、そもそも、ＨＴＭＬの要素ですらないし、ましてコン

テナ要素でもないから、「枠要素」を充足する余地はない。 10 

上記の点に加えて、img要素（㋓の部分）の「src」の値により画像が指定

されたとしても、img要素（㋓の部分）の「style」属性は、単にその画像の

位置とサイズ等を指定するものにすぎないから、img要素（㋓の部分）の「src」

の値により画像が指定されたとしても、画像を何かに「当てはめて」いると

いう関係を見出すことができないことからすると、このような観点からも、15 

「分割画像を、個々に当てはめて」にも該当しない。 

さらに、「個々に当てはめて表示する・・・複数の枠要素の配列」という

文言からも、「表示領域に相当する複数の枠要素の配列」とは、表示領域と

等しい複数の枠要素の配列を意味し、本件発明は、複数の枠要素の配列が表

示領域から外れるものを技術的範囲に含まないことは明らかである。 20 

  (3) 新被告地図表示方法について 

標準地図等及び地下街については、「表示領域よりも大きい画像を分割し」

を充足しないから、「画像全体」というものを観念することができず、「画

像全体」、「画像全体に対して限定された範囲の画像領域」を充足しない。

地形図については、●（省略）●「画像全体」、「画像全体に対して限定さ25 

れた範囲の画像領域」を充足しない。 
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その他、下記３以下においても、旧被告地図表示方法の主張を新被告地図

表示方法に援用する。 

 ３ 構成要件１Ｂの「枠要素の移動すべき位置を演算して該位置に枠要素を移動

する」の充足性（争点１－３） 

（原告らの主張） 5 

構成要件１Ｂは、「JavaScriptによって」演算することを要件とするもので

はなく、「枠要素の移動すべき位置を演算して」という文言は、枠要素そのも

のを直接的に移動する場合のみならず、親要素を介して間接的に移動させる場

合も合理的に含むものである。 

被告地図表示方法は「矩形領域の移動位置を演算しない」と主張したとして10 

も、それはJavaScriptの演算をしていない（JavaScriptによってleft、topの値

が変更されていない）だけであって、Ｗｅｂブラウザは演算をしている（ＣＳ

Ｓの指定に従ってＷｅｂブラウザが処理している）のであるから、被告地図表

示方法は、少なくとも構成要件１Ｂの内の「Ｗｅｂブラウザの表示領域に対す

る画像の相対移動が指示された時に、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する枠要15 

素の移動すべき位置を演算して該位置に枠要素を移動する」を充足する。 

（被告の主張） 

被告地図表示方法では、地図に対してドラッグ操作が行われた場合、img要素

（㋓の部分）の「style」属性の「left」及び「top」の値は変更されず、img要

素（㋓の部分）の２階層上のdiv要素（position）（㋐の部分）における「style」20 

属性の「left」及び「top」の値を変更することで、ドラッグ操作に応じた地図

を表示させるものである。したがって、原告らが主張する「矩形領域」なるも

のが「枠要素」であると仮定してみても、「矩形領域」の位置を特定するimg要

素（㋓の部分）の「style」属性（img要素（㋓の部分）の「left」及び「top」

の値）はそのままであり、これを演算して、移動するものではないから、旧被25 

告地図表示方法では、「枠要素の移動すべき位置を演算して」を充足しないし、
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「該位置に枠要素を移動し」も充足することはない。 

 ４ 構成要件１Ｃの「複数の枠要素全体でブロックを構成し」「ブロック」「該

Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対する該ブロックの原点の移動すべき座

標を演算し」「該演算により求められたブロックの原点の座標に基づき、前記

各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算により求められた5 

座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動する」の充足性（争点１－４） 

 （原告らの主張） 

  (1) 「複数の枠要素全体でブロックを構成し」「ブロック」について 

被告地図表示方法には、「枠要素」及び「複数の枠要素」が存在するから

この点を充足し、また、それにより「ブロック」も充足する。 10 

  (2) 「該Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対する該ブロックの原点の移動す

べき座標を演算し」「該演算により求められたブロックの原点の座標に基づ

き、前記各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算により

求められた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動する」について 

本件各発明は、Ｗｅｂブラウザの表示領域上での（観念上の）大きい画像15 

の相対移動を特徴とする発明である。その「相対移動」の場合、Ｗｅｂブラ

ウザの領域の原点は、固定（移動しない）状態で、存在さえすればいい。こ

のように、Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点は、技術思想に影響を与えない。 

被告地図表示方法におけるＷｅｂブラウザの表示領域の原点は「＜div id

＝”map”・・・」により記述されるdiv要素の左上」である。また、構成要20 

件１Ｃは枠要素とブロックのdivタグの階層構造の段数については記載がな

い。 

そして、被告地図表示方法のdiv要素（yolp-tilelayer）（㋑の部分）にお

いてpositionプロパティの値がabsoluteになっているところ、要素Ａの

positionプロパティにabsoluteが設定されていた場合、それを解釈するＷｅ25 

ｂブラウザは、その要素Ａの親（先祖）を手繰っていき、最初に見つかった
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absoluteがstaticでない要素Ｂの左上を要素Ａの座標原点にするような演算

処理をする。もともとＨＴＭＬは階層構造になっているので、ある要素の座

標原点になる要素の座標原点というようなカスケード構造（要素Ａの座標原

点が要素Ｂになり、要素Ｂの座標原点が要素Ｃになるというようなこと）は

簡単に実施できる。被告地図表示方法のpositionプロパティにabsoluteが指5 

定してあること自体がＷｅｂブラウザへの命令であり、Ｗｅｂブラウザが座

標の加算の演算をしている証拠である。 

  （被告の主張） 

  (1) 「複数の枠要素全体でブロックを構成し」「ブロック」について 

旧被告地図表示方法では、「枠要素」を備えていないから、「複数の枠要10 

素全体でブロックを構成し」「ブロック」を充足することはない。 

  (2) 「該Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対する該ブロックの原点の移動す

べき座標を演算し」「該演算により求められたブロックの原点の座標に基づ

き、前記各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算により

求められた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動する」について 15 

「該Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点」と対比すべき被告地図表示方法の

構成は特定されていないから、「該Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対す

る該ブロックの原点の移動すべき座標を演算し」を充足しない。 

被告地図表示方法においては、div要素（position）（㋐の部分）の「style」

属性のleftとtopの値に基づき、原告らが「矩形領域」を設定していると主張20 

するimg要素（㋓の部分）の「style」属性のleftとtopの値を演算することは

ないから、「該演算により求められたブロックの原点の座標に基づき、前記

各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算により求められ

た座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動する」を充足することはない。 

 ５ 構成要件１Ｅの「ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述されている25 

JavaScript（登録商標）により・・・演算して初期表示を行い」「Ｗｅｂブラ
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ウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の座標・・・を演算して初期表

示を行い」「ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標を演算して初期表

示を行い」の充足性（争点１－５） 

  （原告らの主張） 

  (1) 「ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述されているJavaScript（登録5 

商標）により・・・演算して初期表示を行い」について 

構成要件１Ｅは「ＨＴＭＬファイルに記述されたJavaScriptによる演算」

を要件としているが、その趣旨はＷｅｂブラウザがＨＴＭＬ及びJavaScript

を利用して初期表示を行うことにあり、外部スクリプトを利用する場合もこ

の趣旨は達成される。また、構成要件１Ｅは「ＨＴＭＬファイルに記述され10 

ているJavaScriptによる演算」について「記述」の形式を限定するものでは

なく、「JavaScriptの記述方法」には、直接埋め込む方法と外部ファイルを

読み込む方法が含まれる。 

そのため、仮に、被告地図表示方法が別途ファイルを読み込んでいるとし

ても、「JavaScript (登録商標）を記述した前記ＨＴＭＬ」を充足すること15 

に変わりはない。被告地図表示方法のJavaScriptコードは、外部スクリプト

ファイルに保存されているだけで、初期表示の演算を実行している点で、本

件構成要件１Ｅを実質的に充足している。 

  (2) 「Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の座標・・・

を演算して初期表示を行い」「ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座20 

標を演算して初期表示を行い」について 

構成要件１Ｅの「ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標を演算し

て初期表示を行い」の「ブロック」がどの要素に該当するかは、実装に任さ

れるべきもので「ブロック」が枠要素の親要素であっても、親要素の親要素

であっても構成要件の機能的要件を満たすものであればよいと解釈すべきで25 

ある。 
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構成要件１Ｅの「Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原

点の座標」は、被告地図表示方法のdiv要素（position）（㋐の部分）の親要

素である「<div id="map"･･･」により記述されるdiv要素の左上を基準として

位置関係が特定される座標に対比され、構成要件１Ｅの「該ブロックの原点

に対する各枠要素の原点の座標を演算して」は、被告地図表示方法の「各区5 

域地図画像」の表示位置に関して「style」属性の「left」「top」の値（表

示画像の基準点の位置）を指定するなどした「img」タグをＨＴＭＬソースコ

ードとして生成し、区域地図画像①に係る前記各「ｉｍｇ」タグは、「＜di

ｖ class”yolp-tilelayer”‥＞」タグの１つ下層に記述」に対比される。 

  （被告の主張） 10 

  (1) 「ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述されているJavaScript（登録

商標）により・・・演算して初期表示を行い」について 

旧被告地図表示方法では、ユーザ端末は、ＨＴＭＬソースコードと、

JavaScriptソースコードを受信するが、当該ＨＴＭＬソースコードには、区

域地図画像に対応するｉｍｇタグを生成し、その「style」属性の「left」「top」15 

の値の演算などを行うJavaScriptソースコードは記述されていない。 つまり、

被告地図表示方法では、区域地図画像に対応するｉｍｇタグを生成し、その

「style」属性の「left」「top」の値の演算などを行うJavaScriptをＨＴＭ

Ｌには記述せずに、このような演算などを行うJavaScriptが記述されたファ

イルが保存されたＵＲＬ等がＨＴＭＬに記述されているだけであるから、被20 

告地図表示方法は、「ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述されている

JavaScript（登録商標）により・・・演算して初期表示を行い」を明らかに

充足しない。 

  (2) 「Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の座標・・・

を演算して初期表示を行い」「ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座25 

標を演算して初期表示を行い」について 
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構成要件１Ｅの「Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点」と対比すべき旧被告

地図表示方法の構成が何ら特定されていない。 

原告らが、本件発明１の「ブロック」と対比している被告地図表示方法の

構成は、div要素（position）（㋐の部分）であるところ、被告地図表示方法

では、上記のとおり、複数のimg要素（㋓の部分）の位置は、親要素であるdiv5 

要素（yolp-tilelayer）（㋑の部分）の左上を基準とした位置として指定さ

れているから、div要素（position）（㋐の部分）「の原点に対する」複数の

img要素（㋓の部分）の「原点の座標を演算して初期表示を行」うものとはい

えない。 

 ６ 構成要件１Ｆの「ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述されている10 

JavaScriptにより・・・演算し、・・・演算し、・・・移動することにより」  

「Ｗｅｂブラウザは・・・JavaScriptによりＷｅｂブラウザの表示領域の原

点に対するブロックの原点の移動すべき座標を演算し、Ｗｅｂブラウザは該ブ

ロックの原点の移動すべき座標と前記ブロックの原点に対する各枠要素の原

点の座標とに基づき各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演15 

算により求められた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動する」「Ｗｅｂブラ

ウザは該ブロックの原点の移動すべき座標と前記ブロックの原点に対する各

枠要素の原点の座標とに基づき各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ

演算し、該演算により求められた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動する」

「Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の移動すべき座20 

標を演算し」の充足性（争点１－６） 

  （原告らの主張） 

引用する外部ファイルを読み込む記述（<script type="text/JavaScript" 

src=...>）がＨＴＭＬファイル中に記述してあるのであれば、外部ファイルを

読み込んでいることが明確であり、これはＨＴＭＬファイルに「JavaScriptが25 

記述されている」という解釈に含まれる。 
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また、構成要件１Ｆでは、第１段階の演算（ブロックの移動すべき座標の演

算）にJavaScriptが使用されることを明確にしているが、第２段階の演算（枠

要素の移動すべき座標の演算）についてはJavaScriptの使用が限定されていな

い。第２段階の演算がJavaScript以外の手段で実行される場合があることは、

Ｗｅｂブラウザにおける描画エンジンやレンダリングプロセスの実装慣行に5 

基づいており、技術的にも妥当である。 

被告地図表示方法においても、親要素の位置変更に伴いimg要素（㋓の部分）

が実際に移動することが確認されているため、構成要件１Ｆにおける「枠要素

の移動すべき座標を演算し」の要件を満たしていると解される。 

また、Ｗｅｂブラウザの内部処理では、JavaScriptが直接関与する部分と、10 

ブラウザエンジンが行う処理（例えば、レイアウト計算や描画処理）が分離さ

れている。第２段階の演算がJavaScript以外で行われる場合でも、全体的なプ

ロセスとして構成要件１Ｆが満たされることは十分に合理的である。そして、

Ｗｅｂブラウザでは、 JavaScriptによって計算された位置情報がＤＯＭ

（Document Object Model）と呼ばれるデータ構造をもつデータに反映され、そ15 

の後、Ｗｅｂブラウザの内部処理の機能であるレンダリングエンジンによって

実際の描画位置が計算される。このプロセスをもって「演算し、移動する」と

解釈することが、構成要件の趣旨に適合する。 

被告地図表示方法は、㋐㋑㋓の部分においてposition: absoluteという計算

方法が指定されると、この計算方法に基づいた演算がＷｅｂブラウザにおいて20 

実行され、その演算は、㋓の部分を構成する各 img要素の位置が div要素

（position）（㋐の部分）を基準としてＷｅｂブラウザによって計算されるこ

とであり、移動の際、JavaScriptによって各img要素（㋓の部分）のleft、top

の値の変更がない限り㋐の要素との位置関係を常に一定に保つようにＷｅｂ

ブラウザによって計算される。その結果、各img要素（㋓の部分）に当てはめら25 

れた区域地図画像の表示がＷｅｂブラウザの表示領域上を㋐の要素と一体的
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に移動する。  

このように、被告地図表示方法はＣＳＳの指定にしたがってＷｅｂブラウザ

が演算処理をしているのであるから、構成要件１Ｆを充足する。 

  （被告の主張） 

被告地図表示方法では、ユーザ端末は、ＨＴＭＬソースコードと、JavaScript5 

ソースコードを受信するが、当該ＨＴＭＬソースコードには、ドラッグ操作に

応じた処理を行うJavaScriptソースコードは記述されていない。 つまり、被告

地図表示方法では、ドラッグ操作に応じた処理を行うJavaScriptをＨＴＭＬに

は記述せずに、このような処理を行うJavaScriptが記述されたファイルが保存

されたＵＲＬ等（「<script type="text/JavaScript" src="https://．．． 10 

></script>」）がＨＴＭＬに記述されているだけであるから、「Ｗｅｂブラウ

ザはＨＴＭＬファイルに記述されているJavaScriptにより、・・・演算し、・・・

演算し、・・・移動することにより」を明らかに充足しない。 

また、被告地図表示方法では、表示領域にドラッグ操作に応じた地図が表示

されるように、被告地図プログラムのJavaScriptにより、div要素（position）15 

（㋐の部分）における「style」属性の「left」及び「top」の値が算出され、

当該「style」属性の「left」及び「top」の値が変更されるが、img要素（㋓の

部分）の「style」属性の「left」及び「top」の値は変更されない。そのため、

原告らが主張する「矩形領域」なるものが「枠要素」であると仮定してみても、

「矩形領域」の位置を特定するimg要素（㋓の部分）の「style」属性（img要素20 

（㋓の部分）の「left」及び「top」の値）はそのままであり、被告地図表示方

法のJavaScriptは、これを演算して、移動するものではない。したがって、被

告地図表示方法では、「JavaScriptにより・・・Ｗｅｂブラウザは該ブロック

の原点の移動すべき座標と前記ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座

標とに基づき各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し」（構成要件25 

１Ｆ）を充足することはない。 



42 

 

さらに、本件発明１の①「Ｗｅｂブラウザは該ブロックの原点の移動すべき

座標」に相当する座標と、②「ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標」

に相当する座標とに基づいて、Ｗｅｂブラウザが、その内部で、どのような具

体的演算を行って、③「各枠要素の原点の移動すべき座標」を演算していると

いえるのか、具体的な主張立証はなされておらず、Ｗｅｂブラウザの内部処理5 

は全く不明である。したがって、旧被告地図表示方法が、構成要件１Ｆを充足

することはない。 

加えて、被告地図表示方法は、構成要件１Ｃの「該Ｗｅｂブラウザの表示領

域の原点に対する該ブロックの原点の移動すべき座標を演算し」を充足しない

から、これと同様の理由から、構成要件１Ｆの「Ｗｅｂブラウザの表示領域の10 

原点に対するブロックの原点の移動すべき座標を演算し」を充足しない。 

また、旧被告地図表示方法は、構成要件１Ｅの「ブロックの原点に対する各

枠要素の原点の座標を演算して初期表示を行い」を充足せず、同様の理由から、

構成要件１Ｆの「前記ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標」を充足

しない。 15 

 ７ 本件発明２の構成要件のうち本件発明１と同様の部分の充足性（争点２－１） 

  （原告らの主張） 

(1) 「表示領域よりも大きい画像を分割し」について  

被告地図表示方法においては、●（省略）●表示領域よりも大きい●（省

略）●本件発明１の構成要件１Ａを充足しており、本件発明２の構成要件２20 

Ａも同様に充足している。  

(2) 「分割画像」について  

本件発明１の構成要件１Ａの本質は、Ｗｅｂブラウザをカバーするように

分割画像が適切に表示されることにある。被告地図表示方法では、●（省略）

●区域地図画像(分割画像）をＷｅｂブラウザの表示領域を少なくともカバー25 

するのに必要な形で送信・表示しているため、「表示領域よりも大きい画像
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を分割し…分割画像を表示する」という本件発明１の構成要件１Ａ及び１Ｂ

を充足しており、本件発明２の構成要件２Ａ、２Ｂ、２Ｄ３、２Ｆ１も充足

している。 

(3) 「画像全体」、「画像全体に対して限定された範囲の画像領域」について  

被告地図表示方法では、●（省略）●本件発明１の構成要件２Ｂの「画像5 

全体」と「画像全体に対して限定された範囲の画像領域」の要件を充足して

おり、本件発明２の構成要件２Ｂも同様に充足する。 

(4) 「枠要素」について 

被告地図表示方法においても本件発明１の構成要件１Ｂの「複数の枠要素」

を充足しており、本件発明２の構成要件２Ｂ、２Ｃ、２Ｅ、２Ｆ及び２Ｆ１10 

も同様に充足している。 

(5) 「分割画像を、個々に当てはめて」について 

被告地図表示方法は各ｉｍｇタグのｓｒｃを、各ｉｍｇタグのｎａｍｅに

（対応するメッシュ番号に）対応した地図のＵＲＬに指定して、サーバから

各地図をダウンロードして当てはめるのであるから、本件発明１の構成要件15 

１Ｂの「分割画像を、個々に当てはめて」を充足しており、本件発明２の構

成要件２Ｂ及び２Ｆ１も充足している。  

(6) 「枠要素の配列」について  

被告地図表示方法において本件発明１の構成要件１Ｂの「表示領域に相当

する複数の枠要素の配列をＷｅｂブラウザに設定し」を充足しており、本件20 

発明２の構成要件２Ｂも同様に充足する。  

(7) 「表示領域に相当する複数の枠要素の配列」について  

被告地図表示方法において本件発明１の構成要件１Ｂの「表示領域に相当

する複数の枠要素の配列をＷｅｂブラウザに設定し」を充足しており、同様

の理由から本件発明２の構成要件２Ｂも充足している。  25 

(8) 「枠要素の移動すべき位置を演算して該位置に枠要素を移動する」につい
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て  

被告地図表示方法において本件発明１の構成要件１Ｂの「枠要素の移動す

べき位置を演算して該位置に枠要素を移動する」を充足しており、本件発明

２の構成要件２Ｂも同様に充足する。  

(9) 「複数の枠要素全体でブロックを構成し」について  5 

被告地図表示方法において本件発明１の構成要件１Ｃの「複数の枠要素全

体でブロックを構成し」を充足しており、本件発明２の構成要件２Ｃ、２Ｅ、

２Ｆおよび２Ｆ２も同様に充足する。  

(10) 「Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の移動すべ

き座標を演算し」について  10 

被告地図表示方法において本件発明１の構成要件１Ｃの「該Ｗｅｂブラウ

ザの表示領域の原点に対する該ブロックの原点の移動すべき座標を演算し」

を充足しており、本件発明２の構成要件２Ｃも同様に充足する。  

(11) 「ブロックの原点の座標に基づき各枠要素の原点の移動すべき座標をそ

れぞれ演算し」について  15 

被告地図表示方法において本件発明１の構成要件１Ｃの「該演算により求

められたブロックの原点の座標に基づき、前記各枠要素の原点の移動すべき

座標をそれぞれ演算し、該演算により求められた座標に各枠要素の原点をそ

れぞれ移動する」を充足しており、本件発明２の構成要件２Ｃも充足する。  

(12) 「JavaScriptにより演算して初期表示を行い」について  20 

被告地図表示方法において本件発明１の構成要件１Ｅの「Ｗｅｂブラウザ

はＨＴＭＬファイルに記述されているJavaScript(登録商標)により・・・演

算して初期表示を行い」を充足しており、本件発明２の構成要件２Ｅも充足

している。  

(13) 「Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の座標を演25 

算して初期表示を行い」について  
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被告地図表示方法において本件発明１の構成要件１Ｅの「Ｗｅｂブラウザ

の表示領域の原点に対するブロックの原点の座標・・・を演算して初期表示

を行い」を充足しており、本件発明２の構成要件２Ｅも充足する。  

(14) 「ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標を演算して初期表示を

行い」について  5 

被告地図表示方法において本件発明１の構成要件１Ｅの「ブロックの原点

に対する各枠要素の原点の座標を演算して初期表示を行い」を充足しており、

本件発明２の構成要件２Ｅも充足する。  

(15) 「JavaScriptによりＷｅｂブラウザは該ブロックの原点の移動すべき座

標を演算し」について  10 

被告地図表示方法において本件発明１の構成要件１Ｆの「Ｗｅｂブラウザ

はＨＴＭＬファイルに記述されているJavaScriptにより・・・演算し、・・・

演算し、・・・移動することにより」を充足しており、本件発明２の構成要

件２Ｆも充足する。  

(16) 「JavaScriptにより各枠要素の移動すべき座標を演算し」について  15 

被告地図表示方法において本件発明１の構成要件１Ｆの「Ｗｅｂブラウザ

は・・・JavaScriptによりＷｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロッ

クの原点の移動すべき座標を演算し、Ｗｅｂブラウザは該ブロックの原点の

移動すべき座標と前記ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標とに基

づき各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算により求め20 

られた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動する」を充足しており、本件発

明２の構成要件２Ｆも充足する。  

(17) 「各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し」について  

被告地図表示方法において本件発明１の構成要件１Ｆの「Ｗｅｂブラウザ

は該ブロックの原点の移動すべき座標と前記ブロックの原点に対する各枠要25 

素の原点の座標とに基づき各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算
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し、該演算により求められた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動する」を

充足しており、本件発明２の構成要件２Ｆも充足する。  

(18) 「Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の移動すべ

き座標を演算し」について  

被告地図表示方法において本件発明１の構成要件１Ｃ、１Ｅと同様の理由5 

等に基づき構成要件１Ｆを充足しており、本件発明２の構成要件２Ｆも充足

している。 

  （被告の主張） 

 本件発明２は、本件発明１と共通する構成要件を備えているところ、被告

地図表示方法は、同様の理由から、以下の点を充足しない。 10 

(1) 標準地図等、地下街１、航空写真＋注記（１）、航空写真、航空写真＋注

記（２）のいずれも、「表示領域よりも大きい画像を分割し」を充足しない

から、構成要件２Ａを充足しない。 

(2) 標準地図等、地下街１、航空写真＋注記（１）、航空写真、航空写真＋注

記（２）のいずれも、「分割画像」を充足しないから、構成要件２Ａ、２Ｂ、15 

２Ｄ３、２Ｆ１をいずれも充足しない。  

(3) 標準地図等、地下街１、航空写真＋注記（１）、航空写真、航空写真＋注

記（２）のいずれも、「画像全体」、「画像全体に対して限定された範囲の

画像領域」を充足しないから、構成要件１Ｂを充足しない。  

(4) （複数の）「枠要素」を充足しないから、構成要件２Ｂ、２Ｃ、２Ｅ、２20 

Ｆ及び２Ｆ１をいずれも充足しない。 

(5) 「分割画像を、個々に当てはめて」、「分割画像をそれぞれ当てはめて」、

「分割画像を当てはめて」を充足しないから、構成要件２Ｂ及び２Ｆ１をい

ずれも充足しない。  

(6) 原告らが主張する「矩形領域」があるとしても、これが「画像を、・・・25 

当てはめて表示する・・・枠要素（の配列）」に該当するとはいえないし、
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「画像を、・・・当てはめて表示する・・・枠要素の配列を・・・設定し」

ているともいえないから、構成要件２Ｂを充足しない。 

(7) 「表示領域に相当する複数の枠要素の配列」を充足しないから、構成要件

２Ｂを充足しない。  

(8) 「枠要素の移動すべき位置を演算して該位置に枠要素を移動する」を充足5 

しないから、構成要件２Ｂを充足しない。  

(9) 「複数の枠要素全体でブロックを構成し」及び「ブロック」をいずれも充

足しないから、構成要件２Ｃ、２Ｅ、２Ｆ及び２Ｆ２を充足しない。  

(10) 「該Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点」と対比すべき被告地図表示方法の

構成が特定されておらず、「Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対する該ブ10 

ロックの原点の移動すべき座標を演算し」（構成要件１Ｃ）を充足している

とはいえないから、構成要件２Ｃを充足しない。  

(11) 「該演算により求められたブロックの原点の座標に基づき、前記各枠要素

の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算により求められた座標に

各枠要素の原点をそれぞれ移動する」を充足しないから、構成要件２Ｃを充15 

足しない。 

(12) 「前記ＨＴＭＬに記述された前記JavaScriptにより、・・・演算して初期

表示を行い、」を充足しないから、構成要件２Ｅを充足しない。  

(13) 「Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点」と対比すべき被告地図表示方法の構

成が特定されておらず、「Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロッ20 

クの原点の座標・・・を演算して初期表示を行い、」を充足しないから、構

成要件２Ｅを充足しない。 

(14) 「ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標を演算して初期表示を

行い」を充足しないから、構成要件２Ｅを充足しない。  

(15) 「ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述されているJavaScriptによ25 

り、・・・演算し、・・・演算し、・・・移動することにより」を充足しな
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いから、構成要件２Ｆを充足しない。  

(16) 「JavaScriptにより・・・Ｗｅｂブラウザは該ブロックの原点の移動すべ

き座標と前記ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標とに基づき各

枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し」を充足しないから、構成

要件２Ｆを充足しない。 5 

(17) 「Ｗｅｂブラウザは該ブロックの原点の移動すべき座標と前記ブロック

の原点に対する各枠要素の原点の座標とに基づき各枠要素の原点の移動す

べき座標をそれぞれ演算し、該演算により求められた座標に各枠要素の原点

をそれぞれ移動する」を充足しないから、構成要件２Ｆを充足しない。 

(18) 「Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の移動すべ10 

き座標を演算し」を充足しないから、構成要件２Ｆを充足しない。また、「前

記ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標」を充足しないから、構成

要件２Ｆを充足しない。 

 ８ 構成要件２Ｄ１の「閲覧者が前記Ｗｅｂブラウザから前記サーバに対して画

像の閲覧指示をすると、」の充足性（争点２－２） 15 

 （原告らの主張） 

   構成要件２Ｄ１の「閲覧者が前記Ｗｅｂブラウザから前記サーバに対して画

像の閲覧指示をする」とは、ユーザがＷｅｂブラウザを通じてサーバにリクエ

ストを送信し、その結果として画像がダウンロードされる行為を意味する。こ

の「指示」は、必ずしもユーザが画像の詳細な選択や指定を手動で行うことを20 

要件としていない。  

被告地図表示方法においては、ユーザがＷｅｂブラウザを介して特定のＵＲ

Ｌにアクセスし、所定の操作を行うことで、サーバからＨＴＭＬ及び

JavaScriptソースコードが送信される。この操作自体が「画像の閲覧指示」に

該当し、ユーザは、間接的に画像データのダウンロードをサーバに指示してい25 

るといえる。 
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 （被告の主張） 

被告地図表示方法においては、ユーザが、端末（ユーザ端末）を操作し、Ｗ

ｅｂブラウザを介して「（ＵＲＬは省略）」のＵＲＬにアクセスし、又は「Yahoo! 

JavaScriptマップAPI」を利用したＷｅｂページのＵＲＬにアクセスし、所定の

操作などをすることにより、サーバが、ユーザ端末に対しＨＴＭＬソースコー5 

ド、JavaScriptソースコード等を送信する。しかし、ユーザが、サーバに対し

て画像の閲覧を指示することはないから、「閲覧者が前記Ｗｅｂブラウザから

前記サーバに対して画像の閲覧指示をする」を充足せず、構成要件２Ｄ１を充

足しない。 

９ 構成要件２Ｄ１から２Ｄ４までの「JavaScript（登録商標）を記述した前記10 

ＨＴＭＬ」等の充足性（争点２－３） 

 （原告らの主張） 

   「JavaScriptの記述方法」には、直接埋め込む方法と外部ファイルを読み込

む方法が含まれる。引用する外部ファイルを読み込む記述（ <script 

type="text/JavaScript" src=...>）がＨＴＭＬファイル中に記述してあるので15 

あれば、外部ファイルを読み込んでいることが明確であり、これはＨＴＭＬフ

ァイルに「JavaScriptが記述されている」という解釈に含まれる。Ｗｅｂブラ

ウザはＨＴＭＬ内のスクリプトタグを認識し、該当するJavaScriptコードをダ

ウンロードして実行することで「記述されたスクリプト」に基づく動作を実現

する。 20 

被告地図表示方法においては、<script>タグによるJavaScriptの読み込みを

通じて、ブラウザがＨＴＭＬ内に配置された地図の構成要素（img要素（㋓の部

分）など）に対する初期配置（初期表示）を行う処理が実現されている。そし

て、初期表示に関する演算は、外部スクリプトファイル内に記述された

JavaScriptコードを介して実行されており、これはＷｅｂブラウザの標準的な25 

動作仕様に準拠している。 
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 （被告の主張） 

本件発明２の上記構成要件を充足するには、区域地図画像の表示に関する演

算を実行するJavaScriptが、ＨＴＭＬに記述されていることが必要である。 

被告地図表示方法においては、被告地図プログラムのＨＴＭＬソースコード

には、区域地図画像の表示に関する演算を実行するJavaScriptソースコードは5 

記述されておらず、かかるJavaScriptソースコードが記述されたファイルが保

存されたＵＲＬ等が当該ＨＴＭＬソースコードに記述されているから、

「JavaScript（登録商標）を記述した前記ＨＴＭＬ」等を充足しないから、構

成要件２Ｄ１～２Ｄ４をいずれも充足しない。 

１０ 構成要件２Ｆ１の「枠要素を削除し、・・・枠要素を追加して」「画像の10 

相対移動は 、前記Ｗｅｂブラウザの表示領域から離れる前記分割画像に該当

する位置から前記枠要素を削除し、前記Ｗｅｂブラウザの表示領域に近づく前

記分割画像に該当する位置に前記枠要素を追加して」「Ｗｅｂブラウザの表示

領域に近づく前記分割画像に該当する位置に前記枠要素を追加して・・・追加

する前記枠要素に、該当する位置の前記分割画像を当てはめて表示しまたは表15 

示できる状態にし」の充足性（争点２－４） 

 （原告らの主張） 

   構成要件２Ｆ１では、「画像の相対移動に伴い、表示領域から離れる枠要素

を削除し、新たに表示領域に近づく位置に枠要素を追加する」ことが規定され

ている。この要件の技術的趣旨は、Ｗｅｂブラウザの表示領域内でＨＴＭＬの20 

再読み込みをしないで、大きな画像がある限り、スルスルと滑らかなスクロー

ルを提供する点にあり、具体的な実装方法がタグの削除・追加であるか、属性

の変更による再設定であるかに限定されるものではない。また、Ｗｅｂ技術の

観点から、タグの削除・追加よりも属性の変更による再設定は、効率性やパフ

ォーマンスを考慮した合理的な実装方法である。ＨＴＭＬ要素の削除・追加は、25 

ＷｅｂブラウザにおけるＤＯＭ（Document Object Model）と呼ばれるデータ構
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造の操作負荷を増加させるため、属性変更による再設定が広く採用されている。  

旧被告地図表示方法では、img要素（㋓の部分）のsrc属性やstyle属性（left

およびtopの値）を変更することで、枠要素の位置や内容が動的に再設定されて

いる。この「再設定」によって、枠要素が表示領域内外での役割を切り替え、

事実上、枠要素の「削除」と「追加」に相当する動作が実現されている。表示5 

領域外に移動する枠要素は、src属性や位置情報が更新され、新たに表示領域内

に移動する画像を表示する役割を果たしている。これにより、枠要素が効率的

に再利用されており、構成要件２Ｆ１の技術的趣旨を満たしている。 

また、旧被告地図表示方法では、タグの削除・追加を行わずにstyle属性やsrc

属性を変更することで、表示領域内外の画像を切り替えている。この手法は、10 

枠要素の「削除」と「追加」を効率的に実現するものであり、本件発明２の構

成要件２Ｆ１を充足する。 

   旧被告地図表示方法では、区域地図画像を表示するためのimg要素（㋓の部分）

のうち、Ｗｅｂブラウザの表示領域の中心点（対角線が交わる点）を抱えるimg

要素（㋓の部分）『位置』によって、配列したimg要素（㋓の部分）の再設定が15 

発生する。このＷｅｂブラウザの表示領域の中心点を抱えるimg要素（㋓の部分）

を「中心imgタグ」と呼ぶことにする。 Ｗｅｂブラウザの表示領域の中央の点

を通る水平線と垂直線を境界線と想定して、Ｗｅｂブラウザの表示領域を田の

字に４つの領域に分ける。img要素（㋓の部分）の再設定が発生するのは、中心

imgタグの中心点がこの境界線を跨いで、隣の領域に移動した際に発生する。こ20 

のように旧被告地図表示方法では、img要素（㋓の部分）の位置で離れる、近づ

くを判定している。 以上のとおり、旧被告地図表示方法では、「Ｗｅｂブラウ

ザの表示領域から離れる・・・画像に該当する位置」、「Ｗｅｂブラウザの表

示領域に近づく・・・画像に該当する位置」であるか否かを判別する処理が行

われているので、旧被告地図表示方法は、構成要件２Ｆ１を充足する。 25 

 （被告の主張） 
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旧被告地図表示方法では、ドラッグ操作が行われた場合、被告地図プログラ

ムのJavaScriptにより、ドラッグ操作によりユーザが表示しようとする地図の

位置に係る情報等を用いて、少なくとも表示領域をカバーするのに必要な複数

の区域地図画像の識別子及びその表示位置に係るパラメータを改めて特定し、

当該特定により新たに含まれることになった区域地図画像がある場合、当該特5 

定に含まれない区域地図画像に対応するimg要素（㋓の部分）の「src」属性の

値（ＵＲＬ）並びに「style」属性の「left」及び／又は「top」の値を、当該

特定により新たに含まれることになった区域地図画像に対応する「src」属性の

値（ＵＲＬ）並びに「style」属性の「left」及び／又は「top」の値に変更す

る。しかし、これは要するに、旧被告地図表示方法では、img要素（㋓の部分）10 

の「src」属性の値（ＵＲＬ）を変更しているにすぎず、img要素（㋓の部分）

を削除し、あるいは、追加するといった処理は行われていないことを意味する。 

そのため、旧被告地図表示方法では、この「矩形領域」なるものを削除するこ

とはないし、追加することはないから、「枠要素を削除し、・・・枠要素を追

加して」を充足しないため、構成要件２Ｆ１を充足しない。 15 

また、旧被告地図表示方法では、ドラッグ操作によりユーザが表示しようと

する地図の位置に係る情報等を用いて、少なくとも表示領域をカバーするのに

必要な複数の区域地図画像の識別子及びその表示位置に係るパラメータを改

めて特定し、当該特定により新たに含まれることになった区域地図画像がある

場合、当該特定に含まれない区域地図画像に対応するimg要素（㋓の部分）の20 

「src」属性の値（ＵＲＬ）並びに「style」属性の「left」及び／又は「top」

の値を、当該特定により新たに含まれることになった区域地図画像に対応する

「src」属性の値（ＵＲＬ）並びに「style」属性の「left」及び／又は「top」

の値に変更するが、「Ｗｅｂブラウザの表示領域から離れる・・・画像」、「Ｗ

ｅｂブラウザの表示領域に近づく・・・画像」であるか否かを判別する処理を25 

していない。 そのため、「前記画像の相対移動に伴い前記Ｗｅｂブラウザの表



53 

 

示領域から離れる前記分割画像に該当する位置から前記枠要素を削除し、前記

Ｗｅｂブラウザの表示領域に近づく前記分割画像に該当する位置に前記枠要

素を追加して」を充足しないため、構成要件２Ｆ１を充足しない。 

旧被告地図表示方法においては、img要素（㋓の部分）の「src」属性の値が

特定されて初めて「区域地図画像」が特定されるのであるから、このような特5 

定がなされるまでは当該「区域地図画像」と「表示領域」との具体的な位置関

係も特定されない。したがって、仮に、原告らが主張するように、img要素（㋓

の部分）の「src」属性の値が特定されるなどして、「区域地図画像」が「矩形

領域」なるものに当てはめられるというのであれば、旧被告地図表示方法では、

「矩形領域」なるものに「区域地図画像」を当てはめる前には、「区域地図画10 

像」と「表示領域」との位置関係は特定されず、「区域地画像」が「表示領域」

に近づくことはない。 したがって、旧被告地図表示方法は、「Ｗｅｂブラウザ

の表示領域に近づく分割画像に該当する位置に枠要素を追加して・・・追加す

る前記枠要素に、該当する位置の前記分割画像を当てはめて表示しまたは表示

できる状態にし」を充足しないため、構成要件２Ｆ１を充足しない。 15 

本件発明２の構成要件２Ｆ１を充足するには、「枠要素」がいったん削除さ

れて、これが別の位置に追加されることで、「枠要素の配列の位置」が変更さ

れるものであることが必要と解される。また、このことから、「枠要素」が先

に追加され、その後に別の「枠要素」が削除される場合は、配列にある「枠要

素」が異なるものとなっており、「枠要素の配列の位置」を変更するとはいえ20 

ず、構成要件２Ｆ１を充足することはない。 

原告らが、削除、追加の対象となる「枠要素」と対比しているのは、img要素

（㋓の部分）であるところ、img要素（㋓の部分）のleftとtopに変更があった

としても、img要素（㋓の部分）が削除されたり、追加されたりすることは観念

できないから、「枠要素」について「削除」「追加」があるとはいえない。 25 

１１ 被告地図表示方法の本件発明４の構成要件４Ａの充足性（争点３） 
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 （原告らの主張） 

請求項４のプログラムは、どのような構成の処理装置であれ、請求項１から

３までの画像処理方法を処理装置に実行させるプログラムが特許の範囲であ

ることを規定するものである。 

被告地図プログラムも請求項１及び２の画像処理方法を処理装置に実行さ5 

せるプログラムであるから、請求項４のプログラムに該当する。 

また、請求項４のプログラムはＷｅｂブラウザと協働して請求項１から３ま

での画像処理方法を処理装置に実行させるプログラムである。 

被告地図プログラムもＷｅｂブラウザと協働して請求項１及び２の画像処

理方法を処理装置に実行させるプログラムであるから、請求項４のプログラム10 

に該当する。 

構成要件４Ａの処理装置も被告地図プログラムが実行できる処理装置も汎

用的なパーソナルコンピュータ等であるから、本件発明の技術思想とは関係な

く、対比すべき構成を敢えて特定する必要もないし、技術常識の範囲である。 

「表示領域よりも大きい画像を分割し」は「分割画像」を説明するために観15 

念上の「表示領域よりも大きい画像」を観念的に「分割し」ているのであって、

●（省略）●それを分割することを要件としているわけではない。  

旧被告地図表示方法は本件発明１及び本件発明２の構成要件を充足するこ

とから、本件発明４においても「Ｗｅｂブラウザの画像を表示する表示領域よ

りも大きい画像を分割し」を充足し、被告地図プログラムは構成要件４Ａを充20 

足する。 

「画像表示方法を処理装置に実行させる」は、請求項１から３までに記載さ

れた画像処理方法を処理装置が実行することを指す。請求項４のプログラムは

Ｗｅｂブラウザと協働して請求項１～３の画像処理方法を処理装置に実行さ

せるというプログラムであることから、処理装置としてサーバとＷｅｂブラウ25 

ザで分担して動作を実現するものであって、このような構成も構成要件４Ａを
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充たす。 

被告地図プログラムはＷｅｂブラウザと協働して請求項１、２の画像処理方

法を処理装置に実行させるプログラムであり、被告地図プログラムのサーバ及

びＷｅｂブラウザの協働動作は、本件発明４の構成要件４Ａを機能的に充足し

ている。 5 

 （被告の主張） 

本件発明４の構成要件４Ａは、「請求項１から３のいずれか１つに記載の画

像表示方法を処理装置に実行させることを特徴とする」であるところ、旧被告

地図表示方法は、本件発明１及び本件発明２のいずれの技術的範囲にも属さな

いから、被告地図プログラムは、本件発明４の技術的範囲に属さない。 10 

被告地図プログラムに関しては、Ｗｅｂブラウザが、ユーザ端末のディスプ

レイの所定領域に地図を表示するのであって、被告地図プログラムそれ自体で

は、ユーザ端末のディスプレイに地図を表示させることはできないから、被告

地図プログラムは、「画像表示方法を処理装置に実行させる」を充足しない。 

また、被告地図プログラムが、構成要件４Ａを充足するというには、少なく15 

とも、被告地図プログラムが、「Ｗｅｂブラウザの画像を表示する表示領域よ

りも大きい画像を分割」することを実行させるものであることが必要と解され

る。しかし、被告地図プログラムは、画像を分割するような処理を実行させる

ものではないから、構成要件４Ａを充足しない。 

さらに、被告地図プログラムが、構成要件４Ａを充足するというには、被告20 

地図プログラムが、少なくとも、「サーバ」に「JavaScript（登録商標）を記

述した前記ＨＴＭＬを・・・送信」することを実行させるものであることが必

要と解される。しかし、被告地図表示方法において、ユーザ端末のＷｅｂブラ

ウザは、サーバから受信した被告地図プログラムを実行するものであって、被

告地図プログラムが、被告地図プログラムを受信する前に、「サーバ」に被告25 

地図プログラムを送信することを実行させるものではないから、請求項２との
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関係で構成要件４Ａを充足しないことは明白である。 

１２ 明確性要件違反の有無（争点４－１） 

（被告の主張） 

(1) 本件発明１及び２の発明の要旨では「枠要素」が移動することによって、

「Ｗｅｂブラウザの表示領域」との関係で「分割画像」の位置が移動するよ5 

うにも考えられる記載があるが、他方、本件発明１及び２では、「Ｗｅｂブ

ラウザの表示領域に対する画像の相対移動が指示された時に、」は、「Ｗｅ

ｂブラウザの表示領域」との関係で「枠要素」に当てはめられていない「分

割画像」も移動していることになると考えられる記載もあり、「分割画像」

の移動に関して、矛盾することなく理解できないから、本件発明１及び２並10 

びにこれを引用する本件発明４も明確性要件に違反する。 

  これに対し、原告らは、「Ｗｅｂブラウザの表示領域」と「複数の枠要素

の配列に相当する表示領域」とは、異なる表示領域である旨主張するが、特

許法施行規則２４条の４（技術用語は学術用語を用いる。用語は・・・統一

して使用する）に違反したものであることを主張するものであるから、明確15 

性要件に違反する。 

(2) 本件発明１及び２の発明の要旨では「各枠要素に・・・分割画像をそれぞ

れ当てはめて表示しまたは表示できる状態にし」とされており、「枠要素」

に分割画像を当てはめると必ずしも表示するわけではないものと理解され

るが、他方、「分割画像を、個々に当てはめて表示する・・・複数の枠要素」20 

とされており、「枠要素」に分割画像を当てはめると必ず表示されるものと

されているため、「枠要素」への分割画像を当てはめと、表示に関して、整

合的に理解できないから、本件発明１及び２並びにこれを引用する本件発明

４も明確性要件に違反する。 

(3) 本件発明１及び２の発明の要旨では、「当てはめて表示する・・・枠要素」25 

とされているところ、仮に、旧被告地図表示方法のように、区域地図画像が
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表示されない構成まで、「当てはめて表示する・・・枠要素」に含まれると

するのであれば、「表示されない」のに「表示する」に当たるということに

なり、不明確であって、本件発明１及び２並びにこれを引用する本件発明４

も明確性要件に違反する。 

(4) 本件発明１及び２の発明の要旨では、「Ｗｅｂブラウザの画像を表示する5 

表示領域よりも大きい画像を分割し」とされているところ、仮に、旧被告地

図表示方法のように、大きい画像を分割するステップを含まない構成までも

「大きい画像を分割」するものに含まれるとするのであれば、不明確であっ

て本件発明１及び２並びにこれを引用する本件発明４も明確性要件に違反

する。 10 

これに対し、原告らは、充足論において、観念的に「分割し」を含むかの

ような主張をするが、観念的に分割することなど、本件明細書等に記載され

ていないから、明確性要件に違反する。 

(5) 本件発明１及び２の発明の要旨では、「分割画像」とされているところ、

仮に、旧被告地図表示方法のように、大きい画像を分割したわけでもない区15 

域地図画像が「分割画像」に含まれるとするのであれば、不明確であって本

件発明１及び２並びにこれを引用する本件発明４も明確性要件に違反する。 

(6) 本件発明１及び２の発明の要旨では、「画像全体」「画像全体に対して限

定された範囲の画像領域」とされているところ、仮に、旧被告地図表示方法

のように、「画像全体」が観念できない構成まで、「画像全体」「画像全体20 

に対して限定された範囲の画像領域」に含まれるとするのであれば、不明確

であって本件発明１及び２並びにこれを引用する本件発明４も明確性要件

に違反する。 

(7) 本件発明１及び２の発明の要旨では、「表示領域に相当する複数の枠要素

の配列」とされており、「相当」とは「等しいこと。」といった意味を有す25 

るところ、仮に、「表示領域」に相当しない（等しくない）「複数の枠要素
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の配列」も「表示領域に相当する複数の枠要素の配列」に該当するのであれ

ば、不明確であって本件発明１及び２並びにこれを引用する本件発明４も明

確性要件に違反する。 

(8) 本件発明４では、「画像表示方法」を実行する主体は、「処理装置」とさ

れているところ、本件発明１及び２における「大きい画像を分割する」もの5 

や、「Ｗｅｂブラウザ」、「サーバ」と、本件発明４の「処理装置」の関係

が全く不明であるから、不明確であって本件発明は明確性要件に違反する。 

（原告らの主張） 

(1) 「Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する画像の相対移動が指示されたとき、

枠要素が異動し、それに伴い分割画像が表示される位置を変更する。」との10 

記載について、本件明細書等及び請求項の記載内容は、「枠要素」と「分割

画像」が連動して動作することを一貫して説明しており、解釈上の矛盾は生

じない。 

また、当業者の技術常識や日本語文法の観点から見ても、本件発明が明確

性要件に違反していないことは明らかである。なお、本件発明の「Ｗｅｂブ15 

ラウザの表示領域」と「複数の枠要素の配列に相当する表示領域」とは、異

なる表示領域である。 

(2) 「分割画像を枠要素に当てはめると必ずしも表示するわけではない」とい

う点と、「分割画像を枠要素に当てはめると表示することがある」という記

載は、いずれも発明の技術的動作を表すものであり、両者は整合的に解釈可20 

能であって、本件発明４についても発明全体の構成に動的表示の技術背景が

組み込まれているから、明確性要件を満たす。 

(3) 本件発明における「当てはめて表示する・・・枠要素」は、分割画像を枠

要素に割り当て、必要に応じてブラウザの表示領域に入ることで視覚的に表

示可能な状態を含む広義の概念である。当業者の技術水準に照らしても、明25 

確性要件に違反しない。 
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旧被告地図表示方法において、ブラウザの表示領域外に分割画像が存在す

る場合は、一時的に「表示されない」状態となるが、これも「当てはめて表

示する・・・枠要素」の技術的範囲に矛盾なく含まれる。 

(4) 本件発明における「大きい画像を分割」の記載は、技術的意義が明確であ

り、表示領域を基準に分割画像を動的に管理・表示する技術として一貫して5 

いる。「表示領域よりも大きい画像を分割し」とは、「表示領域よりも大き

い画像」を観念的に「分割し」を含む。●（省略）●当業者の理解を踏まえ

ても本件発明は十分に技術的一貫性を有している。 

(5) 本件発明における「分割画像」の記載は、技術的意義が明確であり、表示

領域を基準に画像を動的に管理・表示する技術として一貫している。●（省10 

略）●当業者の理解を踏まえれば、「分割画像」についての記載に不明確性

はない。 

(6) 本件発明における「画像全体」及び「画像全体に対して限定された範囲の

画像領域」の記載は、技術的意義が明確であり、画像の効率的管理を目的と

した技術として一貫している。当業者の理解を踏まえれば不明確性はない。 15 

(7) 本件発明における「表示領域に相当する複数の枠要素の配列」の記載は、

技術的意義が明確であり、表示領域と枠要素が機能的に連動して動作する仕

組みを示している。「相当」とは、技術的に機能が同様であることを重視し

た用語であり、不明確性は認められない。 

  「Ｗｅｂブラウザの表示領域」と、「分割画像を・・・当てはめて表示す20 

る表示領域」（に相当する複数の枠要素）は同一のものであり、「枠要素」

は「表示領域」からずれることがあってもよい。 

(8) 本件発明４における「処理装置」は、「画像表示方法」を実行する主体と

して技術的に明確であり、その内容は当業者が技術常識に基づいて理解可能

である。 25 

１３ サポート要件違反及び実施可能要件違反の有無（争点４－２） 
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（被告の主張） 

(1) 本件発明１及び２の発明の要旨では、「Ｗｅｂブラウザは該ブロックの原

点の移動すべき座標と前記ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標

とに基づき各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算によ

り求められた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動する」（構成要件１Ｆ、5 

２Ｆ）とされている。しかし、①ブロックの移動後の原点の座標を求めた上、

②その座標にＸ軸方向及びＹ軸方向にそれぞれ、セルの大きさである４８０

（【００１２】参照）ずつ順次足すことにより、それぞれのセルの原点の座

標を求めるものにとどまり、仮に「枠要素」の大きさに基づき、「各枠要素

の原点の移動すべき座標」を「演算」する構成に該当するものが開示されて10 

いるとしても、構成要件１Ｆの「前記ブロックの原点に対する各枠要素の原

点の座標」に基づき「各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算」す

ることに相当する構成は、開示されていない。そうすると、本件発明１及び

２は、いずれも、発明の詳細な説明に記載された発明ではなく、また、発明

の詳細な説明の記載等により当業者が当該発明の課題を解決できると認識15 

できる範囲のものではなく、当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の

課題を解決できると認識できる範囲のものともいえないから、サポート要件

に違反し、本件発明１及び２を引用する本件発明４も同様にサポート要件に

違反する。また、本件発明１及び２は、いずれも、本件明細書等や出願当時

の技術常識に基づいて、その方法を使用できるように、それぞれ具体的に記20 

載されていないから、実施可能要件に違反し、本件発明１及び２を引用する

本件発明４も同様に実施可能要件に違反する。 

(2)ア 本件発明１及び２の発明の要旨では、「分割画像を、個々に当てはめて

表示する・・・枠要素」とされており、本件明細書等によれば、「分割画

像を、個々に当てはめて」とは、少なくとも、ＨＴＭＬ要素の「要素内容」25 

を「document.all("XXX").innerＨＴＭＬ="●●●"」を用いて書き換えて
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行 わ れ る も の で あ る か ら 、 当 て は め ら れ る 「 枠 要 素 」 と は 、

（「document.all("XXX").innerＨＴＭＬ="●●●"」によって）書き換え

可能な「要素内容」を有する要素、「<開始タグ＞要素内容＜終了タグ＞」

から構成される要素内容を持つコンテナ要素を前提とするものと解され

るところ、「枠要素」につき、コンテナ要素以外の要素も含まれるという5 

のであれば、本件発明１及び２は、いずれも、発明の詳細な説明に記載さ

れた発明ではなく、また、発明の詳細な説明の記載等により当業者が当該

発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではなく、当業者が出願

時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の

ものともいえないから、サポート要件に違反し、本件発明１及び２を引用10 

する本件発明４も同様にサポート要件に違反する。また、本件発明１及び

２は、いずれも、本件明細書等や出願当時の技術常識に基づいて、その方

法を使用できるように、それぞれ具体的に記載されていないから、実施可

能要件に違反し、本件発明１及び２を引用する本件発明４も同様に実施可

能要件に違反する。 15 

イ 本件発明における「枠要素」とは、非充足論で述べるとおり、少なくと

も、コンテナ要素であることが必要と解されるが、例えば「img」タグの

「style」属性の設定だけでも「枠要素」に該当するというのであれば、そ

のような技術思想は本件明細書等に記載がなく、また本件発明では、Ｗｅ

ｂブラウザの種類によっては、画像を配置することができず、これを移動20 

させることもできないことになり、「画像表示方法を実現する方法を提供

しようとする」（【０００６】）との本件発明の課題を解決することがで

きない構成を含むこととなり、本件発明１及び２は、いずれも、発明の詳

細な説明に記載された発明ではなく、また、発明の詳細な説明の記載等に

より当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではな25 

く、当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認
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識できる範囲のものともいえないから、サポート要件に違反し、本件発明

１及び２を引用する本件発明４も同様にサポート要件に違反する。また、

本件発明１及び２は、いずれも、本件明細書等や出願当時の技術常識に基

づいて、その方法を使用できるように、それぞれ具体的に記載されていな

いから、実施可能要件に違反し、本件発明１及び２を引用する本件発明４5 

も同様に実施可能要件に違反する。 

(3) 本件発明１及び２の発明の要旨では、「分割画像を、個々に当てはめて」

とされているところ、「分割画像を、個々に当てはめて」につき、「img」タ

グの「style」属性で位置と大きさを指定し、その後、区域地図画像を特定す

るＵＲＬを「src」属性の値として指定するような構成までも含まれるという10 

のであれば、そのような構成は本件明細書等に記載されていないから、本件

発明１及び２は、いずれも、発明の詳細な説明に記載された発明ではなく、

また、発明の詳細な説明の記載等により当業者が当該発明の課題を解決でき

ると認識できる範囲のものではなく、当業者が出願時の技術常識に照らし当

該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものともいえないから、サポ15 

ート要件に違反し、本件発明１及び２を引用する本件発明４も同様にサポー

ト要件に違反する。また、本件発明１及び２は、いずれも、本件明細書等や

出願当時の技術常識に基づいて、その方法を使用できるように、それぞれ具

体的に記載されていないから、実施可能要件に違反し、本件発明１及び２を

引用する本件発明４も同様に実施可能要件に違反する。 20 

(4) 本件発明１及び２の発明の要旨では、「表示領域に相当する複数の枠要素

の配列をＷｅｂブラウザに設定し」とされているところ、「相当」とは、「等

しいこと。」といった意味を有するにもかかわらず、本件明細書等の図６で

は、「表示領域」と複数のセル２２の配列は完全にずれており、「表示領域

に相当する複数の枠要素の配列」に対応する記載が見当たらない。したがっ25 

て、本件発明１及び２は、いずれも、発明の詳細な説明に記載された発明で
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はないから、サポート要件に違反し、本件発明１及び２を引用する本件発明

４も同様にサポート要件に違反する。また、本件発明１及び２は、いずれも、

本件明細書等や出願当時の技術常識に基づいて、その方法を使用できるよう

に、それぞれ具体的に記載されていないから、実施可能要件に違反し、本件

発明１及び２を引用する本件発明４も同様に実施可能要件に違反する。 5 

(5) 本件発明１及び２の発明の要旨では、「枠要素の移動すべき位置を演算し

て該位置に枠要素を移動する」とされているところ、「枠要素の移動すべき

位置を演算して該位置に枠要素を移動する」につき、例えば、複数の「枠要

素」を配置した別の親となる要素（親要素）の移動すべき位置を演算するの

みで、親要素と一体的に「枠要素」を移動するような構成であっても、「枠10 

要素の移動すべき位置を演算」に含まれるとするなら、本件明細書等では、

分割画像の数を限定することで演算量を減らすとの技術思想が開示されて

いるのみで、複数の「枠要素」を配置した別の親となる要素（親要素）の移

動すべき位置を演算するのみで、「枠要素」と一体的に親要素を移動し、分

割画像の数にかかわらず演算を１回（一定）にするような技術思想は開示さ15 

れていないし、分割画像の数にかかわらず演算を１回（一定）する構成では、

「画像全体（つまり全分割画像）を移動する場合に比べて演算量を減らす」

との作用効果も生じないから、本件発明１及び２は、いずれも、発明の詳細

な説明に記載された発明ではなく、また、発明の詳細な説明の記載等により

当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではなく、当20 

業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識でき

る範囲のものともいえないから、サポート要件に違反し、本件発明１及び２

を引用する本件発明４も同様にサポート要件に違反する。 また、本件発明１

及び２は、いずれも、本件明細書等や出願当時の技術常識に基づいて、その

方法を使用できるように、それぞれ具体的に記載されていないから、実施可25 

能要件に違反し、本件発明１及び２を引用する本件発明４も同様に実施可能
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要件に違反する。 

(6)ア 本件発明１及び２の発明の要旨では、「Ｗｅｂブラウザの表示領域に対

する枠要素の移動すべき位置を演算して該位置に枠要素を移動する」（構

成要件１Ｂ、２Ｂ）、「該Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対する該ブ

ロックの原点の移動すべき座標を演算し、該演算により求められたブロッ5 

クの原点の座標に基づき、前記各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞ

れ演算し、該演算により求められた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動

する」（構成要件１Ｃ、２Ｃ）、「Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対

するブロックの原点の移動すべき座標を演算し、Ｗｅｂブラウザは該ブロ

ックの原点の移動すべき座標と前記ブロックの原点に対する各枠要素の10 

原点の座標とに基づき各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算

し、該演算により求められた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動する」

（構成要件１Ｆ、２Ｆ）とされているところ、本件明細書等から理解でき

る技術思想は、仮に広く考えるとしても、①枠要素を別の要素で１つのブ

ロックとして束ねて、該１つのブロックについて移動量を演算して該ブロ15 

ックの移動後の原点を求め、②該求められたブロックの原点のＸ座標及び

Ｙ座標に、それぞれ、各枠要素の大きさを加算して各枠要素の原点の座標

を求めて、各枠要素を移動させるものと解され、他に、本件明細書等に開

示された発明に関する記述の内容や、出願時の技術常識から当業者が理解

できる構成は見当たらないし、どのような具体的構成を採用して「大きい20 

画像をビューアに表示する画像表示方法および画像表示用プログラムを

提供」するという本件発明の課題を解決するかについても何らの記載もな

いから、本件明細書等から理解できる構成を超えた構成まで、本件発明１

及び２の範囲に含まれるというのであれば、本件発明１及び２は、いずれ

も、発明の詳細な説明に記載された発明ではなく、また、発明の詳細な説25 

明の記載等により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範
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囲のものではなく、当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を

解決できると認識できる範囲のものともいえないから、サポート要件に違

反する。また、本件発明１及び２は、いずれも、本件明細書等や出願当時

の技術常識に基づいて、その方法を使用できるように、それぞれ具体的に

記載されていないから、実施可能要件に違反し、本件発明１及び２を引用5 

する本件発明４も同様に実施可能要件に違反する。 

イ 仮に、原告らが充足論で主張するように、JavaScriptによる演算等では

なく、Ｗｅｂブラウザの内部処理に係る構成をもって、上記構成要件を充

足することがあるというのであれば、本件明細書等には、画像を移動する

にあたり、Ｗｅｂブラウザが、どのような内部処理を行い、どのような演10 

算をするかについて記載もないし、どのようにすることで、Ｗｅｂブラウ

ザの内部処理により、上記の本件発明要旨の構成を実現するかについての

説明はないから、本件発明１及び２は、いずれも、発明の詳細な説明に記

載された発明ではなく、また、発明の詳細な説明の記載等により当業者が

当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではなく、当業者が15 

出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲

のものともいえないから、サポート要件に違反し、本件発明１及び２を引

用する本件発明４も同様にサポート要件に違反する。また、本件発明１及

び２は、いずれも、本件明細書等や出願当時の技術常識に基づいて、その

方法を使用できるように、それぞれ具体的に記載されていないから、実施20 

可能要件に違反し、本件発明１及び２を引用する本件発明４も同様に実施

可能要件に違反する。 

（原告らの主張） 

(1) 本件明細書等の【００３４】には各枠要素がセルとして管理され、それぞ

れの座標がブロックの座標及びセルの記載に基づいて決定されるプロセス25 

が記載されており、当業者はこれに基づき「各枠要素の原点の異動すべき座
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標をそれぞれ演算」する技術的構成を理解できる。また、【００１２】には

セルの大きさや相対的な位置関係が記載されており、【００４２】にはブロ

ックの異動後に枠要素が再配置される仕組みが具体的に示されているから、

これらの記載は構成要件１Ｆ、２Ｆをサポートしている。本件発明は、「枠

要素の原点の座標を演算して移動する」構成を全般的に開示しており、その5 

一例として、ブロック原点に対して４８０を順次足し合わせる方法を示して

いるが、当業者は、本件明細書等に示される「ブロックの原点をまず移動し、

そこからさらに枠要素の原点を求める」という記載を読めば、Ｗｅｂブラウ

ザ等が提供する座標管理機能を使って「枠要素の大きさ」や「ブロック原点

に対する枠要素の相対座標」を加算し、必要な座標を導き出す実装が可能で10 

あると容易に理解できる。 

(2)ア 本件特許出願当時（平成１５年４月以前）、ＨＴＭＬ４．０１が標準と

して広く使用され、ウェブブラウザもこの使用を基盤として動作していた

ところ、JavaScriptは当時までに広く普及しており、特に「ｄｏｃｕｍｅ

ｎｔ．ａｌｌ」等を用いてＨＴＭＬ要素の属性や内容を動的に変更する技15 

術は当時の標準的な手法であって、＜ｄｉｖ＞や＜ｉｍｇ＞タグなどの要

素を動的に操作する手法が一般的であり、当業者はこれらの要素を適宜選

択し、分割画像の管理に利用していた。また、当時のブラウザではＤＯＭ

操作技術が確立しており多様な実装方法が可能であった。このような技術

水準等を踏まえれば、本件発明の「枠要素」は、コンテナ要素に限定され20 

るものではなく、当時の技術水準に基づけば、分割画像を効率的に管理す

るための広範なＨＴＭＬ要素を指すもので、ＨＴＭＬ要素の幅広い操作法

が確立済みであったため、明細書の一例記載だけでも当業者は自由に応用

できる余地があり、本件発明の技術思想を十分に実施可能であって、サポ

ートされているし、実施可能要件にも違反しない。 25 

イ 当時の主要ブラウザ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ、Ｎｅｔｓ
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ｃａｐｅ Ｎａｖｉｇａｔｏｒ）はいずれも、＜ｉｍｇ＞タグなどの非コ

ンテナ要素による画像表示を完全にサポートしていたから、本件発明にサ

ポート要件違反は認められない。また、本件明細書と出願時当時の技術常

識を参照すれば、ｉｍｇタグやＣＳＳ操作などを用いてコンテナ要素以外

の構成でも画像の表示・移動が実装可能であることは明らかであり、実施5 

可能要件にも違反しない。 

(3) 「枠要素」としての＜ｉｍｇ＞タグなどの非コンテナ要素の利用は、当時

の技術水準に基づき、動的に画像を管理・表示するための技術的手段として

広く採用されていたもので、本件発明にサポート要件違反は認められない。

また、「ｉｍｇタグのｓｔｙｌｅ／ｓｒｃ制御」を含む構成も本件発明の技10 

術思想と出願時の技術常識の組み合わせにより十分に実施可能であるため、

実施可能要件に違反しない。 

(4) 本件発明における「表示領域に相当する複数の枠要素の配列」にいう「相

当」とは、厳密な一致と解釈すべきではなく、技術的機能を同様に達成でき

る柔軟な範囲を含むと解釈されるべきであり、本件発明にサポート要件違反15 

は認められない。図６では「表示領域」と「複数のセル２２の配列」が物理

的にずれているが、請求項に記載された技術的課題を解決する手段として十

分に理解可能であるから、実施可能要件に違反しない。 

(5) 本件明細書等の【００３３】及び【００４２】並びに図面に記載された実

施形態は、親要素を利用して枠要素を移動する構成（親要素（ｄｉｖ要素）20 

と子要素（ｉｍｇタグ））そのものであり、実施形態に記載されたJavaScript

及びＨＴＭＬコードは本件発明の技術範囲を十分にサポートしており当時

の技術水準に基づいて当業者が理解可能な構成であるから、サポート要件違

反は認められない。また、本件明細書等には、親要素（ｄｉｖ要素）と子要

素（ｉｍｇタグ）の関係に基づいて枠要素の座標を計算する構成が記載され25 

ており、演算量を削減する効果が十分に達成されるから、実施可能要件に違
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反しない。 

(6)ア 前記のとおり、【００３３】の「各セル（枠要素）は、ブロックに属

し、各セルの位置はブロックの原点の座標とセルの相対位置に基づき計算

される。」との記載及び【００４２】の「スクロール操作によってブロッ

クの原点が変更された場合、各セルの座標が再計算され、動的に更新され5 

る。」との記載並びに図面に記載されたＨＴＭＬ構造からすれば、親要素

を基準として枠要素を動的に管理・移動する擬態的な構成が十分に記載さ

れており、親要素全体を異動させる構成は記載されていないというのは事

実に反する。また、本件明細書等及び特許請求の範囲には、課題解決のた

めの構成が十分に開示されており、出願時の技術常識や当業者の理解に照10 

らして本件発明は十分に実施可能であるから、実施可能要件に違反しない。 

イ 本件発明は、大きい画像を分割して表示領域に合わせて表示する方法で

あり、その際に座標系を用いて要素の位置を演算することを明示又は黙示

的に開示している。本件明細書等にブラウザ内部の各アルゴリズムを逐一

記載しなくとも、当時の技術常識からＷｅｂブラウザ上で要素を任意座標15 

に移動・再配置する処理は明らかである。当時の技術水準を踏まえれば、

各構成要件で示される「表示領域の原点」や「枠要素の原点」の座標演算

は、ブラウザが備えるスタイルシートやJavaScript等の機能により容易に

実施可能であるから、サポート要件違反は認められず、実施可能要件違反

も認められない。 20 

１４ 乙１５文献を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－３） 

（被告の主張） 

充足論における原告らの主張を前提にするのであれば、本件発明は、いず

れも次のとおり乙１５発明及び乙２９に基づき容易に想到できたものである。 

  (1) 乙１５発明の内容 25 

     乙１５文献には、次の構成を有する乙１５発明１、乙１５発明２及び乙
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１５発明４が開示されている。 

ア【乙１５発明１】  

１ａ Ｗｅｂクライアントの地図を表示するディスプレイ表示範囲よりも

大きい地図データを分割し該Ｗｅｂクライアントのディスプレイ表示

範囲に少なくとも一部が入るメッシュ分割した地図データから描画さ5 

れた地図を該Ｗｅｂクライアントのディスプレイ表示範囲に表示する

地図表示方法において、  

１ｂ 該方法は、Ｗｅｂクライアントのディスプレイ表示範囲に少なくと

も一部が入るメッシュ分割した地図データから描画された地図を含む、

Ｗｅｂクライアントのディスプレイ表示範囲に対し所定の位置関係に10 

ある、地図全体に対して限定された範囲の地図領域に含まれるメッシ

ュ分割した地図データから描画された地図を、個々に当てはめて表示

するディスプレイ表示範囲に相当する複数の表示領域の配列をＷｅｂ

クライアントに設定し、該各表示領域に、該当する位置のメッシュ分

割した地図データから描画された地図をそれぞれ当てはめて表示しま15 

たは表示できる状態にし、かつ、Ｗｅｂクライアントのディスプレイ

表示範囲に対する地図の相対移動が指示された時に、Ｗｅｂクライア

ントのディスプレイ表示範囲に対する表示領域の移動すべき位置を演

算して該位置に表示領域を移動する、  

１ｇ 地図表示方法。  20 

イ【乙１５発明２】  

２ａ Ｗｅｂクライアントの地図を表示するディスプレイ表示範囲よりも

大きい地図データを分割し該Ｗｅｂクライアントのディスプレイ表示

範囲に少なくとも一部が入るメッシュ分割した地図データをサーバか

ら優先的にダウンロードしてメッシュ分割した地図データから描画し25 

た地図を該Ｗｅｂクライアントのディスプレイ表示範囲に表示する地
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図表示方法において、  

２ｂ 該方法は、Ｗｅｂクライアントのディスプレイ表示範囲に少なくと

も一部が入るメッシュ分割した地図データから描画された地図を含む、

Ｗｅｂクライアントのディスプレイ表示範囲に対し所定の位置関係に

ある、地図全体に対して限定された範囲の地図領域に含まれるメッシ5 

ュ分割した地図データから描画された地図を、個々に当てはめて表示

するディスプレイ表示範囲に相当する複数の表示領域の配列をＷｅｂ

クライアントに設定し、該各表示領域に、該当する位置のメッシュ分

割した地図データから描画された地図をそれぞれ当てはめて表示しま

たは表示できる状態にし、かつ、Ｗｅｂクライアントのディスプレイ10 

表示範囲に対する地図の相対移動が指示された時に、Ｗｅｂクライア

ントのディスプレイ表示範囲に対する表示領域の移動すべき位置を演

算して該位置に表示領域を移動し、  

２ｄ 該方法において、  

２ｆ１ 該地図の相対移動に伴いＷｅｂクライアントのディスプレイ表示15 

範囲から離れるメッシュ分割した地図データから描画された地図に該

当する位置から表示領域を削除し、Ｗｅｂクライアントのディスプレ

イ表示範囲に近づくメッシュ分割した地図データから描画された地図

に該当する位置に表示領域を追加して地図に対する表示領域の配列の

位置を変更し、該追加する表示領域に、該当する位置のメッシュ分割20 

した地図データから描画された地図を当てはめて表示しまたは表示で

きる状態にする、  

２ｇ 地図表示方法。  

ウ【乙１５発明４】  

１ａ～１ｇを備えた地図表示方法及び２ａ～２ｇを備えた地図表示方法を25 

Ｗｅｂクライアント等に実行させることを特徴とする地図表示用プログラム
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（⑤より）。 

(2) 本件発明１について 

   ア 一致点及び相違点 

  本件発明１と乙１５発明１とは、次の点で相違し、その余で一致する。 

(ｱ) 相違点１５－１－１ 5 

    本件発明１の「表示領域」は、「Ｗｅｂブラウザの表示領域」とされ

ているのに対して、乙１５発明１の「表示範囲」は、「Ｗｅｂクライア

ントのディスプレイ表示範囲」とされている点。 

(ｲ) 相違点１５－１－２ 

    本件発明１では、「枠要素の配列」を、「Ｗｅｂブラウザに設定し」10 

とされているのに対して、乙１５発明１では、「表示領域の配列」を「Ｗ

ｅｂクライアントに設定」するものとされている点。 

(ｳ) 相違点１５－１－３ 

    本件発明１では、構成要件１Ｃ、１Ｅ、１Ｆを有するのに対して、乙

１５発明１では、「Ｗｅｂクライアントのディスプレイ表示範囲に対す15 

る地図の相対移動が指示された時に、Ｗｅｂクライアントのディスプレ

イ表示範囲に対する表示領域の移動すべき位置を演算して該位置に表

示領域を移動」するものであって、このような演算の具体的内容等が不

明な点。 

イ 相違点の容易想到性 20 

(ｱ) 乙２９には、Ｗｅｂブラウザにおいて、複数の画像を一体として移動

（スクロール）させるに当たっては、ｄｉｖ要素のｐｏｓｉｔｉｏｎを

ａｂｓｏｌｕｔｅに設定し、ｄｉｖ要素の親要素であるｂｏｄｙ要素の

原点を基準に、当該ｄｉｖ要素の原点の位置を指定するものとし、かつ、

当該ｄｉｖ要素の子要素として複数のｉｍｇタグを配置するものとした25 

上で、ＨＴＭＬに記述されているJavaScriptにより、当該ｂｏｄｙ要素
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の原点に対する当該ｄｉｖ要素の原点の座標を演算して初期表示を行い、

当該ｂｏｄｙ要素の原点に対する当該ｄｉｖ要素の原点の移動すべき位

置を演算し、当該位置に当該ｄｉｖ要素を移動することにより、複数の

ｉｍｇタグに係る複数の画像を一体として移動（スクロール）させる技

術（以下「乙２９技術」という。）が開示されている。 5 

(ｲ) Ｗｅｂクライアントとして、Ｗｅｂブラウザを用いることは周知慣

用技術であり、ＷｅｂブラウザがJavaScriptを実行できるものであるこ

とは技術常識であった。 

(ｳ) 上記により、乙１５発明に接した当業者が、乙１５発明のＷｅｂクラ

イアントとして、JavaScriptを実行できるＷｅｂブラウザを採用するよ10 

う強く動機付けられるところ、乙１５発明では、複数の画像をひとまと

まりとして移動させる必要がある発明であるから、複数の画像を一体と

して移動させる乙２９技術を適用する強い動機付けがある。 

(ｴ) 乙２９技術の適用に当たっては、複数のｉｍｇタグのｐｏｓｉｔｉ

ｏｎをａｂｓｏｌｕｔｅに設定し、JavaScriptにより、親要素の原点に15 

対する複数のｉｍｇタグの位置と大きさを演算し、ｓｔｙｌｅ属性によ

り設定するように適宜設計した上で、乙２９技術を適用することは容易

に想到する。 

(ｵ）「ｂｏｄｙ要素」が「Ｗｅｂブラウザ」の表示領域に相当し、乙２９

技術を適用した乙１５発明では、「当該ｂｏｄｙ要素の原点に対する当20 

該ｄｉｖ要素の原点の移動すべき位置を演算」する構成を備えるところ、

これは、本件発明１の「該Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対する該

ブロックの原点の移動すべき座標を演算し」に相当する。 

(ｶ) 原告の充足論における「Ｗｅｂブラウザの内部処理」に関する主張を

前提にすれば、構成要件１Ｃに係る相違点は埋まる。 25 

 また、JavaScriptによりｄｉｖ要素の原点の座標と、当該要素の原点



73 

 

に対する複数のｉｍｇ要素の位置と大きさを演算して初期表示を行うこ

とになるから、構成要件１Ｅに係る相違点が埋まり、構成要件１Ｃに係

る相違点と同様に、構成要件１Ｆに係る相違点も埋まる。 

 さらに、乙１５発明のウェブクライアントとして、Ｗｅｂブラウザを

採用すれば、「Ｗｅｂクライアントのディスプレイ表示範囲」は「Ｗｅ5 

ｂブラウザの表示領域」となり、「表示領域の配列」はＷｅｂブラウザ

に設定されることになるから、相違点１５－１－１、１５－１－２も埋

まる。 

(3) 本件発明２について 

   ア 一致点及び相違点 10 

(ｱ) 相違点１５－２－１～１５－２－３ 

    本件発明１の相違点１５－１－１～１５－１－３と同じ。 

(ｲ) 相違点１５－２－４ 

    本件発明２では、「閲覧者が前記Ｗｅｂブラウザから前記サーバに対

して画像の閲覧指示をすると、前記Ｗｅｂブラウザは、前記サーバに対15 

して前記閲覧指示に対応するＨＴＭＬを要求する指示を送信し、」とさ

れているのに対して、乙１５発明２では、この点が不明な点 

(ｳ) 相違点１５－２－５ 

    本件発明２では、「前記サーバは、前記Ｗｅｂブラウザからの要求に

従い、画像表示に必要な演算を実行するJavaScript（登録商標）を記述20 

した前記ＨＴＭＬを前記Ｗｅｂブラウザに送信し、」とされているのに

対して、乙１５発明２では、この点が不明な点 

(ｴ) 相違点１５－２－６ 

    本件発明２では、「前記Ｗｅｂブラウザは、前記ＨＴＭＬ及び前記Ｈ

ＴＭＬに記述された前記JavaScriptを受信するより前の状態において25 

は、前記Ｗｅｂブラウザの画像を表示する表示領域内に表示する前記分
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割画像を特定する演算を行うことがなく、」とされているのに対して、

乙１５発明２では、この点が不明な点 

(ｵ) 相違点１５－２－７ 

    本件発明２では、「前記ブロックがＨＴＭＬの文法で定義される＜Ｄ

ＩＶ＞タグを使用して設定されている」とされているのに対して、乙１5 

５発明２では、この点が不明な点 

(ｶ) 相違点１５－２－８ 

    本件発明２では、「前記Ｗｅｂブラウザは、前記サーバから送信され

た前記ＨＴＭＬ及び前記ＨＴＭＬに記述された前記JavaScriptを受信

した後の状態において、（・・・初期表示を行い、・・・相対移動を実10 

現し、・・・分割画像を当てはめて表示しまたは表示できる状態にし、・・・

設定されている）」とされているのに対して、乙１５発明２では、この

点が不明な点 

イ 相違点の容易想到性 

(ｱ) 相違点１５－２－１～相違点１５－２－３に係る構成に容易に想到で15 

きることは、本件発明１の相違点１５－１－１～相違点１５－１－３に

ついて述べたのと同様である。 

(ｲ) 相違点１５－２－４、１５－２－５ 

   本件発明１に関して述べたのと同様に、乙１５発明２のＷｅｂクライ

アントにJavaScriptを実行できるＷｅｂブラウザを採用することは容易20 

に想到するところ、当該相違点１５－２－４、１５－２－５に係る構成

とすることは容易である。 

(ｳ) 相違点１５－２－６ 

   乙１５発明２のＷｅｂクライアントにＷｅｂブラウザを採用すれば、

ＨＴＭＬやJavaScriptを受信する前に地図を特定する演算を行うことは25 

ない。 
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(ｴ) 相違点１５－２－７ 

   上記(ｱ)のとおり、相違点１５－２－３に係る構成には容易に想到す

るところ、その際には、「div要素」に係る構成に想到している。 

(ｵ) 相違点１５－２－８ 

   上記(ｲ)のとおり、乙１５発明２のＷｅｂクライアントにＷｅｂブラ5 

ウザを採用するにあたり、・・・JavaScript（登録商標）を記述した前

記ＨＴＭＬを前記Ｗｅｂブラウザに送信し、」との構成を採用すること

は容易に想到するのであって、その結果、「前記Ｗｅｂブラウザは、前

記サーバから送信された前記ＨＴＭＬ及び前記ＨＴＭＬに記述された前

記JavaScriptを受信した後の状態において、（・・・初期表示を行い、・・・10 

相対移動を実現し、・・・分割画像を当てはめて表示しまたは表示でき

る状態にし、・・・設定されている）」との構成も当然に備える。 

(4) 本件発明４について 

  乙１５発明４と（請求項１に従属する）本件発明４とを対比すると、相違

点があるとしても、前記の相違点１５－１－１～相違点１５－１－３にとど15 

まるところ、前記のとおり、このような相違点に係る構成に容易に想到でき

る。 また、乙１５発明４と（請求項２に従属する）本件発明４とを対比して、

仮に相違点があるとしても、前記の相違点１５－２－１～相違点１５－１－

８にとどまるところ、前記のとおり、このような相違点に係る構成に容易に

想到できる。いずれにしても、本件発明４は、乙１５発明４及び乙２９に基20 

づいて容易に想到できるから、本件発明４に係る特許は、進歩性欠如により

無効である。 

（原告らの主張） 

(1) 乙１５発明の内容について 

  乙１５発明には、表示領域が移動するための演算は存在しない。乙１５発25 

明の技術は、表示領域内の地図データを動的に切り替えるものであり、表示
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領域自体を移動させるための演算は行われていない。 

  また、乙１５発明においては、表示領域の物理的移動が行われないため、

移動すべき位置を演算で決定するという処理は含まれていない。 

(2) 本件発明１について 

   ア 一致点及び相違点 5 

被告が指摘した相違点１５－１－１から１５－１－３までは下記の相違

点１５－１－７から１５－１－９までのとおり理解すべきであり、また、

乙１５と本件発明１の間には、他に下記の相違点１５－１－４から１５－

１－６まで及び１５－１－１０も存在する。これらの相違点を埋める技術

は本件発明１の出願当時存在せず、Ｗｅｂブラウザを使用しないＷｅｂク10 

ライアントにおいて、Ｗｅｂブラウザを採用することは当時の技術水準で

は不可能であるから、乙１５発明から本件発明１に容易に想到することは

あり得ない。 

(ｱ) 相違点１５－１－４ 

本件発明の「枠要素」は乙１５発明の「表示領域」に相当しない点。 15 

すなわち、本件発明の「枠要素」には、分割画像が動的に当てはめられ

る。同「枠要素」は、ＨＴＭＬというプログラム言語上に定義され、Ｗｅ

ｂブラウザでは、同期処理の制約がある中、JavaScriptを用いて動的に制

御されるものであって、これにより非同期処理が実現される。 

他方、乙１５発明の「表示領域」は、初期設定、定義として地図データ20 

が当てはめられるもの（乙１５の「表示領域」は表示する地図データの範

囲を示す抽象的な概念であり、本件発明の「枠要素」のような実体はない。）

であるが（乙１５の「表示領域（メッシュ番号）」の記載が根拠とみられ

る。）、表示領域の設定場所は不明確である。「表示領域」は、ハードウ

ェア上（VRAM、ディスプレイ、フレームバッファ、キャッシュメモリ）に25 

設定され、Ｗｅｂブラウザを使用せず、非同期処理が可能な専用クライア
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ントソフトウェアで処理されるものであって、Ｗｅｂブラウザのような同

期処理の制約がないから、本件発明の「枠要素」を用いる必要がない。 

(ｲ) 相違点１５－１－５ 

本件発明の「枠要素」は、ユーザ操作に応じて移動するが、乙１５発明

の「表示領域」は移動しない点。 5 

すなわち、本件発明の「枠要素」は、ユーザ操作に応じて移動するが、

乙１５発明では、「表示領域」に割り当てられる地図データが変わること

はあっても、「表示領域」はハードウェア上に設定された位置で固定され

ており、物理的に移動しない。枠要素は乙１５発明の「表示領域」に相当

しない。乙１５では、初期表示やスクロール表示に際して地図データが動10 

的に当てはめられるものではない。 

(ｳ) 相違点１５－１－６ 

本件発明では、「枠要素」を移動する演算が行われるが、乙１５発明で

は、「表示領域」を移動する演算は存在しない点。 

すなわち、乙１５発明では、地図データの「入れ替え」が行われること15 

は記載されているが、表示領域を移動させるための演算処理は記載されて

いないため、移動すべき位置を決定する「演算」は含まれていない。 

(ｴ) 相違点１５－１－７ 

相違点１５－１－１は、以下の相違点１５－１－７のように修正すべき

である。 20 

すなわち、本件発明１の「表示領域」は、Ｗｅｂブラウザ内で動的に管

理され、ユーザ操作やコンテンツの状態に応じてその位置や大きさが動的

に変更されるべきものであるのに対し、乙１５発明１の「表示範囲」は、

Ｗｅｂクライアントのディスプレイ表示範囲であり、その位置や大きさが

固定された静的な領域である点。 25 

(ｵ) 相違点１５－１－８ 
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相違点１５－１－２は、以下の相違点１５－１－８とすべきである。 

すなわち、本件発明１の「枠要素の配列」は、Ｗｅｂブラウザ内で動的

に管理され、ユーザ操作やコンテンツの状態に応じてその位置や大きさが

動的に変更されるべきものであり、さらに、その変更に基づいて演算が行

われるのに対し、乙１５発明１の「表示領域の配列」は、Ｗｅｂクライア5 

ントのディスプレイ表示範囲に基づく静的な領域であり、その位置や大き

さは固定されたままで、動的な変更や演算は行われない点。 

(ｶ) 相違点１５－１－９ 

相違点１５－１－３をより正確に記載すると相違点１５－１－９のとお

りとなる。 10 

すなわち、本件発明１では、画像の相対移動に応じて、Ｗｅｂブラウザ

内で枠要素の位置や大きさを動的に計算し、演算に基づいて枠要素の位置

が変更されるのに対し、乙１５発明１では、表示領域の位置をプログラム

によって動的に演算することはなく、物理的なディスプレイの制約に基づ

いて表示領域が決定され、移動が行われるだけである点。 15 

(ｷ) 相違点１５－１－１０ 

本件発明１においては、枠要素に当てはめられた画像がそのまま維持さ

れ、枠要素自体がディスプレイ上で移動することによって画像の配置が変

更されるのに対し、乙１５発明１では、表示領域に当てはめられた画像が

移動に伴い上書きされ、隣接する表示領域に新たな画像を当てはめる必要20 

がある点。 

イ 相違点の容易想到性 

乙１５発明のような、膨大な数のタイル地図からなる大きな画像を表示

しスクロールするようなＷｅｂクライアントは、非同期通信が必要であっ

て、出願当時の技術水準では、Ｗｅｂブラウザで実現することは困難であ25 

った。 
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乙１５発明のＷｅｂクライアントは、基本的なページ表示機能を超えて、

動的な表示領域の管理や、地図データの複数回更新を行う必要があるから、

Ｗｅｂブラウザ単独でこれらを実現することは当時の技術水準では不可

能であった。また、乙１５発明の表示領域は、物理的に固定された領域で

あり、その動的な変更や操作が行われる枠要素とは技術的に異なるが、当5 

時の技術水準では、この技術的な違いを乗り越えられなかった。 

相違点１５－１－４～１５－１－６によれば、相違点１５－１－３の認

定自体が誤りである。すなわち、乙２９では、画像の位置が親要素（ｄｉ

ｖタグ）の移動のみに従属しているため、個別画像の削除や追加、新たな

画像のダウンロードといった操作が柔軟に行えず、また、子要素（ｉｍｇ10 

タグ）の個別演算に関する技術的記載が一切存在しない。本件発明１は、

枠要素（分割画像）の個別計算による柔軟な位置制御を特徴とし、これに

より表示領域の更新や画像の効率的な管理を可能にしている点で、乙２９

の技術内容を超えている。 

なお、充足論における被告システムのＷｅｂブラウザの内部処理は、主15 

体的かつ意図的になされているものであるが、乙２９の演算は、親要素の

演算によって付随的に実行されるものは、本件発明１の「演算」には該当

しない。 

(3) 本件発明２について 

   ア 一致点及び相違点 20 

被告が指摘した相違点１５－２－１から１５－２－３まで、被告指摘の

相違点１５－２－４から１５－２－８までに加えて、本件発明２において

も、本件発明１における相違点１５－１－４－から１５－１－１０と同一

の相違点（相違点１５－２－９から１５－２－１５までという。）が認め

られる。 25 

イ 相違点の容易想到性 
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(ｱ) 被告が指摘した相違点１５－２－１から１５－２－３までは前記(2)

で述べたとおり、乙２９によっては乙１５との相違点を埋めることがで

きないものである。また、被告指摘の相違点１５－２－４から１５－２

－８についても、乙２９及び当時の技術水準を考慮しても埋めることが

できないものである。 5 

(ｲ) 相違点１５－２－９から１５－２－１５までの相違点を埋める技術は

本件発明２の出願当時存在しないから、乙１５発明から本件発明２に容

易に想到することはあり得ない。 

(ｳ) 相違点１５－２－４について 

 本件発明１において述べたとおり、乙１５発明の「Ｗｅｂクライアン10 

ト」に「Ｗｅｂブラウザ」を採用することは当時の技術水準からして不

可能であった。乙１５に接した出願当時の当業者は、①Ｗｅｂクライア

ント内で画像の特定の演算を実施することなく、②表示対象の画像を要

求することなく、閲覧指示に対応するＨＴＭＬをサーバに要求するとい

う本件発明２の構成に想到することはあり得ない。 15 

(ｴ) 相違点１５－２－５について 

 当時の技術水準では、Ｗｅｂブラウザやそこで使用されるJavaScript

やＨＴＭＬには、複数の画像を独立して移動、削除、追加などの処理を

実施することは周知慣用でもなければ、適宜設計できることでもなく、

不可能と考えられており、乙２９に示された複数画像の一括移動レベル20 

の技術しか存在しておらず、相違点１５－２－５を周知慣用技術や適宜

設計することで埋めることは不可能である。 

(ｵ) 相違点１５－２－６について 

 甲３３のクライアントとして使用されるＷｅｂブラウザでは、サーバ

で地図タイルを特定するものであり、クライアントであるＷｅｂブラウ25 

ザがＨＴＭＬを受信して、そこに記述されたJavaScriptにより地図タイ
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ルを特定する演算を実施することはないのであり、このような技術が存

在するのであるから、「ＷｅｂクライアントとしてＷｅｂブラウザを採

用すれば、必然的にＷｅｂブラウザが受信したＨＴＭＬとJavaScriptに

より地図を特定する演算を実施する本件発明の構成を備えることになる」

とはいえない。 5 

(ｶ）相違点１５－２－７について 

 「枠要素」の集合体であるブロックに関する構成が乙１５発明２には

全く存在しないにもかかわらず、乙１５発明２にＷｅｂブラウザを適用

した場合、何故に「・・・ｄｉｖ要素を配置し・・・」する構成に想到

できるのか、被告はその根拠を示していない。 10 

(ｷ) 相違点１５－２－８について 

 本件発明２の出願当時、「ＨＴＭＬにJavaScriptを記述すること」が

知られていたとしても、そのことは、画像表示（地図表示）に必要な演

算を実行するJavaScriptを記述したＨＴＭＬをサーバがＷｅｂブラウザ

に送信することとは同一の技術ではない。 15 

(4) 本件発明４について 

  前記のとおり本件発明１及び２には無効理由はないから、これらを引用す

る本件発明４についても無効理由は存在しない。 

１５ 乙１６文献を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－４） 

（被告の主張） 20 

充足論における原告らの主張を前提にするのであれば、本件発明は、いずれ

も次のとおり、乙１６発明及び乙２９技術に基づき容易に想到できたものであ

る。 

  (1) 乙１６発明の内容 

乙１６文献には、次の構成を有する乙１６発明１、乙１６発明２及び乙１25 

６発明４が開示されている。 
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ア【乙１６発明１】 

１ａ クライアント５の画像を表示する表示枠２４よりも大きい画像を分

割し該クライアント５の表示枠２４に少なくとも一部が入る分割画像

を該クライアント５の表示枠２４に表示する画像表示方法において、  

１ｂ  該方法は、クライアント５の表示枠２４に少なくとも一部が入る分5 

割画像を含む、クライアント５の表示枠２４に対し所定の位置関係に

ある、画像全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる分割画

像を、個々に当てはめて表示する表示枠２４に相当する複数の区画（分

割画像を表示すべき位置と大きさ）の配列をクライアント５に設定し、

該各区画（分割画像を表示すべき位置と大きさ）に、該当する位置の10 

分割画像をそれぞれ当てはめて表示しまたは表示できる状態にし、か

つ、クライアント５の表示枠２４に対する画像の相対移動が指示され

た時に、クライアント５の表示枠２４に対する区画（分割画像を表示

すべき位置と大きさ）の移動すべき位置を演算して該位置に区画（分

割画像を表示すべき位置と大きさ）を移動する方法である、 15 

１ｇ 画像表示方法。  

イ【乙１６発明２】  

２ａ クライアント５の画像を表示する表示枠２４よりも大きい画像を分

割し該クライアント５の表示枠２４に少なくとも一部が入る分割画像

をサーバから優先的にダウンロードして該クライアント５の表示枠２20 

４に表示する画像表示方法において、  

２ｂ  該方法は、クライアント５の表示枠２４に少なくとも一部が入る分

割画像を含む、クライアント５の表示枠２４に対し所定の位置関係に

ある、画像全体に対して限定された範囲の画像領域に含まれる分割画

像を、個々に当てはめて表示する表示枠２４に相当する複数の区画（分25 

割画像を表示すべき位置と大きさ）の配列をクライアント５に設定し、
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該各区画（分割画像を表示すべき位置と大きさ）に、該当する位置の

分割画像をそれぞれ当てはめて表示しまたは表示できる状態にし、か

つ、クライアント５の表示枠２４に対する画像の相対移動が指示され

た時に、クライアント５の表示枠２４に対する区画（分割画像を表示

すべき位置と大きさ）の移動すべき位置を演算して該位置に区画（分5 

割画像を表示すべき位置と大きさ）を移動する方法である、  

２ｄ 該方法において、  

２ｆ１ 前記画像の相対移動に伴い前記クライアント５の表示枠２４から

離れる前記分割画像に該当する位置から前記区画（分割画像を表示す

べき位置と大きさ）を削除し、前記クライアント５の表示枠２４に近10 

づく前記分割画像に該当する位置に前記区画（分割画像を表示すべき

位置と大きさ）を追加して画像に対する前記区画（分割画像を表示す

べき位置と大きさ）の配列の位置を変更し、追加する前記区画（分割

画像を表示すべき位置と大きさ）に、該当する位置の前記分割画像を

当てはめて表示しまたは表示できる状態にする、  15 

２ｇ 画像表示方法。  

ウ【乙１６発明４】 

１ａ～１ｇを備えた地図表示方法及び２ａ～２ｇを備えた地図表示方法を

クライアント５等に実行させることを特徴とする地図表示用プログラム。 

  (2) 本件発明１について 20 

   ア 一致点及び相違点 

乙１６の記載内容及び図の内容を総合すれば、乙１６発明１の「表示枠

２４」は、それぞれ本件発明１の「表示領域」に相当することが明らかで

ある。また、原告らの主張を前提にすると、乙１６発明１の「区画（分割

画像を表示すべき位置と大きさ）」は、個々の分割画像を表示する位置と25 

大きさを特定するものであるから、これが「枠要素」に相当することにな
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る。 

そして、乙１６の「貼り合わせ」を行う旨の記載は、各分割画像を各区

画に当てはめることを表現している。その余の主張は、概ね、無効理由４

と同様である。 

  本件発明１と乙１６発明１とは、次の点で相違し、その余で一致する。 5 

(ｱ) 相違点１６－１－１ 

本件発明１の「表示領域」は、「Ｗｅｂブラウザの表示領域」とされ

ているのに対して、乙１６発明１の「表示枠２４」は、「クライアント

５の表示枠２４」とされている点。 

(ｲ) 相違点１６－１－２ 10 

本件発明１では、「枠要素の配列」を、「Ｗｅｂブラウザに設定し」

とされているのに対して、乙１６発明１では、「区画（分割画像を表示

すべき位置と大きさ）の配列」を「クライアント５に設定」するものと

されている点。 

(ｳ) 相違点１６－１－３ 15 

本件発明１では、構成要件１Ｃ、１Ｅ、１Ｆを有するのに対して、乙

１６発明１では、「クライアント５の表示枠２４に対する画像の相対移

動が指示された時に、クライアント５の表示枠２４に対する区画（分割

画像を表示すべき位置と大きさ）の移動すべき位置を演算して該位置に

区画（分割画像を表示すべき位置と大きさ）を移動」するものであって、20 

このような演算の具体的内容等が不明な点。 

イ 相違点の容易想到性  

(ｱ) 乙２９には、Ｗｅｂブラウザにおいて、複数の画像を一体として移動

（スクロール）させるに当たっては、ｄｉｖ要素のｐｏｓｉｔｉｏｎを

ａｂｓｏｌｕｔｅに設定し、ｄｉｖ要素の親要素であるｂｏｄｙ要素の25 

原点を基準に、当該ｄｉｖ要素の原点の位置を指定するものとし、かつ、
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当該ｄｉｖ要素の子要素として複数のｉｍｇタグを配置するものとした

上で、ＨＴＭＬに記述されているJavaScriptにより、当該ｂｏｄｙ要素

の原点に対する当該ｄｉｖ要素の原点の座標を演算して初期表示を行い、

当該ｂｏｄｙ要素の原点に対する当該ｄｉｖ要素の原点の移動すべき位

置を演算し、当該位置に当該ｄｉｖ要素を移動することにより、複数の5 

ｉｍｇタグに係る複数の画像を一体として移動（スクロール）させる技

術（乙２９技術）が開示されている。 

(ｲ) Ｗｅｂクライアントとして、Ｗｅｂブラウザを用いることは周知慣用

技術であり、ＷｅｂブラウザがJavaScriptを実行できるものであること

は技術常識であった。 10 

(ｳ) これらにより、乙１６発明に接した当業者が、乙１６発明のクライア

ントサーバシステムとして、ＷｅｂサーバとJavaScriptを実行できるＷ

ｅｂブラウザを備えたクライアントからなる構成を採用するよう強く動

機づけられるところ、乙１６発明では、複数の画像をひとまとまりとし

て移動させる必要がある発明であるから、複数の画像を一体として移動15 

させる乙２９技術を適用する強い動機付けがある。 

(ｴ) 乙２９技術の適用に当たっては、複数のｉｍｇタグのｐｏｓｉｔｉｏ

ｎをａｂｓｏｌｕｔｅに設定し、JavaScriptにより、親要素の原点に対

する複数のｉｍｇタグの位置と大きさ演算し、ｓｔｙｌｅ属性により設

定するように適宜設計した上で、乙２９技術を適用することは容易に想20 

到する。 

(ｵ) 「ｂｏｄｙ要素」が「Ｗｅｂブラウザ」の表示領域に相当し、乙２９

技術を適用した乙１６発明では、「当該ｂｏｄｙ要素の原点に対する当

該ｄｉｖ要素の原点の移動すべき位置を演算」する構成を備えるところ、

これは本件発明１の「該Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対する該ブ25 

ロックの原点の移動すべき座標を演算し」に相当する。 
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(ｶ) 原告の充足論における「Ｗｅｂブラウザの内部処理」に関する主張を

前提にすれば、構成要件１Ｃに係る相違点は埋まる。また、JavaScript

によりｄｉｖ要素の原点の座標と、当該要素の原点に対する複数のｉｍ

ｇ要素の位置と大きさを演算して初期表示を行うことになるから、構成

要件１Ｅに係る相違点が埋まり、構成要件１Ｃに係る相違点と同様に、5 

構成要件１Ｆに係る相違点も埋まる。さらに、乙１６発明のクライアン

ト５として、Ｗｅｂブラウザを採用すれば、「区画（分割画像を表示す

べき位置と大きさ）の配列」は、Ｗｅｂブラウザに設定されることにな

るから、相違点１６－１－２、１６－１－３も埋まる。 

  (3) 本件発明２について 10 

   ア 一致点及び相違点 

本件発明２と乙１６発明２とは、次の点で相違し、その余で一致する。 

(ｱ) 相違点１６－２－１～１６－２－３ 

   本件発明１の相違点１６－１－１～１６－１－３と同様である。 

(ｲ) 相違点１６－２－４ 15 

   本件発明２では、「閲覧者が前記Ｗｅｂブラウザから前記サーバに対

して画像の閲覧指示をすると、前記Ｗｅｂブラウザは、前記サーバに対

して前記閲覧指示に対応するＨＴＭＬを要求する指示を送信し、」とさ

れているのに対して、乙１６発明２では、この点が不明な点 

(ｳ) 相違点１６－２－５ 20 

   本件発明２では、「前記サーバは、前記Ｗｅｂブラウザからの要求に

従い、画像表示に必要な演算を実行するJavaScript（登録商標）を記述

した前記ＨＴＭＬを前記Ｗｅｂブラウザに送信し、」とされているのに

対して、乙１６発明２では、この点が不明な点 

(ｴ) 相違点１６－２－６ 25 

   本件発明２では、「前記Ｗｅｂブラウザは、前記ＨＴＭＬ及び前記Ｈ
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ＴＭＬに記述された前記JavaScriptを受信するより前の状態においては、

前記Ｗｅｂブラウザの画像を表示する表示領域内に表示する前記分割画

像を特定する演算を行うことがなく、」とされているのに対して、乙１

６発明２では、この点が不明な点 

(ｵ) 相違点１６－２－７ 5 

   本件発明２では、「前記ブロックがＨＴＭＬの文法で定義される＜Ｄ

ＩＶ＞タグを使用して設定されている」とされているのに対して、乙１

６発明２では、この点が不明な点 

(ｶ) 相違点１６－２－８ 

   本件発明２では、「前記Ｗｅｂブラウザは、前記サーバから送信され10 

た前記ＨＴＭＬ及び前記ＨＴＭＬに記述された前記JavaScriptを受信し

た後の状態において、（・・・初期表示を行い、・・・相対移動を実現

し、・・・分割画像を当てはめて表示しまたは表示できる状態にし、・・・

設定されている）」とされているのに対して、乙１６発明２では、この

点が不明な点 15 

   イ 相違点の容易想到性 

(ｱ) 相違点１６－２－１～相違点１６－２－３に係る構成に容易に想到で

きることは、本件発明１の相違点１６－１－１～相違点１６－１－３に

ついて述べたのと同様である。 

(ｲ) 相違点１６－２－４、１６－２－５ 20 

   本件発明１に関して述べたのと同様に、乙１６発明２のＷｅｂクライ

アントにJavaScriptを実行できるＷｅｂブラウザを採用することは容易

に想到するところ、当該相違点１６－２－４、１６－２－５に係る構成

とすることは容易である。 

(ｳ) 相違点１６－２－６ 25 

   乙１６発明２のクライアント５にＷｅｂブラウザを採用すれば、ＨＴ
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ＭＬやJavaScriptを受信する前に地図を特定する演算を行うことはない。 

(ｴ) 相違点１６－２－７ 

   上記のとおり、相違点１６－２－３に係る構成には容易に想到すると

ころ、その際には、「div要素」に係る構成に想到している。 

(ｵ) 相違点１６－２－８ 5 

   上記のとおり、乙１６発明２のＷｅｂクライアントにＷｅｂブラウザ

を採用するに当たり、「JavaScript（登録商標）を記述した前記ＨＴＭ

Ｌを前記Ｗｅｂブラウザに送信し、」との構成を採用することは容易に

想到するのであって、その結果、「前記Ｗｅｂブラウザは、前記サーバ

から送信された前記ＨＴＭＬ及び前記ＨＴＭＬに記述された前記10 

JavaScriptを受信した後の状態において、（・・・初期表示を行い、・・・

相対移動を実現し、・・・分割画像を当てはめて表示しまたは表示でき

る状態にし、・・・設定されている）」との構成も当然に備える。 

(4) 本件発明４について 

  乙１６発明４と（請求項１に従属する）本件発明４とを対比すると、相違15 

点があるとしても、前記(2)ア記載の相違点１６－１－１～相違点１６－１－

３にとどまるところ、前記のとおり、このような相違点に係る構成に容易に

想到できる。また、乙１６発明４と（請求項２に従属する）本件発明４とを

対比して、仮に相違点があるとしても、前記⑶ア記載の相違点１６－２－１

～相違点１６－１－８にとどまるところ、前記のとおり、このような相違点20 

に係る構成に容易に想到できる。いずれにしても、本件発明４は、乙１６発

明４及び乙２９に基づいて容易に想到できるから、本件発明４に係る特許は、

進歩性欠如により無効である。 

（原告らの主張） 

(1) 乙１６発明の内容について 25 

ア 乙１６のクライアントは、Ｗｅｂブラウザを使用したものではない。 
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無効理由４のＷｅｂクライアントと同様に専用の画像表示装置であって、

Ｗｅｂブラウザを使用したものではない。 

イ 乙１６には、本件発明の「枠要素」に相当する構成は存在しない。 

本件発明の「枠要素」はＷｅｂブラウザというプログラム言語に設定さ

れるものであるが、乙１６発明の表示枠２４は、乙１６の表示装置という5 

クライアントのハードウェア上に表示されるものであって、乙１６のクラ

イアント上で実行されるプログラム上に設定されるものでない。 

ウ 表示枠２４に相当する複数の区画の配列 

乙１６の明細書には 「表示枠が物理的または論理的に分割されている」

とは記載しておらず、表示枠そのものはあくまで視覚的な枠であって分割10 

されるという概念は、明記されていない。 

エ 表示枠には、画像を当てはめる機能が存在しない。 

乙１６の図１１において表示枠２４の内側に記載されている区画の配列

が、ディスプレイに表示する画像の範囲とどのブロックの画像データかを

規定するだけで、画像データを保存したり、その領域に画像を当てはめる15 

機能はない。 

オ 表示枠に相当する区画の配列は本件発明の「枠要素」とはかけはなれた

ものである。 

「複数の区画の配列」は表示装置の画像に表示された画像であるにもか

かわらず、そのような画像をクライアントに設定することは技術的に意味20 

をなさない。 

表示枠３３（図２０）は、ユーザがマウスなどで指定するものであり、

「画像の相対移動の指示」に相当するもの以外にはあり得ない。 

画像は貼り合わせ（段落【００２３】）を行い、表示の前につなげるか

ら、区画ごとの移動すべき位置を演算する意味をなさない。枠要素の移動25 

や削除についても開示も示唆もない。 
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  (2) 本件発明１について 

   ア 一致点及び相違点について 

     被告が指摘する相違点１６－１－１から１６－１－３までは前記相違点

１５－１－１から１５－１－３までと同様であり、容易想到性を示す根拠

とならない。また、乙１６発明１には、更に以下の相違点が存在する。 5 

    (ｱ) 相違点１６－１－４ 

      本件発明１の枠要素は乙１６発明１の「表示枠に相当する区画の配列」

に相当しない。 

    (ｲ) 相違点１６－１－５ 

      乙１６発明１の区画の配列は画像の相対移動の指示によって移動する10 

ものではない。 

    (ｳ) 相違点１６－１－６ 

      乙１６発明１には、区画の配列を移動する演算は存在しない。 

   イ 相違点の容易想到性について 

これらの相違点については乙１５発明１について述べたものと同様の理15 

由により乙２９の技術や当時の技術水準では埋めることができない。 

  (3) 本件発明２について 

   ア 一致点及び相違点について 

     被告が指摘する相違点１６－２－１から１６－２－３までは、前記相違

点１５－２－１から１５－２－３と同様であり、容易想到性を示す根拠と20 

ならない。 

    また、被告が指摘する相違点１６－２－４から１６－２－８までは前記

相違点１５－２－４から１５－２－８と同様であり、これらの相違点も副

引例である乙２９の記載内容と当時の技術水準を誤認したものであり、容

易想到性は否定される。 25 

さらに、乙１６発明２には前記相違点１６－１－４から相違点１６－１
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－６までに対応する相違点として以下の相違点が存在する。 

(ｱ) 相違点１６－２－９ 

      本件発明２の枠要素は、乙１６発明２の「表示枠に相当する区画の配

列」に相当しない。 

    (ｲ) 相違点１６－２－１０ 5 

      乙１６発明２の区画の配列は、画像の相対移動の指示によって移動す

るものではない。 

    (ｳ) 相違点１６－２－１１ 

      乙１６発明２には、区画の配列を移動する演算は存在しない。 

   イ 相違点の容易想到性について 10 

     これらの相違点については、乙１５発明２について述べたものと同様の

理由により、乙２９の技術や当時の技術水準では埋めることができない。 

  (4) 本件発明４について 

  前記のとおり本件発明１及び２には無効理由はないから、これらを引用す

る本件発明４についても無効理由は存在しない。 15 

１６ 乙９文献を主引例とする進歩性欠如の有無（争点４－５） 

（被告の主張） 

仮に、充足論における原告らの主張を前提にするのであれば、本件発明は、

いずれも次のとおり、乙９発明及び乙１５又は乙１６に基づき容易に想到でき

たものである。 20 

  (1) 乙９発明の内容 

乙９には以下の発明（以下「乙９発明」という。）が記載されている。 

【乙９発明】  

ａ Ｗｅｂブラウザの画像を表示する地図表示画面１５２よりも大きい、日

本全国の地域を網羅する広い範囲の地図データをマトリクス状に区分し該25 

Ｗｅｂブラウザの地図表示画面１５２にその全体が入る画像データをサー
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バ装置１０２から優先的にダウンロードして該Ｗｅｂブラウザの地図表示

画面１５２に表示する画像表示方法において、  

ｂ 地点選択画面１５１及び地図表示画面１５２等を含むホームページ１５

０をＷｅｂブラウザに表示させ、地点選択画面１５１からユーザが閲覧を

希望する地点名（例えば「東京」）を選択操作すると、その地点にリンク5 

されたＨＴＭＬファイルの転送要求がＷｅｂブラウザからサーバ装置１０

２に送られ、  

ｃ サーバ装置１０２は、ＨＴＭＬファイルの転送要求を受信すると、その

ＨＴＭＬファイルを送信し、  

ｄ Ｗｅｂブラウザは、ＨＴＭＬファイルを受信するより前の状態において10 

は、Ｗｅｂブラウザの地図表示画面１５２に表示する画像データを特定す

る演算を行うことなく、  

ｅ Ｗｅｂブラウザは、サーバ装置１０２からＨＴＭＬファイルを受信した

後の状態において、  

ｆ サーバ装置１０２から送信されたＨＴＭＬファイルによって、  15 

ｇ Ｗｅｂブラウザの地図表示画面１５２にその全体が入る、Ｗｅｂブラウ

ザの地図表示画面１５２に対し所定の位置関係にある、画像全体に対して

限定された範囲の画像領域を構成する画像データを、個々に当てはめて表

示する地図表示画面１５２に相当する複数の区画の配列をＷｅｂブラウザ

に設定し、該各区画に、該当する位置の画像データをそれぞれ当てはめて20 

表示し、かつ、  

ｈ Ｗｅｂブラウザの地図表示画面１５２に対する画像のスクロールが指示

された時に、サーバ装置１０２から送信されるＨＴＭＬファイルを実行す

ることによって、表示すべき画像データが記憶装置にキャッシュされてい

ればその画像データを、キャッシュされていなければサーバ装置１０２に25 

要求してサーバ装置１０２から受信した画像データを、固定されている区
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画に画像データをそれぞれ当てはめて表示することによってスクロール処

理を行い、  

ｉ 受信した画像データを記憶装置に記憶しておき、区画に当てはめるべき

画像データが記憶装置に記憶されている場合には、記憶されている画像デ

ータを区画に当てはめて表示させることができる  5 

ｊ 画像表示方法。 

  (2) 本件発明１について 

   ア 一致点及び相違点 

乙９発明の「地図表示画面１５２」、「地図データ」、「画像データ」

及び「区画」は、それぞれ本件発明１の「表示領域」、「画像」、「分割10 

画像」及び「枠要素」に相当するから、本件発明１と乙９発明とを対比す

ると、以下の点で相違し、その余で一致する。 

(ｱ) 相違点９－１－１ 

   本件発明１では、「Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する画像の相対移

動が指示された時に、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する枠要素の移動15 

すべき位置を演算して該位置に枠要素を移動する」（構成要件１Ｂ）の

に対し、乙９発明では、「Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する画像の相

対移動が指示された時に、「区画」は移動せず、固定された「区画」に

移動させた「画像データ」が当てはめられる点。 

(ｲ) 相違点９－１－２ 20 

  本件発明１では、「該方法は、前記複数の枠要素全体でブロックを構成

し、画像の相対移動が指示された時に、Ｗｅｂブラウザは、該Ｗｅｂブラ

ウザの表示領域の原点に対する該ブロックの原点の移動すべき座標を演算

し、該演算により求められたブロックの原点の座標に基づき、前記各枠要

素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算により求められた座25 

標に各枠要素の原点をそれぞれ移動することにより、前記画像の相対移動
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を実現する方法であり、」（構成要件１Ｃ）、「ＷｅｂブラウザはＨＴＭ

Ｌファイルに記述されているJavaScript（登録商標）により、Ｗｅｂブラ

ウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の座標と、該ブロックの原

点に対する各枠要素の原点の座標を演算して初期表示を行い、」（構成要

件１Ｅ）、「該初期表示後に、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する画像の5 

相対移動が指示された時に、ＷｅｂブラウザはＨＴＭＬファイルに記述さ

れているJavaScriptによりＷｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロ

ックの原点の移動すべき座標を演算し、Ｗｅｂブラウザは該ブロックの原

点の移動すべき座標と前記ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標

とに基づき各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算に10 

より求められた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動することにより、前

記画像の相対移動を実現する」（構成要件１Ｆ）のに対し、乙９発明では

そのように特定されていない点。 

イ 相違点の容易想到性 

(ｱ) 相違点９－１－１について 15 

   乙１５に記載される乙１５発明１は、構成１ｂの一部として「Ｗｅｂ

クライアントのディスプレイ表示範囲に対する地図の相対移動が指示さ

れた時に、Ｗｅｂクライアントのディスプレイ表示範囲に対する表示領

域の移動すべき位置を演算して該位置に表示領域を移動する」という、

相違点９－１－１に相当する構成を含んでいる（なお、「Ｗｅｂクライ20 

アント」に「Ｗｅｂブラウザ」を採用することは当業者が適宜採用し得

る設計的事項であることは、別件地裁判決で認められているとおりであ

る。）。 

そして、乙９発明と乙１５発明１は、表示領域よりも大きい地図画像

を分割して表示領域に入る分割画像をサーバからダウンロードして表示25 

領域に表示する地図表示方法である点で技術分野が関連し、作用・機能
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も共通する。よって、乙１５発明１を乙９発明に適用する動機付けがあ

る。 

以上のとおり、相違点９－１－１は乙１５発明１を適用することによ

って容易に想到できた事項にすぎない。 

また、同様の理由から、相違点９－１－１は乙１６発明１を適用する5 

ことによって容易に想到できた事項にすぎない。 

(ｲ) 相違点９－１－２について 

無効理由４の相違点１５－１－３や相違点１６－１－３で述べたのと

同様の理由により、相違点９－１－２は当業者であれば容易に想到でき

た事項である。 10 

(3) 本件発明２について 

   ア 一致点及び相違点 

     乙９発明の「地図表示画面１５２」、「地図データ」、「画像データ」

及び「区画」は、それぞれ本件発明１の「表示領域」、「画像」、「分割

画像」及び「枠要素」に相当するから、本件発明２と乙９発明とを対比す15 

ると、以下の点で相違し、その余で一致する。 

(ｱ) 相違点９－２－１ 

本件発明２では、「Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する画像の相対移

動が指示された時に、Ｗｅｂブラウザの表示領域に対する枠要素の移動

すべき位置を演算して該位置に枠要素を移動する」（構成要件２Ｂ）し、20 

「前記画像の相対移動に伴い前記Ｗｅｂブラウザの表示領域から離れる

前記分割画像に該当する位置から前記枠要素を削除し、前記Ｗｅｂブラ

ウザの表示領域に近づく前記分割画像に該当する位置に前記枠要素を追

加して画像に対する前記枠要素の配列の位置を変更し、追加する前記枠

要素に、該当する位置の前記分割画像を当てはめて表示しまたは表示で25 

きる状態に」する（構成要件２Ｆ１）のに対し、乙９発明では、そのよ
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うに特定されていない点。 

(ｲ) 相違点９－２－２ 

本件発明２では、「該方法は、前記複数の枠要素全体でブロックを構

成し、画像の相対移動が指示された時に、Ｗｅｂブラウザは、該Ｗｅｂ

ブラウザの表示領域の原点に対する該ブロックの原点の移動すべき座標5 

を演算し、該演算により求められたブロックの原点の座標に基づき、前

記各枠要素の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算し、該演算により求

められた座標に各枠要素の原点をそれぞれ移動することにより、前記画

像の相対移動を実現する方法であり、」（構成要件２Ｃ）、「Ｗｅｂブ

ラウザはＨＴＭＬファイルに記述されているJavaScript（登録商標）に10 

より、Ｗｅｂブラウザの表示領域の原点に対するブロックの原点の座標

と、該ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標を演算して初期表

示を行い、」（構成要件２Ｅ）、「該初期表示後に、Ｗｅｂブラウザの

表示領域に対する画像の相対移動が指示された時に、Ｗｅｂブラウザは

ＨＴＭＬファイルに記述されているJavaScriptによりＷｅｂブラウザの15 

表示領域の原点に対するブロックの原点の移動すべき座標を演算し、Ｗ

ｅｂブラウザは該ブロックの原点の移動すべき座標と前記ブロックの原

点に対する各枠要素の原点の座標とに基づき各枠要素の原点の移動すべ

き座標をそれぞれ演算し、該演算により求められた座標に各枠要素の原

点をそれぞれ移動することにより、前記画像の相対移動を実現する」（構20 

成要件２Ｆ）し、②ブロックがＨＴＭＬの文法で定義される＜ＤＩＶ＞

タグを使用して設定されている（構成要件２Ｆ２）のに対し、乙９発明

ではそのように特定されていない点。 

イ 相違点の容易想到性 

(ｱ) 相違点９－２－１について 25 

   乙１５に記載される乙１５発明２は、構成２ｂの一部として「Ｗｅｂ
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クライアントのディスプレイ表示範囲に対する地図の相対移動が指示さ

れた時に、Ｗｅｂクライアントのディスプレイ表示範囲に対する表示領

域の移動すべき位置を演算して該位置に表示領域を移動」、構成２ｆと

して「該地図の相対移動に伴いＷｅｂクライアントのディスプレイ表示

範囲から離れるメッシュ分割した地図データから描画された地図に該当5 

する位置から表示領域を削除し、Ｗｅｂクライアントのディスプレイ表

示範囲に近づくメッシュ分割した地図データから描画された地図に該当

する位置に表示領域を追加して地図に対する表示領域の配列の位置を変

更し、該追加する表示領域に、該当する位置のメッシュ分割した地図デ

ータから描画された地図を当てはめて表示しまたは表示できる状態にす10 

る」という、相違点９－２－１に相当する構成を含んでいる（なお、「Ｗ

ｅｂクライアント」に「Ｗｅｂブラウザ」を採用することは当業者が適

宜採用し得る設計的事項であることは、別件地裁判決で認められている

とおりである。）。 

そして、乙９発明と乙１５発明２は、表示領域よりも大きい地図画像15 

を分割して表示領域に入る分割画像をサーバからダウンロードして表示

領域に表示する地図表示方法である点で技術分野が関連し、作用・機能

も共通する。したがって、乙１５発明２を乙９発明に適用する動機付け

がある。 

以上のとおり、相違点９－２－１は乙１５発明２を適用することによ20 

って容易に想到できた事項にすぎない。また、同様の理由から、相違点

９－２－１は乙１６発明２を適用することによって容易に想到できた事

項にすぎない。 

(ｲ) 相違点９－２－２について 

無効理由４の相違点１５－１－３や相違点１５－２－７で述べたのと25 

同様の理由により、無効理由５の相違点１６－１－３や相違点１６－２
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－７で述べたのと同様の理由により、相違点９－２－２は当業者であれ

ば容易に想到できた事項である。 

 (ｳ) 「区画に対する画像データの当てはめ」に関して、乙９【００８０】

に「この第２のＨＴＭＬファイル（010_013.htm)は・・・４個の画像デ

ータ・・・と・・・１２個の画像データ・・・とを端末装置１０３の表5 

示画面上の指定位置に表示させる」と記載されているように、乙９では、

合計１２個の画像データをそれぞれ表示画面上の指定位置（すなわち、

原告らがいうところの「区画」）に表示することが記載されており、「画

像データを、個々に当てはめて表示する・・・複数の区画」という構成

を認定することに何ら問題はない。 10 

 Ｗｅｂブラウザを利用する乙９発明に乙１５発明を適用すると、当然

に乙１５発明のＷｅｂクライアントに乙９発明のＷｅｂブラウザが採用

されることとなる。乙１５発明の表示領域は移動するものであるし、表

示領域の移動すべき位置を演算している。 

(4) 本件発明４について 15 

  乙９には乙９発明に係る方法を実行させるプログラムが開示されている

から、本件発明４と乙９発明との間に特有の相違点はない。したがって、

本件発明４は進歩性欠如により無効である。 

（原告らの主張） 

  (1) 乙９発明の内容について 20 

乙９発明は、リンクを辿って画像を表示する技術であって、そこには、枠

要素に画像を当てはめるという技術思想は存在しないから、枠要素に相当す

る構成は存在せず、区画に対する画像データのあてはめもない。 

  (2) 本件発明１について 

   ア 一致点及び相違点 25 

乙９では、静的リンク情報を基に逐次取得され、枠要素の生成や削除に
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よる動的な管理は行われず、スクロール範囲やデータ取得は静的なＨＴＭ

Ｌを辿ることによるリンク構造に基づくものである。ページ全体の画像書

き換え伴うことが前提であり、インターネット通信における同期処理を前

提としている。 

また、被告は、乙９の「区画」が本件発明の「枠要素」に相当するとい5 

うが、乙９の「区画」は本件発明の「枠要素」のようにＨＴＭＬに記述さ

れる要素ではない。乙９は、リンクを辿るものであり、枠要に画像を当て

はめるという技術思想は存在せず、個々の画像データは、個別に取り扱わ

れているわけではなく、１つのＨＴＭＬファイルに一体的に組み込まれて

いる。乙９では、「区画」はサーバ側で管理され、Ｗｅｂクライアントは10 

単にサーバから受け取った情報を利用して画面に表示するのみである。区

画の設定主体はサーバであり、クライアント側で動的に設定する仕組みは

存在しない。他方、本件発明では、Ｗｅｂブラウザ内でJavaScriptが枠要

素を動的に設定するが、乙９ではそのような動作主体が存在しない。 

   イ 相違点の容易想到性 15 

(ｱ) 相違点９－１－１について、乙１５発明１のＷｅｂクライアントにＷ

ｅｂブラウザを採用することは、容易ではない上に、乙１５発明の表示

領域はＷｅｂクライアントのハードウェア上に設けられたものであって、

移動しないものであり、それに伴い移動のための演算も実施されること

はないから、乙１５発明が、相違点９－１－１に相当する構成を含んで20 

いるとの被告の主張は、失当である。 

(ｲ) 相違点９－１－２について相違点１５－１－３及び相違点１６－１－ 

３に対する反論のとおりである。 

  (3) 本件発明２について 

相違点９－２－１について、前記１４及び１５の原告らの主張と同様の理25 

由から、乙１５発明２では相違点９－２－１を埋めることはできない。 
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また、相違点９－２－２について、前記１４及び１５の原告らの主張と同

様の理由から、相違点９－２－２を埋めることはできない。 

  (4) 本件発明４について 

前記のとおり本件発明１及び２には無効理由はないから、これらを引用す

る本件発明４についても無効理由は存在しない。 5 

１７ 争点５（間接侵害の成否）について 

（原告らの主張） 

  (1) 特許法１０１条４号の「その方法の使用にのみ用いる物」の意義 

    特許発明に係る方法の使用に用いる物について非侵害用途に使用すること

が、経済的、商業的、実用的な用途としてあり得るだけでは、当該物は特許10 

法１０１条４号の「その方法の使用にのみ用いる物」に該当しないとはいえ

ない。 

  (2) 被告地図プログラムの配信の間接侵害該当性 

被告地図プログラムは、特定の地図表示方法を実行するために設計されて

おり、そのすべての機能が地図表示に直接関連している。他の用途に用いら15 

れる場合でも、地図表示の基盤としての利用に限定され、地図表示機能を離

れた用途は考えられない。プログラムが他のソフトウェアに組み込まれるこ

とがあったとしても、それは地図表示機能の利用を前提とするものであり、

地図表示以外の用途は技術的にも実用的にも存在しない。被告地図プログラ

ムが使用されない状態で待機している場合でも、それは地図表示機能を実行20 

するための準備状態にあるものであり、その待機状態自体が地図表示という

用途に紐付いている。被告地図プログラムが他のソフトウェアに一時的に組

み込まれる可能性があっても、それが地図表示以外の用途に実用的に使用さ

れることを意味しない。実際に、被告地図表示方法が地図表示以外の用途に

使用されることを被告は立証していない。被告地図プログラムは、地図表示25 

という特定用途に特化しており、他の用途への転用可能性が極めて限定的で
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ある。被告地図プログラムにおいては、非侵害用途が実用的であるとは到底

いえない。プログラムが使用されうる状態にあるだけでは、「のみ」要件の

否定にはつながらない。 

したがって、被告による被告地図プログラムの配信につき、本件特許権の

間接侵害が成立する。 5 

（被告の主張） 

  (1) 特許法１０１条４号の「その方法の使用にのみ用いる物」の意義 

    特許発明に係る方法の使用に用いる物について非侵害用途に使用すること

が、経済的、商業的、実用的な用途としてあり得ないとまでいえない限り、

当該物は特許法１０１条４号の「その方法の使用にのみ用いる物」に該当し10 

ない。 

  (2) 被告地図プログラムの配信の間接侵害該当性 

スクロールのドラッグ操作等をすることなく店舗付近や現在地付近の地図

を表示させるなど、被告地図プログラムの非侵害用途の使用が、経済的、商

業的、実用的な用途としてあり得ないとはいえないから、被告地図プログラ15 

ムは、特許法１０１条４号の「その方法の使用にのみ用いる物」に該当しな

い。 

また、被告地図プログラムには、道沿い検索や距離計測等のスクロールの

ドラッグ操作等が全く想定されない使用形態や、キーワード検索や宅配便の

追跡等の地図とは無関係の独立した使用形態など、本件各発明を実施する機20 

能は全く使用しないという使用形態が、経済的、商業的又は実用的な使用形

態として認められるから、仮に、同号の「その方法の使用にのみ用いる物」

の意義について原告らの主張する見解に立ったとしても、被告地図プログラ

ムは、同号の「その方法の使用にのみ用いる物」に該当しない。 

したがって、被告による被告地図プログラムの配信につき、本件特許権の25 

間接侵害は成立しない。 
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 １８ 争点６（損害額）について 

（原告らの主張） 

(1) 原告サピエンスは、本件特許権の設定登録日である平成２６年２月１４日

から平成２７年２月８日までの間（３６０日間）、原告プラグインフリーは、

本件特許権の取得日である同月９日から被告が本件特許権の使用を終えた5 

令和２年１２月１日までの間（２１２３日間）、被告による本件特許権の侵

害により、以下の損害を被ったものであり、被告に対し以下と同額の不当利

得返還請求権を有している。 

   ア 実施料相当額の損害（特許法１０２条３項） 

    (ｱ) 算定法１ 10 

      被告は、被告地図プログラムの配信により、被告管理のウェブページ

で地図と共に表示される広告からの広告料により、平成２６年２月１４

日から令和２年１２月１日までの間に約１９００億円の売上げを得たと

ころ、本件各発明の実施に対し受けるべき料率は、売上げの１０％を下

回らない。そうすると、原告らの損害額は、原告サピエンスにあっては15 

２６億６０００万円（１９００億円×１０％×１４％（３６０日／２４

８３日。小数点以下四捨五入））、原告プラグインフリーにあっては１

６３億４０００万円（１９００億円×１０％×８６％（２１２３日／２

４８３日。小数点以下四捨五入））である。 

      また、上記の消費税相当額として、原告サピエンスにあっては２億６20 

６００万円（２６億６０００万円×１０％）、原告プラグインフリーに

あっては１６億３４００万円（１６３億４０００万円×１０％）の不当

利得返還請求権を有しており、消費税を含む金額は、原告サピエンスに

あっては２９億２６００万円、原告プラグインフリーにあっては１７９

億７４００万円である。 25 

    (ｲ) 算定法２ 
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被告地図プログラムのＷＥＢページの月間ページビュー数は８４０億

であり、被告のＷＥＢページへの広告表示料金単価の最安値は０．２円

／１インプレッション（広告表示の回数をカウントする）であるところ、

本件各発明の実施に対し受けるべき料率は、売上げの１０％を下回らな

い。ページビュー１回につき２インプレッションが発生すると考えると、5 

８４０億×（ヤフーマップの月間アクティブユーザ数８７２万／ヤフー

全体の月間アクティブユーザ数８４００万）×（インプレッション数２

／１ページビュー）×インプレッション単価０．２円×１０％×（２４

８３日／３０日）＝２８９億円となる。そうすると、原告らの損害額は、

原告サピエンスにあっては４０億円（２８９億回×１４％）、原告プラ10 

グインフリーにあっては２４９億（２８９億回×８６％）である。 

また、上記の消費税相当額として、原告サピエンスにあっては４億円

（４０億円×１０％）、原告プラグインフリーにあっては２４億９００

０万円（２４９億円×１０％）の不当利得返還請求権を有しており、消

費税を含む金額は、原告サピエンスにあっては４４億円、原告プラグイ15 

ンフリーにあっては２７３億９０００万円である。 

     イ 弁護士費用相当額 

     原告らは、被告による本件特許権の侵害により、本訴の遂行を余儀なく

され、少なくとも不当利得返還請求額の１０％に相当する弁護士費用相当

額の損害を被った。 20 

(2) 以上により、原告らは、被告に対し、原告サピエンスにあっては特許法１

０２条３項の損害賠償金（少なくとも算定法１による２９億２６００円）と

同額の不当利得金の一部２９２６万円及び弁護士費用相当額２９２万６０

００円の支払を、原告プラグインフリーにあっては同項の損害賠償金（少な

くとも算定法１による１７９億７４００円）と同額の不当利得金の一部１億25 

７９７４万円及び弁護士費用相当額１７９７万４０００円の支払を求める
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ものである。 

（被告の主張） 

  争う。 

 １９ 争点７（消滅時効）について 

（被告の主張） 5 

  平成２６年６月３０日以前に係る不当利得請求権は、令和６年６月３０日（本

件訴え提起日の前日）経過により消滅時効が完成しているから、これを援用す

る。 

（原告らの主張） 

   争う。 10 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 本件各発明の内容 

  (1) 本件明細書等には、次のとおりの記載があることが認められる（甲２）。 

ア 発明の属する技術分野 

  「この発明は、ビューアの表示領域よりも大きい画像をビューアに表示15 

する画像表示方法および画像表示用プログラムに関する。」（段落【００

０１】） 

イ 技術背景 

「インターネット技術の発展により、世界中からあらゆる情報をブラウ

ザで閲覧することができるようになった。画像情報も同様にブラウザで閲20 

覧できる。これは、Ｗｅｂサーバ上に、ＪＰＥＧファイル等の画像ファイ

ルを表示することを記述したＨＴＭＬファイルを保存しておくことにより

実現される。インターネット技術を利用した新聞紙面画像の配信および閲

覧も実用化されている。…」（段落【０００２】） 

ウ 発明が解決しようとする課題 25 

「この発明は新聞紙面等の横縦のサイズ（画素数）が大きい画像をビュ
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ーアに表示する画像表示方法および画像表示用プログラムを提供しようと

するものである。」（段落【０００４】） 

エ 課題を解決するための手段 

「この発明の画像表示方法はビューアの画像を表示する表示領域よりも

大きい画像を分割し該ビューアの表示領域に少なくとも一部が入る分割画5 

像を該ビューアの表示領域に表示する画像表示方法において、分割画像を

個々に当てはめて表示する表示領域に相当する複数の枠要素の配列をビュ

ーアに設定し、該各枠要素に、該当する位置の分割画像をそれぞれ当ては

めて表示しまたは表示できる状態にするものである。」（段落【０００５】） 

「この発明の画像表示方法はビューアの画像を表示する表示領域よりも10 

大きい画像を分割し該ビューアの表示領域に少なくとも一部が入る分割画

像を該ビューアの表示領域に表示する画像表示方法において、ビューアの

表示領域に少なくとも一部が入る分割画像を含む、ビューアの表示領域に

対し所定の位置関係にある、画像全体に対して限定された範囲の画像領域

に含まれる分割画像を、個々に当てはめて表示する表示領域に相当する複15 

数の枠要素の配列をビューアに設定し、該各枠要素に、該当する位置の分

割画像をそれぞれ当てはめて表示しまたは表示できる状態にし、かつ、ビ

ューアの表示領域に対する画像の相対移動が指示された時に、ビューアの

表示領域に対する枠要素の移動すべき位置を演算して該位置に枠要素を移

動するものである。これによればビューアの表示領域に対する画像の相対20 

移動が指示された時に、ビューアの表示領域に対する枠要素の移動すべき

位置を演算して該位置に枠要素を移動するので、画像全体（つまり全分割

画像）を移動する場合に比べて演算量を減らすことができ、これにより画

像の移動速度を速くする（追従性をよくする）ことができる。」（段落【０

００６】） 25 

「この発明の画像表示用プログラムは、この発明の画像表示方法を処理
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装置に実行させることを特徴とするものである。」（段落【０００７】） 

オ 発明の実施の形態 

「この発明の実施の形態を以下説明する。この実施の形態では、プラグ

インソフトウェアなしで、新聞紙面画像を配信・閲覧する場合について説

明する。図１にシステム構成を示す。Ｗｅｂサーバ（サーバコンピュータ）5 

１０とＷｅｂブラウザ（クライアントコンピュータ、ビューア）１２とは、

インターネット等の通信ネットワーク１４を介して接続されている。Ｗｅ

ｂサーバ１０には、新聞紙面の画像データベースが予め格納されて用意さ

れている。この画像データベースは、新聞１ページ全体を１つの画像とす

るもので、新聞を構成する各ページの画像を様々な倍率｛長さ比で例えば、10 

２５％，３３％，５０％，６７％（以上、実際の新聞紙面の縮小画像），

１００％（実際の新聞紙面と等倍画像），１３３％，２００％，４００％

（以上、実際の新聞紙面の拡大画像）｝で（すなわち、同一ページの画像

を複数の倍率で）保存している。各分割画像のファイル形式は同一である

必要はなく、例えば分割画像ごとの特徴（写真か文字か、カラーか白黒か15 

等）に応じて圧縮率が高いファイル形式（ＪＰＥＧ形式、ＰＮＧ形式、Ｇ

ＩＦ形式等）で保存する。したがって、新聞１ページの画像は、異なるフ

ァイル形式の分割画像が混在して構成される場合がある。このように、分

割画像ごとに圧縮率が高いファイル形式を用いることにより送信時間を短

縮できる。」（段落【００１０】） 20 
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【図１】 

「１つの倍率の１ページの画像は、図２に示すように、左上位置（画像

の原点位置）から横方向（Ｘ軸方向）および縦方向（Ｙ軸方向）にそれぞ

れ所定画素数ごとに格子状に分割されて、複数の矩形の分割画像の集合で5 

構成されている。１つの分割画像を構成する画素数は、倍率の違いにかか

わらず一定であり、例えば４８０×４８０ピクセルである（ただし、１ペ

ージ横方向全体の画素数が１つの分割画像について定められた横方向の画

素数で割り切れない場合は、右端位置の分割画像の画素数は端数となる。

同様に、１ページ縦方向全体の画素数が１つの分割画像について定められ10 

た縦方向の画素数で割り切れない場合は、下端位置の分割画像の画素数は

端数となる。）。これに対し、１ページ分の紙面を構成する画素数は、倍

率に応じて変化する｛倍率（＝長さ比）の二乗に比例する｝ので、１ペー

ジ分の紙面を構成する分割画像数は、倍率が低い画像ほど少なく、倍率が

高い画像ほど多くなる。各分割画像には、１ページの画像における各分割15 
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画像の位置（番地）を示す座標値（分割画像座標値）として、図２に示す

ように、横方向の座標をｘ、縦方向の座標をｙとし、左上角の分割画像位

置を原点［０，０］とし、右に行くに従い、また下に行くに従い１ずつ増

加する分割画像座標値［ｘ，ｙ］に相当するファイル名がそれぞれ付与さ

れて保存されている。１ページの画像における右端の分割画像の横方向の5 

座標値をｘｌ、下端の分割画像の縦方向の座標値をｙｌとすると、右下角の

最後の分割画像の座標値は［ｘｌ，ｙｌ］となる。特定の新聞の、特定のペ

ージの、特定の倍率の、特定の分割画像は、新聞名、日付、朝／夕刊別、

ページ番号、倍率、分割画像座標値［ｘ，ｙ］の各情報を組み合わせた識

別情報で特定（指定）される。新聞紙面を閲覧する場合は、Ｗｅｂブラウ10 

ザ１２から、閲覧者により指示される閲覧位置に応じた該識別情報が送信

され、Ｗｅｂサーバ１０は該識別情報を解析して、該当する分割画像を送

信し、Ｗｅｂブラウザ１２は該分割画像を受け取って、元の画像の並びに

配列して表示する。上記のような識別情報を用いれば、Ｗｅｂサーバ１０

から最初にＷｅｂブラウザ１２に送信するＨＴＭＬ（後述する図３のステ15 

ップＳ２）に、分割画像ごとのファイル名｛ファイル形式を指定する識別

子(.jpg、.png、.gif等）が付加されたデータ｝を組み込んでおく必要がな

い（すなわち、Ｗｅｂブラウザ１２はファイル名やそのファイル形式を予

め知らなくても、個々の分割画像を要求できる。）ので、該ＨＴＭＬのデ

ータ量は少なくて済む。」（段落【００１１】） 20 
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【図２】 

「この実施例では、後述するように（図６）、画像上にブラウザの表示

領域全体が入る大きさの『ブロック』を設定する。このブロックは、例え

ば６×６個の『セル』（枠要素）で構成される。１つのセルは１つの分割

画像の大きさ（例えば４８０×４８０ピクセル）に相当し、該当する位置5 

の分割画像が当てはめ（割り当て）られる。ブロックは、画像が移動（ス

クロール）しても常にブラウザの表示領域全体が入るように、ブラウザの

表示領域に対する画像の移動に応じて、ブラウザの表示領域に対してセル

単位で移動し、これに伴い、セルに当てはめられる分割画像も順次入れ替

えられる。」（段落【００１２】） 10 

「新聞紙面を閲覧する場合のＷｅｂブラウザ１２とＷｅｂサーバ１０と

の間の通信のやり取りを図３に示す。閲覧者がＷｅｂブラウザ１２からＷ

ｅｂサーバ１０に○月○日付の○○新聞の○刊（朝刊または夕刊）を閲覧

する旨の指示をすると、該当する内容のＨＴＭＬを要求する指示が出され

る（Ｓ１）。Ｗｅｂサーバ１０はこの要求を受けて、図４に示す、分割画15 

像データを当てはめる６×６個のセルを設定する＜ＤＩＶ＞タグ、および、

どの分割画像をどのセルに当てはめてブラウザ上のどの位置に表示するか

を算出するためのJavaScriptを含んだＨＴＭＬをＷｅｂブラウザに返す

（Ｓ２）。なお、６×６個のセルには、図４に示すように、「canvas００

００」～「canvas０５０５」の名前が付けられている。「canvas」に続く20 

４桁の数字のうち、最初の２桁はブロック内でのセルのＸ軸方向の番地（０

０～０５）を示し、それに続く残りの２桁はブロック内でのセルのＹ軸方

向の番地（００～０５）を示す。」（段落【００１３】） 
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【図３】 

 

【図４】 

「Ｗｅｂブラウザ１２は、ＨＴＭＬを受け取ると、該ＨＴＭＬに記述さ5 

れているJavaScriptに基づき、各セルにどの分割画像を当てはめるかおよ

び各セルに当てはめられた分割画像をブラウザ１２上のどの位置に表示す

るかを算出する。そして、算出された分割画像がＷｅｂブラウザ１２に既

にダウンロードされてキャッシュメモリに保存されている分割画像である

かどうかを判断し、既に保存されている分割画像については、それを読み10 

出して該当するセルに当てはめる。また、Ｗｅｂブラウザ１２に保存され
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ていない分割画像については、Ｗｅｂサーバ１０に対し該当する分割画像

を要求する（Ｓ３）。Ｗｅｂサーバ１０は該要求に応じて、該当する分割

画像データを送信する（Ｓ４）。Ｗｅｂブラウザ１２は該分割画像データ

を受け取り、該当するセルに当てはめる。このようにして、６×６個のセ

ルに分割画像がそれぞれ当てはめられて（関連づけられて）、前記算出さ5 

れた位置にそれぞれ表示される（Ｓ５）。これにより、Ｗｅｂブラウザ１

２の表示領域全体に、分割画像がつなぎ目なく表示されて、新聞紙面の画

像が表示される。表示の一例を図５に示す（図５においてセルの境界線は

仮想的に示したもので、実際の画面では表示されない。）。なお、閲覧開

始当初は初期画面として、Ｗｅｂブラウザ１２から閲覧の指示をした新聞10 

の第１ページの所定倍率（紙面の記事全体が見渡せるように比較的低い倍

率）の分割画像をＷｅｂブラウザ１２がＷｅｂサーバ１０に要求して表示

するように、Ｗｅｂサーバ１０から送信するＨＴＭＬが記述されている。」

（段落【００１４】） 

 15 

【図５】 

「初期表示制御 

  ブロックを構成する各セルに当てはめる分割画像について説明する。
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ここでは、図６に示すように、ブラウザの表示領域１６よりも大きい画像

１８（新聞紙面１ページ分の画像）を、ブラウザの表示領域１６の中心と

画像１８の中心を一致させた状態に初期表示するものとする。また、ブロ

ック２０を６×６個のセル２２で構成し、ブロック２０の左側および上側

を１セルずつ空けて（つまり、ブラウザの表示領域１６の左上角が、ブロ5 

ック２０の左から２番目、上から２番目のセルに位置するように）表示す

るものとする。なお、以下の説明において、座標値あるいは番号（番地）

はその種類に応じて次のように区別して表記する。 

  （  ，  ）：ピクセル座標値（ピクセル単位の座標値） 

  ［  ，  ］：分割画像座標値（画像全体における分割画像ごとの座標10 

値） 

  〔  ，  〕：セル番号（ブロックにおけるセルごとの番号値） 

ピクセル座標値は、ブラウザの原点（左上角）を原点（０，０）とし、

Ｘ軸方向の極性は右方向を＋、左方向を－とし、Ｙ軸方向の極性は下方向

を＋、上方向を－とする。」（段落【００１５】） 15 
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【図６】 

「図６において、各変数は次を意味する。 

    Ｘｉ：画像（新聞紙面１ページ）全体の幅（ピクセル値） 

    Ｙｉ：画像（新聞紙面１ページ）全体の高さ（ピクセル値） 5 

    Ｘｂ：ブラウザの幅（ピクセル値） 

    Ｙｂ：ブラウザの高さ（ピクセル値） 

    Ｘ１＝Ｘｉ／２：画像幅の半値              …（式１） 

    Ｙ１＝Ｙｉ／２：画像高さの半値            …（式２） 

    Ｘ２＝Ｘｂ／２：ブラウザ幅の半値          …（式３） 10 

    Ｙ２＝Ｙｂ／２：ブラウザ高さの半値        …（式４）」（段落

【００１６】） 

「図６において、ブラウザの原点（左上角）を原点（０，０）とすると、
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画像の原点の座標値（Ｘ０，Ｙ０）は次式によって与えられる。 

    Ｘ０＝Ｘ２－Ｘ１：画像のＸ軸原点           …（式５） 

    Ｙ０＝Ｙ２－Ｙ１：画像のＹ軸原点           …（式６） 

  １つの分割画像の大きさ（＝１つのセルの大きさ）を４８０×４８０

ピクセルとすると、画像全体の分割画像数は次式によって与えられる。 5 

    Ｇｘｉ＝Ｘｉ／４８０：Ｘ軸方向の全分割画像数  …（式７） 

    Ｇｙｉ＝Ｙｉ／４８０：Ｙ軸方向の全分割画像数  …（式８） 

このＧｘｉ、Ｇｙｉが小数点以下の桁を有する場合は、小数点以下を切り上

げた整数値が実際のＸ軸方向およびＹ軸方向の全分割画像数である。また、

Ｇｘｉの小数点以下を切り捨てた値が右端の分割画像の横方向の座標値ｘｌ10 

（図２）であり、Ｇｙｉの小数点以下を切り捨てた値が下端の分割画像の縦

方向の座標値ｙｌ（同）である。」（段落【００１８】） 

「一方、ブラウザの表示領域１６に必要な分割画像数は次式によって与

えられる。 

    Ｇｘｂ＝Ｘｂ／４８０：Ｘ軸方向の表示に必要な分割画像数  …（式15 

９） 

    Ｇｙｂ＝Ｙｂ／４８０：Ｙ軸方向の表示に必要な分割画像数  …（式

１０） 

  ブラウザの表示領域１６に入る最初の分割画像｛ブラウザの原点（０，

０）が属する（位置する）分割画像｝の座標［ｘｆ，ｙｆ］は、次式によっ20 

て与えられる。 

    ｘｆ＝－｛（Ｘ０／４８０）の商の小数点以下を切り捨てた値｝  …

（式１１） 

    ｙｆ＝－｛（Ｙ０／４８０）の商の小数点以下を切り捨てた値｝  …

（式１２）」（段落【００１９】） 25 

「ブロックの左端に配置されるセル（Ｘ軸方向のセル番号をＳｘｆとする。
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以下「Ｘ軸最初セル」という。）には、Ｘ軸方向の分割画像座標値がｘｆ－

１の分割画像を当てはめる。同様に、ブロックの上端に配置されるセル（Ｙ

軸方向のセル番号をＳｙｆとする。以下「Ｙ軸最初セル」という。）には、

Ｙ軸方向の分割画像座標値がｙｆ－１の分割画像を当てはめる。すなわち、 

    Ｓｘｆ＝ｘｆ－１        …（式１３） 5 

    Ｓｙｆ＝ｙｆ－１        …（式１４） 

とする。これによれば、ブロックの最初のセル〔Ｓｘｆ，Ｓｙｆ〕（ブロッ

クの左上角に配置されるセル。以下「最初セル」という。）には、［ｘｆ－

１，ｙｆ－１］の分割画像が当てはめられる。－１を付加するのは、Ｓｘｆ

＝ｘｆ、Ｓｙｆ＝ｙｆに設定すると、図７（ａ）に示すように、ブロック２０10 

の左端部分および上端部分がブラウザの表示領域１６の左端部分および上

端部分に接近して配置されることになり、画像を右下方向に移動（スクロ

ール）させた際に、新たに左側および上側からブラウザの表示領域１６に

入るべき分割画像がＷｅｂサーバから新たに転送されて来るまでの待ち時

間に、ブラウザの表示領域１６の左端部分および上端部分に空白部分（画15 

像が表示されない部分）が生じ易くなるためである。これに対し、－１を

付加すると、図７（ｂ）に示すように、ブロック２０は予めブラウザの表

示領域１６に対して１セル分以上左方向および上方向にオフセットして配

置されることになり、画像を右下方向に移動させた際に、ブラウザの表示

領域１６の左端部分および上端部分に空白部分を生じにくくさせることが20 

できる。」（段落【００２０】） 
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【図７】 

「ブロックを構成するその他のセルに当てはめる分割画像の座標は、最

初セル〔Ｓｘｆ，Ｓｙｆ〕に当てはめる分割画像の座標［ｘｆ－１，ｙｆ－１］

に、Ｘ軸方向並びにＹ軸方向に１ずつ順次足していくことにより求められ5 

る。すなわち、最初セル〔Ｓｘｆ，Ｓｙｆ〕を０番目のセルとして、Ｘ軸方向

にｍ番目（ｍ＝０，１，…，５）、Ｙ軸方向にｎ番目（ｎ＝０，１，…，

５）のセル〔Ｓｘｍ，Ｓｙｎ〕に当てはめられる分割画像座標値は、 

    Ｓｘｍ＝Ｓｘｆ＋ｍ＝ｘｆ－１＋ｍ  …（式１５） 

    Ｓｙｎ＝Ｓｙｆ＋ｎ＝ｙｆ－１＋ｎ  …（式１６） 10 

で与えられる。したがって、ブロックの最後のセル〔Ｓｘｌ，Ｓｙｌ〕（ブ

ロックの右下角に配置されるセル。以下「最後セル」という。なお、ブロ

ックの右端に配置されるセルをそれぞれ「Ｘ軸最後セル」、ブロックの下
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端に配置されるセルをそれぞれ「Ｙ軸最後セル」という。）に当てはめる

分割画像の座標は、 

    Ｓｘｌ＝Ｓｘｆ＋５＝ｘｆ＋４  …（式１７） 

    Ｓｙｌ＝Ｓｙｆ＋５＝ｙｆ＋４  …（式１８） 

となる。以上のようにして、ブロック２０を構成する６×６個のセル２5 

２に当てはめるべき分割画像が求められる。」（段落【００２１】） 

「次に、ブロック２０を構成する６×６個のセル２２のブラウザ上にお

ける表示位置について説明する。各セルのブラウザ上における表示位置は、

該各セルの原点（左上角の位置）の座標値（ピクセル値）で特定（指定）

される。各セルの原点の座標値は以下のようにして求められる。まず、最10 

初セル〔Ｓｘｆ，Ｓｙｆ〕の原点（Xｂ０，Ｙｂ０）は、ブロックの原点に相当し

（図６参照）、 

    Xｂ０＝Ｘ０＋（Ｓｘｆ×４８０）  …（式１９） 

    Ｙｂ０＝Ｙ０＋（Ｓｙｆ×４８０）  …（式２０） 

で与えられる。ブロックを構成するその他のセルの原点は、このように15 

して求められた最初セル〔Ｓｘｆ，Ｓｙｆ〕の原点（Xｂ０，Ｙｂ０）にＸ軸方向

並びにＹ軸方向に４８０ずつ順次足していくことにより求められる。すな

わち、最初セル〔Ｓｘｆ，Ｓｙｆ〕を０番目のセルとして、Ｘ軸方向にｍ番目

（ｍ＝０，１，…，５）、Ｙ軸方向にｎ番目（ｎ＝０，１，…，５）のセ

ル〔Ｓｘｍ，Ｓｙｎ〕の原点（Xｂｍ，Ｙｂｎ）は、 20 

    Xｂｍ＝Xｂ０＋（ｍ×４８０）  …（式２１） 

    Ｙｂｎ＝Ｙｂ０＋（ｎ×４８０）  …（式２２） 

で与えられる。」（段落【００２２】） 

「Ｗｅｂサーバから送信されるＨＴＭＬ（図３のステップＳ２）には、

以上の（式１）～（式２２）に相当する演算を実行するJavaScriptが記述25 

されており、Ｗｅｂブラウザは、該ＨＴＭＬを受け取ると、該JavaScript
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に基づき、ブロックを構成する６×６個のセルに当てはめる分割画像座標

値と、各セルのブラウザ上における表示位置（各セルの原点位置を表示す

るピクセル座標位置）を算出する。そして、Ｗｅｂブラウザは、算出され

た分割画像座標値を識別情報としてＷｅｂサーバに該当する分割画像を要

求する（Ｗｅｂサーバから既にダウンロードされてキャッシュメモリに保5 

存されている分割画像についてはそれを使用する。）（図３のステップＳ

３）。Ｗｅｂサーバ１０は該要求に応じて、該当する分割画像データを送

信し（同Ｓ４）、Ｗｅｂブラウザ１２は該分割画像データを受け取り、該

当するセルに当てはめて、それぞれ前記求められた位置に表示する（同Ｓ

５）（図６、図７、図９、図１１等から明らかなように、セルに当てはめ10 

られてもブラウザの表示領域から外れている分割画像はその時点では表示

されないが、スクロール操作によりブラウザの表示領域に入ってくれば表

示できる状態になっている）。」（段落【００２３】） 

「ここで、ブロック２０を構成する各セル２２のセル番号の付与方法に

ついて説明する。このセル番号の付与もＷｅｂサーバから送信されるＨＴ15 

ＭＬに記述されているJavaScriptに基づき実行される。各セルのセル番号

〔Ｓｘ，Ｓｙ〕は、該各セルに当てはめられる分割画像の座標［ｘ，ｙ］を、

Ｘ軸方向についてはブロックを構成するＸ軸方向の総セル数、Ｙ軸方向に

ついてはブロックを構成するＹ軸方向の総セル数でそれぞれ割った余りの

値として付与する。これによれば、各分割画像が当てはめられるセルのセ20 

ル番号（各分割画像に割り当てられるセル番号）は、分割画像ごとに一意

的に定まる。この実施例では、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向の総セル数はそれぞれ

６であるから、セル番号は、Ｘ軸方向，Ｙ軸方向ともに０，１，２，…，

５の繰り返しとなる。この場合、各分割画像が当てはめられるセルのセル

番号を図９に示す。図９の各分割画像位置に記述されている数値のうち、25 

上段は各分割画像２４の座標値を示し、下段は当てはめられるセルのセル
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番号を示す。セル番号が繰り返し使われても、ブロック内のセル数は６×

６個だけであるから、ブロック内で同時に同じセル番号が重複して使用さ

れることはない。このようにセル番号を繰り返し用いることにより、図４

に示すように、ＨＴＭＬに記述する、セルを設定するための＜ＤＩＶ＞タ

グは６×６個だけ用意すれば足りることになる。」（段落【００２８】） 5 

 

【図９】 

「以上のようにして、Ｗｅｂサーバから送信されるＨＴＭＬに記述され
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ているJavaScriptに基づき、ブロック２０を構成する６×６個のセル２２

に当てはめる各分割画像２４の座標値と該各セル２２のセル番号および該

各セル２２のブラウザ上における表示位置（各セルの原点位置を表示する

ピクセル座標位置）が求められたら、Ｗｅｂサーバに対し該当する分割画

像２４の送信を要求し（図３のステップＳ３）、Ｗｅｂサーバから該要求5 

に応じた分割画像データが送られてきたら（同Ｓ４）、該当するセル番号

に当てはめてブラウザに表示する（同Ｓ５）。これにより、Ｗｅｂブラウ

ザ１２の表示領域全体に、分割画像２４がつなぎ目なく表示されて、新聞

紙面の画像１８が表示される。」（段落【００２９】） 

「図１０は、ブロック２０を構成する各セル２２に当てはめる各分割画10 

像２４の座標値と、該各セル２２に付与するセル番号と、該各セル２２の

ブラウザ上における表示位置（各セルの原点位置）の関係を求め、該当す

る分割画像をＷｅｂサーバに要求し、該要求に応じてＷｅｂサーバから送

られてきた分割画像２４を各セル２２に当てはめるためのJavaScriptの関

数（抜粋）を示す。このJavaScriptの関数は、画像の左上角の分割画像［０，15 

０］を始点として、分割画像位置をＹ軸方向に走査してブロックに含まれ

る分割画像の有無を判断し、ブロックに含まれる分割画像があった場合は、

該分割画像が当てはめられるセルに、該分割画像のX軸方向の座標値ｘを６

で割った余りをＸ軸方向のセル番号sellXとして付与し、該分割画像のＹ軸

方向の座標値ｙを６で割った余りをＹ軸方向のセル番号sellYとして付与20 

する。そして、「document.all("canvas" + sellX +sellY).innerＨＴＭＬ 

= "<IMG ID='image" +x +y + " 

'SRC="image.cgi?a=xxx&b=xxx&c=xxx&d=xxx&e=xxx&f=xxx&g=xxx" 

STYLE='left:" +originX +";top:" + originY + ";'>"; 」により、該当

する分割画像をＷｅｂサーバに要求し、該要求に応じてＷｅｂサーバから25 

送られてきた分割画像を該当するセルに当てはめる。なお、上のJavaScript
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の関数は、「canvas sellX sellY」（sellX＝００～０５、sellY＝００～

０５）のＩＤを持つＤＩＶタグ（図４参照）を、このセルに当てはめる分

割画像の座標値「image x y」のＩＤを持つＩＭＧタグに変換し、該ＩＭＧ

タグのソースとして「image.cgi」（Ｗｅｂサーバ側の画像データ検索およ

び転送モジュール）からの分割画像データを埋め込むことを意味する。そ5 

のとき「a=xxx&b=xxx&c=xxx&d=xxx&e=xxx&f=xxx&g=xxx」は、Ｗｅｂサーバ

に保存されている画像を特定するためのパラメータ（新聞名、日付、朝／

夕刊別、ページ番号、倍率等の情報）として、特定の画像ファイルを検索

するための値となる。「STYLE='left:" +originX +";top:" + originY 」

はこのセル（分割画像）の原点（左上の位置）を表示するブラウザの表示10 

領域上の座標位置（ピクセル値）を示す。」（段落【００３０】） 
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【図１０】 

「以上の処理をその列のＹ軸方向の最後の分割画像まで行ったら、その

１つ右隣の列に移って同様に上端からブロックに含まれる分割画像の有無

を判断し、ブロックに含まれる分割画像が当てはめられるセルに、Ｘ軸方5 

向のセル番号sellXおよびＹ軸方向のセル番号sellYを付与する。そして、

Ｘ軸方向の最後の列の最後の分割画像まで達したら、処理を終了する。」

（段落【００３１】） 

「スクロール制御 
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  次に、以上のようにして初期表示がなされた後に、閲覧者のスクロー

ル操作によりブラウザの表示画面上で画像を任意の位置に移動させる（つ

まり、閲覧位置を移動する）方法について説明する。図１１は、スクロー

ル操作による画像の移動動作を示す。図１１では、画像１８をＸ軸方向の

右方向にＸｄ（ピクセル値）、Ｙ軸方向の下方向にＹｄ（ピクセル値）移動5 

させた場合（移動後の画像位置を符号１８’で示す。）を示す。ブロック

２０は画像１８と一体に移動するが、この移動によってブロック２０はブ

ラウザの表示領域１６に対し相対移動し、何も手当をしなければ、ブロッ

ク２０はいずれブラウザの表示領域１６から外れてしまう。そこで、移動

量に応じて画像１８に対するブロック２０の位置を変更し、これに伴い該10 

ブロック２０を構成する各セル２２に対する分割画像の当てはめを更新す

る制御（ブロックの再設定）を併せて行う。このブロックの再設定により、

ブロック２０は常にブラウザの表示領域１６全体を含む（ブラウザの表示

領域１６全体が常にブロック２０内に含まれる）ように制御される。図１

１の例では、スクロール操作によりブロック２０がブラウザの表示領域１15 

６に対し相対的に右方向に移動して、セルの境界線が１本ブラウザの原点

を越えているので、ブロックの再設定により、右端の１列のセルが削除さ

れ、その分左端に１列のセルが追加されている。それらの間の５列のセル

には変更はない。」（段落【００３２】） 
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【図１１】 

「スクロール操作時の制御フローを図１２に示す。図１２の制御は、Ｗ

ｅｂサーバから送信されるＨＴＭＬに記述されているJavaScriptによって

行われる。スクロール操作時の制御は、画像を移動させる制御と、ブロッ5 

クの再設定制御で構成される。はじめに、画像の移動制御について説明す

る。新聞紙面の画像が表示されている画面上の任意の位置にマウスカーソ

ル（ポインタ）を当ててマウス左ボタンを押下し（マウスダウン操作）（図

１２のステップＳ１１）、押下したままマウスカーソルを移動させると（ド

ラッグ操作）、マウスカーソルに追従して画像が移動する（同Ｓ１２）。10 

この場合、セル単位で移動量の演算をすると、演算処理に時間がかかり、
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移動動作が遅くなる。そこで、図４のＨＴＭＬのように、６×６個のセル

を設定する＜ＤＩＶ＞タグ全体を、名前がcanvas BLOCKである＜ＤＩＶ＞

タグで１つのブロックとして束ねて、該１つのブロックについて移動量を

演算して該ブロックの移動後の原点を求め、該求められたブロックの原点

の座標に基づき、該ブロックを構成する各セルの原点の座標を演算して求5 

める。これによれば、ブロックの原点に対する各セルの原点の相対位置は

予め定まっており、簡単な演算で求めることができ、一方複雑な演算を要

する移動量の演算は１つのブロックについてのみ行えばよいので、セル単

位で（セルごとに）移動量の演算をする場合に比べて全体として演算量が

少なくて済み、移動動作を高速化することができる。」（段落【００３３】） 10 

 

【図１２】 

「図１３は、ブロック（画像）の移動量（＝マウスカーソルの移動量）
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を計算してブロックの原点の移動すべき座標を求めるためのJavaScriptの

関数を示す。この関数によりブロックの原点の移動すべき座標が求められ

たら、この座標がブロックの最初セル〔Ｓｘｆ，Ｓｙｆ〕の原点の座標になる

ので、他のセルについてもX軸方向およびＹ軸方向にそれぞれ４８０ずつ順

次足していくことによりそれぞれの原点の座標を求める。このような演算5 

をマウスカーソルが移動されている間中繰り返すことにより、マウスカー

ソルに追従して画像を移動させることができる。マウスカーソルを任意の

位置に移動後、マウスボタンを離す（マウスアップ操作をする）と、画像

はその位置で停止する。」（段落【００３４】） 

 10 

【図１３】 

「次に、ブロックの再設定制御について説明する。ドラッグ操作を終了

して、マウスアップ操作をすると、移動後の画像上でブラウザの原点（０，

０）が属するセル位置（分割画像位置）が判断され、ドラッグ前の位置に
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対して変化しているかどうか｛つまり、ブラウザの原点（０，０）がセル

の境界を超えたかどうか｝が判断される（図１２のステップＳ１３）。そ

して、変化している場合（セルの境界を越えた場合）は、その変化した分

（セルの境界を越えた本数分）ブロック位置を画像の移動と同じ方向に移

動させるとともに、該ブロックを構成する各セルに対する分割画像の当て5 

はめを更新することによりブロックの再設定を行う（同Ｓ１４）。」（段

落【００３５】） 

「ブロックの再設定制御は次の演算により実現される。ドラッグ操作に

よる画像の移動量を図１１のようにＸ軸方向の右方向にＸｄ、Ｙ軸方向の

下方向にＹｄとすると｛画像の移動量Ｘｄ、Ｙｄは、ドラッグ終了位置（マ10 

ウスアップ操作位置）でのマウスカーソル座標値からドラッグ開始位置（マ

ウスダウン操作位置）でのマウスカーソル座標値を引算することにより得

られる。｝、移動後の画像の原点の座標値（Ｘｄ０，Ｙｄ０）は、次式によっ

て与えられる。 

    Ｘｄ０＝Ｘｆ０＋Ｘｄ：移動後の画像のＸ軸原点  …（式２３） 15 

    Ｙｄ０＝Ｙｆ０＋Ｙｄ：移動後の画像のＹ軸原点  …（式２４） 

    ただし、Ｘｆ０：前回のスクロール操作による画像の最終的なＸ軸原

点。初回のスクロール操作であれば、Ｘｆ０＝Ｘ０（初期表示時の画像のＸ

軸原点）である。 

            Ｙｆ０：前回のスクロール操作による画像の最終的なＹ軸原20 

点。初回のスクロール操作であれば、Ｙｆ０＝Ｙ０（初期表示時の画像のＹ

軸原点）である。」（段落【００３６】） 

「また、移動後にブラウザの表示領域に入る最初の分割画像｛ブラウザ

の原点（０，０）が属する分割画像｝の座標［ｘｄｆ，ｙｄｆ］は、次式によ

って与えられる。 25 

    ｘｄｆ＝－｛（Ｘｄ０／４８０）の商の小数点以下を切り捨てた値｝  …
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（式２５） 

    ｙｄｆ＝－｛（Ｙｄ０／４８０）の商の小数点以下を切り捨てた値｝  …

（式２６） 

したがって、ドラッグによってセルの境界がブラウザの原点（０，０）

を越えた数Ｓｘｄ，Ｓｙｄは、次式によって与えられる。 5 

    Ｓｘｄ＝ｘｆ０－ｘｄｆ  …（式２７） 

    Ｓｙｄ＝ｙｆ０－ｙｄｆ  …（式２８） 

    ただし、ｘｆ０：前回のブロックの再設定時のブラウザの表示領域に

入る最初の分割 

画像のX軸座標 10 

            ｙｆ０：前回のブロックの再設定時のブラウザの表示領域に

入る最初の分割画像のＹ軸座標」（段落【００３７】） 

「（式２７）によって求められるＳｘｄが０であれば、セルの境界はブラ

ウザの原点（０，０）をX軸方向に越えてないことがわかり、＋の値であれ

ば、その本数分のセルの境界がブラウザの原点（０，０）を右方向に越え15 

たことがわかり、－の値であれば、その本数分のセルの境界がブラウザの

原点（０，０）を左方向に越えたことがわかる。また、（式２８）によっ

て求められるＳｙｄが０であれば、セルの境界はブラウザの原点（０，０）

をＹ軸方向に越えてないことがわかり、＋の値であれば、その本数分のセ

ルの境界がブラウザの原点（０，０）を下方向に越えたことがわかり、－20 

の値であれば、その本数分のセルの境界がブラウザの原点（０，０）を上

方向に越えたことがわかる。」（段落【００３８】） 

「（式２７）、（式２８）の演算の結果、Ｓｘｄ，Ｓｙｄがいずれも０の場

合は、ブラウザの原点（０，０）が属する分割画像の位置はドラッグの前

後で変化がないことになるから、ブロックの再設定は行われない。これに25 

対し、（式２７）、（式２８）の演算の結果、Ｓｘｄ，Ｓｙｄのうち少なくと
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も一方が０以外の場合は、ブラウザの原点（０，０）が属する分割画像の

位置がドラッグの前後で変化したことになるから、ブロックの再設定が行

われる。」（段落【００３９】） 

「ブロックの再設定は、Ｓｘｄ，Ｓｙｄに相当するセル数分、ブロック全体

を、画像に対し、画像の移動方向と逆方向に相対的に移動させることで実5 

現される。このブロックの再設定によって、該ブロックを構成する各セル

には次のように分割画像が当てはめられる。ブロックの左端に配置される

セル（Ｘ軸最初セル）Ｓｘｄｆには、Ｘ軸方向の分割画像座標値がｘｄｆ－１

の分割画像が当てはめられる。同様に、ブロックの上端に配置されるセル

（Ｙ軸最初セル）には、Ｙ軸方向の分割画像座標値がｙｄｆ－１の分割画像10 

が当てはめられる。すなわち、 

    Ｓｘｄｆ＝ｘｄｆ－１        …（式２９） 

    Ｓｙｄｆ＝ｙｄｆ－１        …（式３０） 

とする。これによれば、再設定後のブロックの左上角に配置されるセル

（最初セル）〔Ｓｘｄｆ，Ｓｙｄｆ〕には、［ｘｄｆ－１，ｙｄｆ－１］の分割画15 

像が当てはめられる。－１を付加するのは、（式１３）、（式１４）で－

１を付加したのと同じ目的である。すなわち、ブロックをブラウザの表示

領域に対して１セル分以上左方向および上方向にオフセットして配置する

ことにより、画像を右下方向に移動させた際に、ブラウザの表示領域の左

端部分および上端部分に空白部分を生じにくくする。」（段落【００４０】） 20 

「ブロックを構成するその他のセルに当てはめる分割画像の座標は、最

初セル〔Ｓｘｄｆ，Ｓｙｄｆ〕に当てはめる分割画像の座標［ｘｄｆ－１，ｙｄｆ

－１］に、Ｘ軸方向並びにＹ軸方向に１ずつ順次足していくことにより求

められる。すなわち、最初セル〔Ｓｘｄｆ，Ｓｙｄｆ〕を０番目のセルとして、

Ｘ軸方向にｍ番目（ｍ＝０，１，…，５）、Ｙ軸方向にｎ番目（ｎ＝０，25 

１，…，５）のセル〔Ｓｘｄｍ，Ｓｙｄｎ〕に当てはめられる分割画像座標値は、 
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    Ｓｘｄｍ＝Ｓｘｄｆ＋ｍ＝ｘｄｆ－１＋ｍ  …（式３１） 

    Ｓｙｄｎ＝Ｓｙｄｆ＋ｎ＝ｙｄｆ－１＋ｎ  …（式３２） 

で与えられる。したがって、ブロックの右下角に配置されるセル（最後

セル）〔Ｓｘｄｌ，Ｓｙｄｌ〕に当てはめる分割画像の座標は、 

    Ｓｘｄｌ＝Ｓｘｄｆ＋５＝ｘｆ＋４  …（式３３） 5 

    Ｓｙｄｌ＝Ｓｙｄｆ＋５＝ｙｆ＋４  …（式３４） 

となる。」（段落【００４１】） 

「以上のようにして、再設定されたブロックを構成する６×６個のセル

に当てはめるべき分割画像が求められる。６×６個のセルに当てはめるべ

き分割画像が求められたら、新たにブロックの領域に入ってきた分割画像10 

について、未取得の場合はＷｅｂサーバに要求し、Ｗｅｂサーバから既に

ダウンロードされてキャッシュメモリに保存されている分割画像について

はそれを読み出して、それぞれ該当するセルに当てはめて表示する（図６、

図７、図９、図１１等から明らかなように、セルに当てはめられてもブラ

ウザの表示領域から外れている分割画像はその時点では表示されないが、15 

スクロール操作によりブラウザの表示領域に入ってくれば表示できる状態

になっている）。なお、図９に示したように、各分割画像が当てはめられ

るセルのセル番号（各分割画像に割り当てられるセル番号）は、分割画像

ごとに一意的に定まっている。前回のブロックの再設定からブロック内に

とどまっている（スクロール操作によってもブロック内から出なかった）20 

分割画像については、セル番号の変更はない。」（段落【００４２】） 

「以上のブロックの再設定制御による、ブロックを構成する各セルに対

する分割画像の当てはめの変更の一例を図１４に示す。図１４の各セル位

置に記述されている数値のうち、上段は分割画像座標値を示し、下段はセ

ル番号を示す。この例は、スクロール操作による画像の移動によって、セ25 

ルの境界がブラウザの原点（０，０）をX軸方向の右方向に１本だけ越えて、
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Ｙ軸方向には１本も越えていない場合（図１１に示すように画像が移動し

た場合）を示す。」（段落【００４３】） 

 

【図１４】 

「なお、以上説明した実施の形態では、画像を縦横両方向に分割したが、5 

縦横一方向にのみ分割することもできる。また、セル（枠要素）を縦横両

方向に配列したが、縦横一方向のみに配列することもできる。また、分割

画像およびセルを正方形としたが、長方形とすることもできる。分割画像

およびセルを矩形以外の形状に分割することもできる。また、ブロックを

構成するセル数を縦横同一としたが、縦横非同一とすることもできる。ま10 

た、ブロックをブラウザの表示領域に対して予め１セル分左方向および上
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方向にオフセットさせが〔原文ママ〕、オフセット量は２セル以上にする

こともできる。また、分割画像をサーバに予め用意してビューアからの要

求を待って送信するようにしたが、ビューアからの要求を待って分割画像

を生成して送信することもできる。また、初期表示した後、スクロール操

作を待ってその周囲の分割画像をダウンロードするようにしたが、初期表5 

示した後、スクロール操作を待たずにその周囲の分割画像を順次ダウンロ

ードすることもできる。また、新聞を閲覧する場合について説明したが、

その他の画像（例えば漫画）を閲覧する場合にもこの発明を適用できる。」

（段落【００５４】） 

  (2) 本件特許の特許請求の範囲及び上記(1)の記載によれば、本件各発明は、10 

Ｗｅｂブラウザの表示領域よりも大きい画像をサーバからダウンロードして

ビューアに表示する方法に関するものであり、従来技術では、横縦のサイズ

（画素数）の大きい画像をダウンロードしてＷｅｂブラウザに表示するのに

長い待ち時間を要するという技術的課題があった。このような技術的課題を

解決するために、本件各発明は、Ｗｅｂブラウザの表示領域より大きい画像15 

の分割画像を、サーバから優先的にダウンロードして表示する構成（構成要

件１Ａ）を採用することにより、ダウンロードしてＷｅｂブラウザに表示す

るまでの待ち時間を少なくするとともに、画像全体に対して限定された範囲

の分割画像を当てはめる複数の枠要素の配列をＷｅｂブラウザに設け、枠要

素を移動、削除及び追加することにより画像を相対移動させる構成（構成要20 

件１Ｂ及び１Ｃ）を採用し、画像を移動させるための演算を限られた枠要素

に限定し、画像全体を移動させる場合よりも演算量を減らすことにより、画

像の移動速度を速くすることを可能にするものであることが認められる。 

２ 被告地図表示方法の本件発明１の構成要件充足性（争点１）及び被告地図表

示方法の本件発明２の構成要件充足性（争点２）について 25 
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(1) 本件事案に鑑み、

争点１－４、１－５、

１－６及び２－１の

「各枠要素の原点の

（移動すべき）座標5 

を（それぞれ）演算」

（構成要件１Ｃ、１

Ｅ、１Ｆ、２Ｃ、２Ｅ

及び２Ｆ）の構成要

件充足性から判断す10 

る（以下にいう㋐の

部分又は㋓の部分と

は、前記略称のとお

り、上記㋐又は㋓に

より囲まれた部分をいう。）。 15 

ア 「演算」の意義 

構成要件１Ｃ、１Ｅ、１Ｆ、２Ｃ、２Ｅ及び２Ｆは、「各枠要素の原点

の（移動すべき）座標を（それぞれ）演算」と規定していることからする

と、本件各発明に係る構成は、文字どおり、各枠要素の原点の座標が直接

演算されている必要があるものと解するのが相当であり、本件明細書等に20 

よっても、上記と異なる記載又は示唆を認めることはできない。 

これを被告地図表示方法についていえば、上記にいう構成要件を充足す

るには、被告地図プログラムを受信して実行するＷｅｂブラウザが、分割

画像の移動に当たり、他の要素による座標系を変更する演算ではなく、そ

のｉｍｇ要素（㋓の部分）自体の座標である「left、top」の値を、直接演25 

算することを要するものと解するのが相当である。そして、原告も、この
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ような解釈を前提として、被告地図表示方法においては、被告ソースコー

ドのｉｍｇ要素（㋓の部分）が本件発明にいう「枠要素」であり、ｉｍｇ

要素（㋓の部分）の原点の座標が演算されていると主張する。 

しかしながら、前記前提事実及び証拠（乙５９）によれば、被告地図表

示方法では、ユーザが画面をスクロールした場合における分割画像の移動5 

に当たり、div要素（position）（㋐の部分）の「left、top」の値は変更

されるものの、ｉｍｇ要素（㋓の部分）は、div要素（position）（㋐の部

分）と一体的に移動するため、ｉｍｇ要素（㋓の部分）の「left、top」の

値は、一切変更されないことが認められる。 

上記認定事実によれば、ｉｍｇ要素（㋓の部分）の原点の座標は、直接10 

演算されているものと認めることはできない。そうすると、被告地図表示

方法及び被告地図プログラムは、構成要件１Ｃ、１Ｅ、１Ｆ、２Ｃ、２Ｅ

及び２Ｆを充足するものとはいえない。 

イ 原告らの主張に対する判断 

(ｱ) 原告らは、ｉｍｇ要素（㋓の部分）自体の「left、top」の値は変化し15 

ないものの、div要素（position）（㋐の部分）の開始タグの「left、top」

の値を変更することによって、div要素（position）（㋐の部分）の下の

階層にあるｉｍｇ要素（㋓の部分）の描画上の絶対位置は変化するので

あるから、このような変化を踏まえると、ｉｍｇ要素（㋓の部分）に係

る上記絶対位置に関する演算がなされているはずであると主張する。 20 

しかしながら、Ｗｅｂブラウザの処理を高速化又は効率化するという

のは自明の技術的課題であり、このような課題を解決するために、Ｗｅ

ｂブラウザが描画するに当たり、div要素（position）（㋐の部分）の開

始タグの「left、top」の値に基づく座標系を設定することで、上記絶対

位置に関する演算をＯＳ等に委ねたり、又は複数のｉｍｇ要素（㋓の部25 

分）を一体化して取り扱うことで個別のｉｍｇ要素に対しては上記絶対
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位置に関する演算を行わないようにしたりすることは、技術常識を踏ま

えても、技術的に十分可能であるといえる。 

そうすると、原告らにおいて上記にいう「演算」に係る具体的な主張

立証がない以上、上記絶対位置に関する演算が実際にはされていない可

能性を十分に否定することはできず、原告らの主張は、上記判断を左右5 

するものとはいえない。したがって、原告らの主張は、採用することが

できない。 

(ｲ) 原告らは、ｉｍｇ要素（㋓の部分）には「position: absolute」が設

定されており、証拠（甲３１）によれば、この設定は、Ｗｅｂブラウザ

に対し、「要素の表示位置の計算方法の指定」を行うものであるから、10 

当該指定を受けたＷｅｂブラウザが、ｉｍｇ要素（㋓の部分）の表示位

置を計算（レンダリング）するはずであると主張する。 

しかしながら、原告らの主張を前提としても、上記の「要素の表示位

置の計算方法の指定」は、他の要素（div要素）によって座標系（甲３１

にいう「基準位置」をいう。）が指定される場合に、個別のｉｍｇ要素15 

の表示位置に関して、いかなる演算を行うかを指示するものとはいえな

い。そして、上記構成要件にいう「演算」を充足するには、被告地図プ

ログラムを受信して実行するＷｅｂブラウザが、分割画像の移動に当た

り、他の要素による座標系を変更する演算によるのではなく、被告地図

表示方法のｉｍｇ要素（㋓の部分）の座標である「left、top」の値を、20 

直接演算することを要することは、前記において説示したとおりである。 

そうすると、上記にいう「演算」に係る具体的な主張立証がない以上、

原告らの主張が採用できないことは、上記と同様である。したがって、

原告らの主張は、採用することができない。 

(ｳ) 原告らは、被告地図表示方法には、新たな画像のダウンロードを伴う25 

構成があり、新たに含まれるｉｍｇ要素（㋓の部分）の「top、left」の
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値を求めるためには、div要素（position）（㋐の部分）の左上の原点を

基準とするｉｍｇ要素（㋓の部分）の原点の座標に基づく演算が必須で

あると主張する。 

しかしながら、枠要素ないしブロックの再設定をいうのは格別、ｉｍ

ｇ要素（㋓の部分）が新たに含まれることは、構成要件１Ｆ及び２Ｆに5 

いう「各枠要素の原点をそれぞれ移動する」に当たるということはでき

ず、原告らの主張は、その前提を欠く。したがって、原告らの主張は、

採用することができない。 

(ｴ) その他に、原告らの主張は、上記にいう「演算」の意義を正解するも

のとはいえず、これを直接立証していない以上、いずれも採用の限りで10 

はない。 

(2) 本件事案に鑑み、争点１－２、２－１及び２－４の「枠要素」への「分割

画像」の「当てはめ」（構成要件１Ｂ、２Ｂ及び２Ｆ１）の構成要件充足性

について判断する。 

    構成要件１Ｂ、２Ｂ及び２Ｆ１は、「分割画像」を「枠要素」に「当ては15 

め」るものとされている。この場合にいう「当てはめ」については、本件明

細書等の【００３０】は、「JavaScriptの関数は、「canvas sellX sellY」

（sellX＝００～０５、sellY＝００～０５）のＩＤを持つＤＩＶタグ（図４

参照）を、このセルに当てはめる分割画像の座標値「image x y」のＩＤを持

つＩＭＧタグに変換し、該ＩＭＧタグのソースとして「image.cgi」（Ｗｅｂ20 

サーバ側の画像データ検索および転送モジュール）からの分割画像データを

埋め込むことを意味する。」と記載していることからすれば、「当てはめ」

とは、セル番号sellX、sellYで特定されるＤＩＶタグを、分割画像データの

ＩＭＧタグを含むものに変換することによってなされるものと解される。 

 そして、証拠（乙４、５９）及び弁論の全趣旨により認められる技術常識25 

によれば、imgタグは、src属性で示される画像を表示するために用いるタグ
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であり、一般には画像の当てはめを受ける要素ないしは画像の当てはめを受

ける要素を設定するものとは理解されていない。 

 上記構成要件、本件明細書等の各記載及び技術常識を踏まえると、「当て

はめ」とは、単に、src属性を備えたimgタグがＨＴＭＬファイル上に存在す

るのみでは足りず、ＨＴＭＬファイル上で、複数のセル（枠要素）に対応し5 

て存在するimgタグに対して、src属性の追記、変更その他の変換処理がなさ

れることを要すると解するのが相当である。 

 これを被告地図表示方法及び被告地図プログラムについてみると、前記前

提事実及び証拠（乙５９）によれば、被告ソースコードのimg要素（㋓の部分）

には、そもそもセル（枠要素）番号等が付与されておらず、img要素（㋓の部10 

分）に対して、上記にいう変換処理がなされるものではない。 

 したがって、被告地図表示方法及び被告地図プログラムの各img要素（㋓の

部分）について、分割画像の「当てはめ」がなされているとはいえず、被告

地図表示方法及び被告プログラムは、構成要件１Ｂ、２Ｂ及び２Ｆ１を充足

するものとはいえない。 15 

 なお、時機に後れた原告らの主張についても、被告が一応の反論を尽くし

たため、念のため判断を示しておくと、被告地図表示方法及び被告地図プロ

グラムにおいては、新たな画像のダウンロードを伴わないスクロールでは、

各img要素（㋓の部分）のsrc属性は変化しないのに対し、前記前提事実（被

告の主張（第８準備書面）、乙５９参照）によれば、新たな画像のダウンロ20 

ードを伴うスクロールについては、表示領域をカバーするのに必要ないimg要

素（㋓の部分）の属性の値を、表示領域をカバーするのに必要なimg要素（㋓

の部分）の属性の値に書き換える場合があることが認められるものの、本件

各発明とは異なり、書き換え前後でimg要素（㋓の部分）同士の位置関係が変

わることからすると、上記にいう書き換えは、当該セル（枠要素）に対応し25 

て存在するimg要素（㋓の部分）に対する追記、変更とはいえず、上記にいう
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変換処理であるということはできない。 

 ３ 本件各発明の無効理由の有無（争点４）について 

本件事案に鑑み、争点４－２（サポート要件違反及び実施可能要件違反の有

無）につき、以下判断する。 

(1) 特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許5 

請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に

記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説

明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識

できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が

出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲10 

のものであるか否かを検討して判断すべきである（知財高裁平成１７年１１

月１１日大合議判決、知財高裁令和２年７月２日判決参照）。 

(2) 前記１(2)によれば、本件各発明は、Ｗｅｂブラウザの表示領域より大き

い画像の分割画像を、サーバから優先的にダウンロードして表示する構成

（構成要件１Ａ）を採用することにより、ダウンロードしてＷｅｂブラウザ15 

に表示するまでの待ち時間を少なくするとともに、画像全体に対して限定さ

れた範囲の分割画像を当てはめる複数の枠要素の配列をＷｅｂブラウザに

設け、枠要素を移動、削除及び追加することにより画像を相対移動させる構

成（構成要件１Ｂ及び１Ｃ）を採用し、画像を移動させるための演算を限ら

れた枠要素に限定し、画像全体を移動させる場合よりも演算量を減らすこと20 

により、画像の移動速度を速くすることを可能にするものであることが認め

られる。そうすると、Ｗｅｂブラウザが「ブロックの原点の移動すべき座標

と前記ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標とに基づき各枠要素

の原点の移動すべき座標をそれぞれ演算」する構成は、本件各発明の技術的

思想を特徴付ける課題解決手段の一つであると認めるのが相当である。 25 

しかしながら、本件明細書等には、「各枠要素の原点の移動すべき座標を
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演算する」構成に関し、「前記ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座

標」という概念も、その数値も一切開示されていない。 

そうすると、本件各発明は、上記にいう課題解決手段の具体的な構成が明

らかにされていないのであるから、当業者が当該発明の課題を解決できると

認識できる範囲のものであるといえず、また、その記載や示唆がなくとも当5 

業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる

範囲のものであるともいえない。 

したがって、本件各発明は、サポート要件に違反するものであり、特許無

効審判により無効にされるべきものである。 

これに対し、原告らは、本件明細書等の図１０の記載によれば、上記にい10 

う「前記ブロックの原点に対する各枠要素の原点の座標」が開示されている

旨主張する。 

しかしながら、上記図１０の記載をみても、ここにいう演算は、「ブロッ

クの原点」に対応する座標（Ｘｂ０、Ｙｂ０）のＸ座標（originX）、Ｙ座標

成分（originY）に対し、４８０を繰り返し加算するものにとどまり、上記に15 

いう「各枠要素の原点の座標」を開示するものとはいえない。 

したがって、原告らの主張は、採用することができない。 

 ４ その他 

その他に原告らの主張立証を改めて検討しても、前記において説示したとこ

ろを踏まえると、専門委員２名が参加した技術説明会における口頭議論の内容20 

等に照らしても、原告らの主張は、前記判断を左右するものとはいえず、いず

れも採用することができない。 

以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求はい

ずれも理由がない。 

なお、原告らは、口頭弁論が終結した後、令和７年１０月２日付けで口頭弁25 

論の再開を求めているところ、一旦終結した弁論を再開するか否かは当該裁判



140 

 

所の専権事項に属し、当事者は権利として裁判所に対して弁論の再開を請求す

ることができない。もっとも、裁判所の当該裁量権も絶対無制限のものではな

く、弁論を再開して当事者に更に攻撃防御の方法を提出する機会を与えること

が明らかに民事訴訟における手続的正義の要求するところであると認められ

るような特段の事由がある場合には、裁判所は弁論を再開すべきものである。 5 

しかしながら、原告らにおいて口頭弁論の再開を求める理由は、新証拠に基

づく反論反証を行うというものであるところ、裁判所は、当初からの審理計画

に基づき、当事者双方による主張立証の終了を踏まえ、当事者双方に対し心証

を開示した上、和解の打ち切り後に弁論を終結しているのであるから、弁論を

再開することは、上記審理計画に明らかに違反するものであり、かえって手続10 

的正義に反するというべきである。したがって、本件においては、上記特段の

事由を認めることはできず、弁論を再開すべきものと認めることはできない。 

第５ 結論 

よって、原告らの請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし

て、主文のとおり判決する。 15 
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